
平成３０年度企業主導型保育事業指導・監査実施要領に基づき立入調査を行った結果

（平成３０年４月～平成３１年３月）

文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋）

1 北海道 札幌市豊
平区

ヴィヴィッドキッズ豊
平4条スクール

・嘱託医との契約を締結すること H30.6.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

2 北海道 札幌市中
央区

きっずパーク南2条
園

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.12 ○

3 北海道 札幌市中
央区

こどもカンパニー大
通園

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
4 北海道 札幌市中

央区
りとるkid'sクラブ　中
央園

・嘱託医との契約を締結すること H30.6.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

5 北海道 札幌市豊
平区

りとるkid'sクラブ　西
岡園

・嘱託医との契約を締結すること H30.6.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

6 北海道 札幌市豊
平区

きっずぱーく南平岸
園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.13 ○

7 北海道 札幌市中
央区

めぐみナーサリース
クール

・幼児用トイレを適切に整備すること H30.6.6 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

8 北海道 札幌市中
央区

札幌モンテッソーリ
こどもの家　円山

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.6.7 ○

・検査用保存食材を保存すること
9 北海道 札幌市中

央区
働くパパママ保育ラ
ボ　大通どさんこ保
育園

なし H30.6.7 ○

10 北海道 札幌市清
田区

大藤子ども園きた
の館

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.13 ○

11 北海道 札幌市豊
平区

みらい保育園キッ
ズハウス南平岸

なし H30.7.3 ○

12 北海道 札幌市豊
平区

めぇ〜ず保育園 なし H30.7.3 ○

13 北海道 札幌市南
区

Aloha!もなみキッズ
ガーデン

なし H30.7.4 指摘なし

14 北海道 札幌市西
区

こどもプラザ青い鳥
二十四軒園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.4 ○

15 北海道 札幌市厚
別区

ウェルネットもりの
保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.5 ○

16 北海道 札幌市厚
別区

大谷地にじいろ保
育園

・嘱託医との契約を締結すること H30.7.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
17 北海道 札幌市南

区
ハピりす保育園 なし H30.7.10 指摘なし

18 北海道 札幌市西
区

こどもプラザ青い鳥
宮の沢ステーション

なし H30.7.12 ○

19 北海道 札幌市西
区

山の手さんさん保
育園

・検査用保存食材を保存すること H30.7.19 ○

20 北海道 札幌市中
央区

ベビーズリング札幌
円山ルーム

なし H30.9.4 ○

21 北海道 札幌市中
央区

もりのなかま保育園
札幌ひよこ園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.4 ○

22 北海道 札幌市中
央区

こどもカンパニー札
幌駅西口園

なし H30.9.4 ○

23 北海道 札幌市東
区

ぱんだこ保育園　北
25条

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.5 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
24 北海道 札幌市東

区
共育型こども施設
企業主導型保育園
しずく

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.9.5 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
25 北海道 札幌市白

石区
ベビーズリング　札
幌白石ルーム

なし H30.9.5 ○

26 北海道 札幌市西
区

サプル　グリーン
キッズ

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
27 北海道 札幌市中

央区
カラフル保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.8.16 ○

備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
28 北海道 札幌市北

区
マミーちゃん保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
29 北海道 札幌市東

区
りこの森保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.22 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

30 北海道 札幌市中
央区

リフレッシュ保育ハ
ピネスPLUS

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.23 ○

31 北海道 札幌市中
央区

ピッコロ子ども倶楽
部桑園保育所

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.23 ○

32 北海道 札幌市白
石区

もりのなかま保育園
札幌白石本郷通園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.5 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
33 北海道 札幌市中

央区
ヴィヴィッドキッズ南
4条スクール

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.4 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

34 北海道 札幌市中
央区

りとるkid'sクラブ　南
6条園

なし H30.10.2 ○

35 北海道 札幌市中
央区

りーぶる保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.10.2 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

36 北海道 札幌市西
区

ヴィヴィッドキッズ西
野4条スクール

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.10.3 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育所児童保育要録を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳児室と保育室を明確に区分すること

37 北海道 札幌市西
区

マミーすてっぷ ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.10.3 ○

・保育計画等を適切に整備すること
38 北海道 札幌市豊

平区
ぱんだこ保育園 中
の島

なし H30.10.3 ○

39 北海道 札幌市手
稲区

みらい保育園あい
キッズ新発寒

なし H30.9.26 ○

40 北海道 札幌市豊
平区

Kid's さぽうと  はぐ
くみ園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.27 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
41 北海道 札幌市北

区
れいんぼーらんど
あいの里駅前園

なし H30.10.3 ○

42 北海道 札幌市中
央区

札幌モンテッソーリ
こどもの家　南２条

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.4 ○

43 北海道 札幌市手
稲区

マザー保育園西宮
の沢

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.10.17 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

44 北海道 札幌市中
央区

北２東３保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.18 ○

45 北海道 札幌市手
稲区

ぱんだこ保育園手
稲曙

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.24 ○

46 北海道 札幌市中
央区

都市型保育園ポポ
ラー札幌旭ヶ丘園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.10.25 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

47 北海道 札幌市白
石区

みらい保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.10.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
48 北海道 札幌市厚

別区
みーちゃん保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.26 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

49 北海道 札幌市中
央区

さっぽろ駅前保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.31 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

50 北海道 札幌市東
区

ドリーム保育所 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.11.7 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

51 北海道 札幌市白
石区

STRAWBERRY
FIELD Children's
Garden 白石園

・嘱託医との契約を締結すること H30.11.7 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

52 北海道 札幌市中
央区

札幌プライムスクー
ル

なし H30.11.8 指摘なし

53 北海道 札幌市白
石区

ぷらす保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

54 北海道 札幌市東
区

ドレミ保育園 なし H30.11.9 ○

55 北海道 札幌市北
区

医療法人中江病院
中江病院院内保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.13 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

56 北海道 札幌市東
区

ひかりの保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.14 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
57 北海道 札幌市中

央区
ＣＳキッズ南９条 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

58 北海道 札幌市中
央区

みゆきっずルーム
川の音

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.20 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

59 北海道 札幌市北
区

新琴似キッズルー
ム

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.29 ○

60 北海道 札幌市中
央区

創成プライムスクー
ル

なし H30.12.4 ○

61 北海道 札幌市東
区

むぎのこ保育園 なし H30.12.11 ○

62 北海道 札幌市白
石区

こもれび保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.11 ○

63 北海道 札幌市西
区

西野あさひ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.11 ○

64 北海道 札幌市北
区

みらい保育園　ブ
ルーアロー新琴似
西

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.12 ○

65 北海道 札幌市白
石区

マザー保育園　南
郷

・検査用保存食材を保存すること H30.12.12 ○

66 北海道 札幌市豊
平区

つなぎ美園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

67 北海道 札幌市中
央区

きゃんばすmini中島
公園保育園+M

なし H30.12.13 ○

68 北海道 札幌市中
央区

きらきら保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.13 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童票を整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

69 北海道 札幌市東
区

みらい共創保育園
みらくる

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.18 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

70 北海道 札幌市手
稲区

ピッコロ子ども倶楽
部西宮の沢保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.18 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
71 北海道 札幌市北

区
北22条はな保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.19 ○

・検査用保存食材を保存すること
72 北海道 札幌市豊

平区
つなぎ豊平 ・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること H30.12.19 ○

73 北海道 札幌市中
央区

まめのき保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.20 ○

74 北海道 札幌市中
央区

資生館ゆめの木保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.20 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
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75 北海道 札幌市中
央区

リフレッシュ保育ハ
ピネスHouse

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.26 ○

76 北海道 札幌市中
央区

レーベンひまわり保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.27 ○

77 北海道 札幌市中
央区

保育園キッズプラス なし H31.1.8 ○

78 北海道 札幌市東
区

スター保育園東苗
穂10条園

・嘱託医との契約を締結すること H31.1.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
79 北海道 札幌市中

央区
カレス保育園　キッ
ズタイム

なし H31.1.9 ○

80 北海道 札幌市北
区

ニチイキッズさっぽ
ろ駅北口保育園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.9 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

81 北海道 札幌市白
石区

商店街の保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.9 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
82 北海道 札幌市豊

平区
レーベンくじら保育
園

なし H31.1.9 ○

83 北海道 札幌市中
央区

ごう在宅ほいくえん ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.10 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
84 北海道 札幌市中

央区
みるく保育園 ・検査用保存食材を保存すること H31.1.10 ○

85 北海道 札幌市西
区

みらい保育園　げん
き発寒

なし H31.1.10 ○

86 北海道 札幌市中
央区

なかよし」保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.10 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

87 北海道 札幌市東
区

都市型保育園ポポ
ラー　札幌元町園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.10 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

88 北海道 札幌市白
石区

スター保育園栄通
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.16 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

89 北海道 札幌市東
区

ピッコロ子ども倶楽
部北栄保育所

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.17 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・保育計画等を適切に整備すること

90 北海道 札幌市西
区

山の手つぼみ保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.17 ○

91 北海道 札幌市西
区

琴似つぼみ保育園 なし H31.1.18 ○

92 北海道 札幌市豊
平区

きゃんばすmini羊ヶ
丘保育園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.23 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

93 北海道 札幌市豊
平区

南平岸保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.24 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

94 北海道 札幌市手
稲区

秀友会　ひよこ保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.29 ○

95 北海道 札幌市中
央区

オリーブ保育園　石
山通

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.31 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

96 北海道 札幌市白
石区

きっずぱーく北郷園 なし H31.3.6 ○

97 北海道 札幌市東
区

札苗北あんびしゃ
す保育園

なし H31.2.13 ○

98 北海道 札幌市中
央区

Royal　Kids
Nursery

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.19 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

4



文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

99 北海道 札幌市中
央区

ふれ愛中央保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H31.2.19 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
100 北海道 札幌市北

区
チャイルドケアらくら
新川

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

101 北海道 札幌市豊
平区

STRAWBERRY
FIELD Children's
Garden 月寒園

・嘱託医との契約を締結すること H31.2.20 ○

102 北海道 札幌市白
石区

もみの木保育園白
石園

・嘱託医との契約を締結すること H31.2.21 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
103 北海道 函館市 企業主導型保育施

設やしの木
・検査用保存食材を保存すること H30.6.27 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

104 北海道 函館市 もえっこクラブ函館 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.2.13 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

105 北海道 函館市 独立行政法人国立
病院機構函館病院
函館つくし園

なし H31.2.14 ○

106 北海道 小樽市 OrangeSTAR銭函
保育園

なし H30.6.12 ○

107 北海道 小樽市 キッズルームアップ
ルはなぞの

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.6.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

108 北海道 小樽市 ココラソ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.14 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

109 北海道 小樽市 ウイングベイ小樽
すこやか保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.18 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

110 北海道 小樽市 こころキッズ　ワタ
キュー小樽ルーム

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.30 ○

111 北海道 旭川市 うれしぱ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.19 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

112 北海道 旭川市 保育園げんき！東
光園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.20 ○

113 北海道 旭川市 うれしぱ保育園宮 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.31 ○
114 北海道 旭川市 ジョイフルキッズプ

リスクール
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.8.2 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

115 北海道 室蘭市 さくらっ子保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.8.2 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・検査用保存食材を保存すること

116 北海道 釧路市 まこと保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.10 ○
117 北海道 釧路市 医療法人　東北海

道病院保育所
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.12 ○

118 北海道 釧路市 コロポックル保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.18 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

119 北海道 釧路市 第２の我が家　フレ
ンドランド

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.7.19 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

120 北海道 帯広市 キッズルームすまい
る

・検査用保存食材を保存すること H30.6.19 ○

121 北海道 帯広市 まちなかAid店 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.20 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること

5



文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

122 北海道 帯広市 キッズピア保育園 なし H30.8.8 ○
123 北海道 帯広市 しったんのお城 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.24 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

124 北海道 帯広市 JA北海道厚生連
帯広厚生病院　ど
んぐり保育所

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・児童票を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

125 北海道 帯広市 ねむの木ほいくえん ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.7 ○
・検査用保存食材を保存すること

126 北海道 北見市 企業主導型保育所
こどもの国ステラ

なし H30.9.5 指摘なし

127 北海道 夕張市 こじか保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.29 ○
・検査用保存食材を保存すること

128 北海道 岩見沢市 恵比寿保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.8 ○
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

129 北海道 留萌市 もえっこクラブ留萌 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.11 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

130 北海道 苫小牧市 苫小牧キラキラ保
育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

131 北海道 苫小牧市 苫小牧みらい保育 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.8 ○
132 北海道 江別市 こひつじ なし H30.6.12 ○
133 北海道 江別市 のっぽろりんりん保

育室
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.24 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

134 北海道 江別市 えべつ　なのはな保
育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

135 北海道 江別市 きっずぱーく元江別
園

なし H31.3.5 ○

136 北海道 千歳市 資生会ここのみ保
育園

なし H30.6.14 ○

137 北海道 千歳市 ノース・つくし保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.14 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

138 北海道 滝川市 保育所エンゼルブ
ロス

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.26 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

139 北海道 富良野市 おひさま保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.1 ○
140 北海道 登別市 ストロークハウス ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

141 北海道 伊達市 あんあん保育園ソ
ラニワルーム

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.31 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

142 北海道 北広島市 りとるｋｉｄ’ｓクラブ
北広島園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.23 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

143 北海道 石狩市 なないろ保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.6.26 ○
・保育計画等を適切に整備すること

6



文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

144 北海道 石狩市 こころキッズワタ
キュー石狩ルーム

なし H31.1.22 ○

145 北海道 亀田郡七
飯町

牧場のこども園スー
ホ

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
146 北海道 上川郡東

神楽町
北海道健誠社おに
ぎり保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

147 北海道 上川郡東
川町

キトウシこどもの森 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.6.21 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

148 北海道 虻田郡洞
爺湖町

あんあん保育園乃
の風ルーム

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.1 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

149 北海道 河東郡音
更町

もーるの森こども園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.6 ○

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
150 北海道 標津郡中

標津町
OTOMODACHI なし H30.7.11 指摘なし

151 青森県 青森市 青森六花保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.12 ○
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

152 青森県 青森市 みちぎんドリーム
キッズはうす

なし H30.6.13 指摘なし

153 青森県 青森市 青森新都市病院か
でるきっず

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.26 ○

154 青森県 青森市 ニチイキッズ青い森
保育園

なし H30.6.27 指摘なし

155 青森県 青森市 企業主導型保育事
業所ひまわり

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.22 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ

156 青森県 青森市 KIDS インターナショ
ナル保育園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.8.23 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
157 青森県 弘前市 ニコニコこどもえん ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.26 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
158 青森県 弘前市 北星ベビーホーム ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.6.27 ○
159 青森県 弘前市 ら・ら・ら保育園 ・児童票を整備すること H30.9.26 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

160 青森県 八戸市 ニチイキッズ八戸ゆ
りの木保育園

なし H30.7.31 指摘なし

161 岩手県 盛岡市 MJ保育園加賀野 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.12 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

162 岩手県 盛岡市 岩手大学・岩手銀
行保育所

なし H30.6.13 指摘なし

163 岩手県 盛岡市 どんぐりの森保育 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.26 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

164 岩手県 盛岡市 ニチイキッズ盛岡も
とみや保育園

なし H30.6.27 指摘なし

165 岩手県 盛岡市 盛岡支社　ぽっぽラ
ンドもりおか

なし H30.10.24 ○

166 岩手県 花巻市 くくる保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.11 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

167 岩手県 北上市 ニチイキッズ北上本
通り保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.22 ○

168 岩手県 紫波郡矢
巾町

神の前託児の森
マムズフォレスト

・嘱託医との契約を締結すること H30.6.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

7



文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

169 岩手県 胆沢郡金
ケ崎町

ゆぅゆぅ保育園いわ
て

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.3 ○

170 宮城県 仙台市太
白区

チャイルドルーム
きいろいくまさん こ
すもす館

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.5.8 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
171 宮城県 仙台市宮

城野区
もりのなかま保育園
中野栄園

なし H30.5.8 ○

172 宮城県 仙台市宮
城野区

もりのなかま保育園
小田原園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.9 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
173 宮城県 仙台市太

白区
チャイルドルーム
きいろいくまさん
ちゅーりっぷ館

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.5.9 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
174 宮城県 仙台市太

白区
杜のつぐみ保育園
西多賀園

なし H30.6.5 指摘なし

175 宮城県 仙台市太
白区

りっきーぱーく保育
園長町

なし H30.6.6 ○

176 宮城県 仙台市青
葉区

青葉西保育所 なし H30.6.13 指摘なし

177 宮城県 仙台市宮
城野区

ぱるずほいくえん ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.19 ○

178 宮城県 仙台市青
葉区

芽ぶき保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.21 ○

179 宮城県 仙台市太
白区

チャイルドルーム
きいろいくまさん　た
んぽぽ館

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.10 ○

・児童票を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

180 宮城県 仙台市泉
区

ふろりある保育園
泉中央

・嘱託医との契約を締結すること H30.7.10 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること

181 宮城県 仙台市青
葉区

ベビープラス仙台 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

182 宮城県 仙台市若
林区

ニチイキッズニッセ
イみらい仙台しんて
ら保育園

なし H30.6.27 指摘なし

183 宮城県 仙台市若
林区

ビックママランド東
八番丁園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.3 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

184 宮城県 仙台市泉
区

エンジェルハウス紫
山園

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H30.7.3 ○

・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

185 宮城県 仙台市泉
区

リズム保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.7.4 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

186 宮城県 仙台市若
林区

ビックママランド新
寺園

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.7.10 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

187 宮城県 仙台市若
林区

カール卸町ナーサ
リー

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.7.10 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童票を整備すること

188 宮城県 仙台市青
葉区

北四番丁よいこの
保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.11 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

189 宮城県 仙台市泉
区

はぁと保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.18 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

8



文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

190 宮城県 仙台市青
葉区

ひなた保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.24 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・検査用保存食材を保存すること

191 宮城県 仙台市宮
城野区

ハートケア鶴ヶ谷 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

192 宮城県 仙台市青
葉区

東北大学青葉山み
どり保育園

なし H30.7.31 ○

193 宮城県 仙台市青
葉区

おうち保育園かしわ
ぎ

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
194 宮城県 仙台市青

葉区
杜のつぐみ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.7 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
195 宮城県 仙台市青

葉区
こころキッズ　ワタ
キュー仙台ルーム

なし H30.8.8 ○

196 宮城県 仙台市若
林区

ちゃいるどらんど南
小泉じもと保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.28 ○

197 宮城県 仙台市若
林区

ほしぞら保育園 仙
台六丁の目

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.29 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
198 宮城県 仙台市太

白区
ラフールキッズ保育
園　仙台

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.8.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

199 宮城県 仙台市太
白区

はやて保育園　長
町八本松

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.31 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

200 宮城県 仙台市宮
城野区

小田原ことりのゆめ
保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.4 ○

201 宮城県 仙台市青
葉区

みんなのみらい仙
台赤坂園

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.9.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

202 宮城県 仙台市宮
城野区

いぶき保育園宮城
野

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.9.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

203 宮城県 仙台市青
葉区

都市型保育園ポポ
ラー仙台北四番丁
園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.9.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

204 宮城県 仙台市青
葉区

宮城県立こども病
院まほうのもり保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.13 ○

205 宮城県 仙台市青
葉区

セブンなないろ保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.20 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

206 宮城県 仙台市宮
城野区

きゃんばすmini陸前
高砂保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.26 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

207 宮城県 仙台市若
林区

仙台市中央卸売市
場あしぐろ保育園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.9.27 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
208 宮城県 仙台市太

白区
もりのなかま保育園
長町園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.23 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
209 宮城県 仙台市泉

区
もりのなかま保育園
泉中央園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.24 ○

210 宮城県 仙台市宮
城野区

木ノ幹保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.10.4 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

211 宮城県 仙台市青
葉区

東北大学星の子保
育園

なし H30.10.5 ○

212 宮城県 仙台市青
葉区

すこやかn@保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.11 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
213 宮城県 仙台市泉

区
エンジェルハウス
西中山園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.12.12 ○

・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
214 宮城県 仙台市青

葉区
ポピンズナーサリー
スクール仙台　すみ
せいキッズ

なし H30.12.19 ○

215 宮城県 仙台市宮
城野区

仙台オープン病院
内保育園

・嘱託医との契約を締結すること H31.1.22 ○

・検査用保存食材を保存すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

216 宮城県 仙台市泉
区

にゃんにゃんキッズ
保育園

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

217 宮城県 仙台市太
白区

あすと長町愛の杜
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.2.6 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
218 宮城県 石巻市 湊水産・結のいえ保

育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.19 ○

219 宮城県 石巻市 石巻ロイヤル病院
保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.5 ○

220 宮城県 石巻市 すまーとキッズガー
デン

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.21 ○

221 宮城県 気仙沼市 しゅんぽうえんの保
育所

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.27 ○

222 宮城県 白石市 リズムキッズ ・嘱託医との契約を締結すること H30.7.4 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

223 宮城県 名取市 イオンゆめみらい保
育園名取

・児童票を整備すること H30.7.10 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
224 宮城県 名取市 さふらんキッズ ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.6 ○
225 宮城県 名取市 もりのなかま保育園

名取増田園
なし H30.10.23 ○

226 宮城県 角田市 あすなろの木保育 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.4 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

227 宮城県 多賀城市 せいがん保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.11 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

228 宮城県 多賀城市 六丁目農園ほいく
えん

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
229 宮城県 岩沼市 ひよこのもり ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.3 ○

・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

230 宮城県 登米市 みんなの家あゆむ なし H30.7.19 ○
231 宮城県 東松島市 緑ヶ丘ひかり保育 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.20 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

232 宮城県 大崎市 ニチイキッズ古川え
きまえ保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.20 ○

233 宮城県 大崎市 リベラ保育園 なし H30.9.21 ○
234 宮城県 黒川郡富

谷町
kinderbaum ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.18 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・幼児用トイレを適切に整備すること

235 宮城県 宮城郡利
府町

もりのキッズ園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.8.1 ○

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

236 宮城県 宮城郡利
府町

利府の丘キッズ園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.28 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

237 宮城県 黒川郡大
和町

ゆぅゆぅ保育園みや
ぎ

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.26 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
238 秋田県 秋田市 あさひかわベビー ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.19 ○

・嘱託医との契約を締結すること
239 秋田県 秋田市 ニチイキッズ秋田は

すぬま保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.20 ○

240 秋田県 秋田市 ゆめの樹保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.7.31 ○
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

241 秋田県 秋田市 さんのうベビー園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.1 ○
242 秋田県 秋田市 ぽっぽランドこまち なし H30.10.23 ○
243 秋田県 秋田市 秋田第二オランジェ

リー
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.14 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

244 秋田県 横手市 みんなのみらいよこ
て卸町園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.8 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
245 秋田県 大館市 Kids　terrace　at

seiju
なし H30.7.13 ○

246 秋田県 大館市 元気ひろば保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.20 ○
247 秋田県 潟上市 みんなのみらいメル

シティ潟上園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

248 秋田県 大仙市 なごみ保育園 なし H30.8.7 指摘なし
249 秋田県 雄勝郡羽

後町
KAGARIBI KIDZ ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.12.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

250 山形県 山形市 保育所ちびっこラン
ド北園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.21 ○

251 山形県 山形市 七日町まちなか保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.22 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
252 山形県 山形市 ニチイキッズ山形わ

かば保育園
なし H30.6.27 指摘なし

253 山形県 山形市 穂積たからもの保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.3 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

254 山形県 山形市 院内保育所　和い
和いキッズガーデン

なし H30.8.29 指摘なし

255 山形県 山形市 保育所ちびっこラン
ドみはらし園１号館

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.26 ○

256 山形県 山形市 山形大学小白川
キャンパス保育所
つぼみ

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.19 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

257 山形県 米沢市 にこにこ保育所 なし H30.6.7 指摘なし
258 山形県 米沢市 キッズピーパル ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

259 山形県 鶴岡市 やまのこ保育園
home

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.4 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
260 山形県 鶴岡市 やまのこ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.18 ○
261 山形県 酒田市 ニチイキッズ酒田に

いだ保育園
なし H30.6.15 指摘なし

262 山形県 新庄市 こらっせ保育園 なし H30.9.12 ○
263 山形県 新庄市 ふくだのやま　あじ

さい保育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.12.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
264 山形県 寒河江市 花のたね保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.12.18 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

265 山形県 上山市 東和ほほえみ保育
園山形

なし H30.8.31 ○

266 山形県 天童市 まませるふ天童 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.3 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

267 山形県 天童市 TFキッズ保育園天 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.10.2 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること ○
・保育計画等を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

268 山形県 東根市 まませるふ　東根園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.8.28 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

269 山形県 南陽市 みんなのみらい南
陽園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.10 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

270 山形県 東田川郡
庄内町

米の娘保育園 なし H30.12.19 ○

271 福島県 福島市 ニチイキッズ福島い
ずみ保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.5 ○

272 福島県 福島市 とうほう・みんなの
キッズらんど福島・
ノース棟

なし H30.7.6 指摘なし

273 福島県 福島市 エンゼル保育所 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.8.7 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

274 福島県 福島市 みらい・ゆめ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.8.8 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

275 福島県 会津若松
市

リオン・ドール保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.6 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

276 福島県 郡山市 南東北こども学園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.19 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

277 福島県 郡山市 アルカナーサリーハ
ウス

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
278 福島県 郡山市 キッズ東都学園保

育所
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.22 ○

279 福島県 郡山市 FSG保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.7.12 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

280 福島県 郡山市 キッズルーム　ひば ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.7.13 ○
281 福島県 郡山市 ニチイキッズ郡山と

みた保育園
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.20 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
282 福島県 郡山市 待池台あおぞら保

育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.7.25 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

283 福島県 郡山市 まるみつ☆ひかり
保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.16 ○

284 福島県 郡山市 企業主導型福島医
療専門学校付属な
みきッズ保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.17 ○

285 福島県 いわき市 イオンゆめみらい保
育園 いわき小名浜

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.12 ○

286 福島県 いわき市 マルトくぼた保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.21 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

287 福島県 相馬市 I☆KIDSそうま（あい
きっずそうま）

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.15 ○

288 福島県 伊達市 ファミーユ保育所 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.6.12 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

289 福島県 西白河郡
西郷村

オリンパスキッズ
ガーデン白河

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.18 ○

290 茨城県 水戸市 ニチイキッズニッセ
イみらい水戸保育
園

なし H30.6.12 指摘なし

291 茨城県 水戸市 ぼんぼん保育園 なし H30.6.15 指摘なし
292 茨城県 水戸市 大場内科さくら保育

園
なし H30.9.5 ○

293 茨城県 水戸市 クオリティ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.19 ○
・保育計画等を適切に整備すること

294 茨城県 水戸市 イオンゆめみらい保
育園水戸内原

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.11 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
295 茨城県 水戸市 柏の木　備前町保

育園
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.10.5 ○

296 茨城県 土浦市 ニチイキッズ土浦さ
くら保育園

なし H30.7.26 ○

297 茨城県 土浦市 あおば台保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.2 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

298 茨城県 土浦市 Milky Way
International
Nursery Center土
浦校

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.2 ○

299 茨城県 土浦市 かすみ保育園 なし H30.8.3 ○
300 茨城県 土浦市 どんぐり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.6 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
301 茨城県 古河市 トントンキッズ・こが なし H30.10.2 ○
302 茨城県 結城市 あいわ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.7.24 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

303 茨城県 龍ケ崎市 ひなたkids ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.8 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

304 茨城県 龍ケ崎市 八峰会　保育園　さ
くらキッズ

・嘱託医との契約を締結すること H31.1.29 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
305 茨城県 常総市 そらまい保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.24 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

306 茨城県 北茨城市 あかねミライ園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.22 ○
307 茨城県 取手市 かがやき保育園とり

で
なし H30.11.20 ○

308 茨城県 牛久市 かがやき保育園うし なし H30.8.22 ○
309 茨城県 牛久市 笑福キッズ なし H30.8.23 ○
310 茨城県 つくば市 カリーノバンビーニ ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.5 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

311 茨城県 つくば市 ラ・フェリーチェ保育
園うさぎ組

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.10 ○

・検査用保存食材を保存すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

312 茨城県 つくば市 学園の森保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.7 ○
・検査用保存食材を保存すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

313 茨城県 つくば市 ウエルキッズつくば なし H30.8.21 ○
314 茨城県 つくば市 かがやき保育園つ

くば
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.21 ○

315 茨城県 つくば市 キッズアシタバ保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.22 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
316 茨城県 つくば市 コスモスハウス ・嘱託医との契約を締結すること H30.11.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

317 茨城県 ひたちな
か市

はたらくママ保育園
ぴよぴよ

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.31 ○

318 茨城県 ひたちな
か市

心羽ナーサリー高
場

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.3 ○

319 茨城県 ひたちな
か市

託児所　こどもの庭 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.16 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
320 茨城県 那珂市 いくり保育園 なし H30.8.10 ○
321 茨城県 筑西市 コモドポリチーノ ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.7.25 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

322 茨城県 稲敷市 のんのん なし H30.9.21 ○
323 茨城県 神栖市 みつはこどもえん ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.9.11 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

324 茨城県 行方市 玉造さくら保育園 なし H30.9.12 ○
325 茨城県 行方市 やきいも保育園 ・児童票を整備すること H31.1.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

326 茨城県 つくばみら
い市

ひなた保育園つくば
みらい

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.8 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
327 茨城県 つくばみら

い市
さくら保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.13 ○

・検査用保存食材を保存すること
328 茨城県 つくばみら

い市
アイグランつくばみ
らい保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.10 ○

329 茨城県 小美玉市 県央の杜保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.30 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

330 栃木県 宇都宮市 シグナリオキッズ なし H30.7.24 ○
331 栃木県 宇都宮市 りすの森保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.3 ○
332 栃木県 宇都宮市 ニチイキッズ星が丘

通り保育園
なし H30.8.15 ○

333 栃木県 宇都宮市 すまいるキッズ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.26 ○
334 栃木県 宇都宮市 すくすくがーでん なし H30.10.10 指摘なし
335 栃木県 宇都宮市 ばなな保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.10.26 ○

・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

336 栃木県 栃木市 ちびっこハウスすく
すくとちぎ

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.10.10 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
337 栃木県 佐野市 あそぬま城くるみ保

育園
なし H30.8.10 指摘なし

338 栃木県 佐野市 terho ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.26 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

339 栃木県 鹿沼市 とこしえ保育園 なし H30.7.24 指摘なし
340 栃木県 鹿沼市 保育園すまいるくり

えいと２
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.23 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
341 栃木県 日光市 みらいのき ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.31 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
342 栃木県 小山市 ニチイキッズおやま

東城南保育園
なし H30.7.18 ○

343 栃木県 小山市 たんぽぽ保育所 なし H30.8.17 ○
344 栃木県 矢板市 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.10.31 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・適切な献立を整備すること
・嘱託医との契約を締結すること

345 栃木県 河内郡上
三川町

しらさぎ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

346 栃木県 塩谷郡高
根沢町

てくてくきっず保育
園

なし H30.11.1 ○

347 群馬県 前橋市 事業所内保育所こ
うふく園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.8 ○

348 群馬県 前橋市 事業所内託児所コ
フレ（Coffret）

なし H30.7.10 指摘なし

349 群馬県 前橋市 ニチイキッズ新前橋
駅前保育園

なし H30.7.18 ○

350 群馬県 前橋市 まいにちほいくえん ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.9.27 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

351 群馬県 前橋市 敷島さくらこども園 なし H30.10.16 指摘なし
352 群馬県 前橋市 虹の子保育園 なし H30.10.17 指摘なし
353 群馬県 前橋市 保育ルーム　ゆうび

園
・保育計画等を適切に整備すること H31.1.24 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

354 群馬県 前橋市 小さい森の保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H31.1.25 ○
355 群馬県 前橋市 Kids Park 保育園 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切

に実施すること
H31.2.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

356 群馬県 高崎市 ミシェル　インターナ
ショナルスクール
ワールドキンダー国
際幼児園　保育部

・嘱託医との契約を締結すること H30.10.11 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
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357 群馬県 高崎市 まいにちほいくえん
たかさき

なし H30.12.27 ○

358 群馬県 高崎市 こすもの保育園”ヘ
ルシー・スタート”

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.18 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
359 群馬県 高崎市 アムールほいくえん ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
360 群馬県 高崎市 みらい ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.5 ○
361 群馬県 高崎市 い～ねくらぶ ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.2.6 ○
362 群馬県 桐生市 ラブ&ローズ ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.31 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

363 群馬県 太田市 ささら子保育園 なし H30.10.17 ○
364 群馬県 沼田市 社会福祉法人 久仁

会 ひだまり保育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.7.11 ○

365 群馬県 安中市 たんぽぽ保育園 なし H30.7.10 ○
366 群馬県 利根郡昭

和村
ビオエナジー株式
会社　託児所

なし H30.10.16 ○

367 群馬県 佐波郡玉
村町

タマムラデリカ　キッ
ズルーム　FACE

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.6 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
368 埼玉県 さいたま

市北区
りとるうぃず日進保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.23 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

369 埼玉県 さいたま
市桜区

中島保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.5.23 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
370 埼玉県 さいたま

市岩槻区
ラビット保育園 なし H30.5.23 ○

371 埼玉県 さいたま
市見沼区

パピーキッズ ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.24 ○

372 埼玉県 さいたま
市桜区

保育園いつもいっ
しょ

なし H30.6.5 ○

373 埼玉県 さいたま
市南区

ハッピーマーチ保育
園うらわ

なし H30.7.12 ○

374 埼玉県 さいたま
市南区

彩の調こども園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.18 ○

375 埼玉県 さいたま
市浦和区

La Ohana浦和駅前
園

なし H30.7.20 ○

376 埼玉県 さいたま
市桜区

特別養護老人ホー
ム　夢眠さくら附属
むうみんさくら保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
377 埼玉県 さいたま

市大宮区
ひだまり保育園　大
宮

なし H30.9.28 ○

378 埼玉県 さいたま
市大宮区

コクーン保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.16 ○

379 埼玉県 さいたま
市桜区

もりなか保育園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.10.17 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

380 埼玉県 さいたま
市西区

ねがいのいえ保育
園

なし H30.10.24 ○

381 埼玉県 さいたま
市西区

さくらナースリー ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.10.25 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

382 埼玉県 さいたま
市大宮区

ニチイキッズおおみ
や保育園

なし H30.12.4 ○

383 埼玉県 さいたま
市大宮区

はぐはあと ひまわ
り保育園　クロー
バー

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.26 ○

384 埼玉県 川越市 BMLさくらんぼ保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.3 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
385 埼玉県 川越市 蔵の町・川越保育 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H31.2.1 ○
386 埼玉県 川越市 ここしあ保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H31.2.15 ○

・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
387 埼玉県 川口市 りとるうぃず川口西

口保育園
なし H30.5.25 ○

388 埼玉県 川口市 リトルビーンズ末広 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.5 ○
389 埼玉県 川口市 はーと保育園 なし H30.6.7 ○
390 埼玉県 川口市 かばさん保育園

東川口園
・保育計画等を適切に整備すること H30.8.31 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

15



文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

391 埼玉県 川口市 ぴゅあきっず上青 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.16 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

392 埼玉県 川口市 ルアーチェ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.30 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

393 埼玉県 所沢市 オレンジタウン保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.28 ○

394 埼玉県 所沢市 めいゆう保育所 なし H30.10.18 指摘なし
395 埼玉県 所沢市 ニチイキッズところ

ざわ保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.19 ○

396 埼玉県 所沢市 社会医療法人至仁
会　ちびっこランド
Ⅱ

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.11 ○

・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

397 埼玉県 所沢市 社会医療法人至仁
会　ちびっこランド
みどり

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.18 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

398 埼玉県 所沢市 西武グループ企業
主導型保育園えみ
きっず

なし H31.2.5 ○

399 埼玉県 加須市 加須学園の森保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.31 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

400 埼玉県 加須市 ラビット保育園加須
豊野台

なし H31.2.6 ○

401 埼玉県 加須市 ぶなの木保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.15 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

402 埼玉県 東松山市 もれあ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.2.13 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと

403 埼玉県 春日部市 ゆかり保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.5.24 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

404 埼玉県 春日部市 孝楽園ちろりん村
保育所

・嘱託医との契約を締結すること H30.5.24 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

405 埼玉県 春日部市 おかだわんぱくの
森保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.31 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・嘱託医との契約を締結すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

406 埼玉県 春日部市 かがやき保育所 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.29 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

407 埼玉県 狭山市 ひまわり保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.23 ○
408 埼玉県 狭山市 さやま保育園ふじ なし H30.5.25 ○
409 埼玉県 狭山市 石心会さやま第2保

育室
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.7 ○

410 埼玉県 狭山市 キッズランド狭山 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.11 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

411 埼玉県 狭山市 ハッピーマーチ保育
園　さやま

・嘱託医との契約を締結すること H31.2.13 ○

412 埼玉県 羽生市 あけぼの保育園 なし H31.1.25 ○
413 埼玉県 鴻巣市 シード保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.2.1 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

414 埼玉県 上尾市 つつじが丘ナーサ
リー

なし H30.5.25 ○

415 埼玉県 上尾市 ふきのさと　くじら
ルーム

・嘱託医との契約を締結すること H30.10.30 ○

・児童票を整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

416 埼玉県 草加市 ドンキッズ草加 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.25 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
417 埼玉県 草加市 かばさん保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.25 ○
418 埼玉県 草加市 草加クローバー保

育園
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.27 ○

419 埼玉県 越谷市 菅原病院保育所 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.23 ○
420 埼玉県 越谷市 医療法人桂名会す

くすく保育室
なし H30.5.25 ○

421 埼玉県 越谷市 イングリッシュガー
デン保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.29 ○

422 埼玉県 越谷市 憩いの里　託児室 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.8 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

423 埼玉県 戸田市 戸田駅前すくすく保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.3 ○

・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

424 埼玉県 戸田市 はーとぱーく保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.16 ○
425 埼玉県 入間市 永仁会保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
426 埼玉県 入間市 きぱふるいるま ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H31.2.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

427 埼玉県 朝霞市 TMGあさか医療セ
ンター附属たまご第
１保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.30 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

428 埼玉県 和光市 わいわいがーでん なし H30.12.20 指摘なし
429 埼玉県 八潮市 ツルガソネ保育所 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.20 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
430 埼玉県 富士見市 こぶしの里・富士見

保育所
なし H30.10.16 ○

431 埼玉県 三郷市 ひまわり保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.25 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

432 埼玉県 三郷市 あいえすキッズ ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H31.2.19 ○
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること

433 埼玉県 吉川市 リトルベアー保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.7.10 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童票を整備すること

434 埼玉県 ふじみ野
市

上野台ナーシング
ホーム保育所

なし H30.5.25 ○

435 埼玉県 ふじみ野
市

ニチイキッズソヨカ
ふじみ野保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.29 ○

436 埼玉県 北足立郡
伊奈町

しろがね小室保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

437 埼玉県 比企郡滑
川町

かめめ保育園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.8.2 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・適切な献立を整備すること

438 埼玉県 比企郡嵐
山町

アサヒキッズランド
嵐山花見台保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.3 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

439 埼玉県 秩父郡小
鹿野町

こかの保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H31.1.25 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

440 千葉県 千葉市中
央区

千葉診クローバー
保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.5.29 ○

441 千葉県 千葉市稲
毛区

事業所内保育所
ぱすてる

なし H30.5.29 ○

442 千葉県 千葉市稲
毛区

ナーサリーホームフ
レスポ稲毛

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.5.29 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

443 千葉県 千葉市中
央区

さつき保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.6.6 ○

・適切な献立を整備すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

444 千葉県 千葉市稲
毛区

ぬくもりのおうちマ
マサポート保育　か
しわ台園

なし H30.10.24 ○

445 千葉県 千葉市稲
毛区

とどろき一倫荘事業
所内保育所はぴね
す

なし H30.11.9 ○

446 千葉県 千葉市中
央区

アベニールガーデ
ン　蘇我

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.28 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
447 千葉県 千葉市中

央区
ひまわり保育園・ち
ば

なし H30.12.12 指摘なし

448 千葉県 千葉市中
央区

ぽっぽランドちば なし H31.1.17 ○

449 千葉県 千葉市花
見川区

くじら保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H31.2.5 ○

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

450 千葉県 市川市 保育ルームすまい
る　市川行徳駅前
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.5.29 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
451 千葉県 市川市 らいおんハート保育

園
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.29 ○

452 千葉県 市川市 いちかわ保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.29 ○
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

453 千葉県 市川市 そらのこどもたち ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.29 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

454 千葉県 市川市 クリエイト保育園市 ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.8 ○
455 千葉県 市川市 にじいろおうちえん ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.19 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
456 千葉県 市川市 コンパス幼保園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

457 千葉県 市川市 きぱふる市川 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.2.6 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・適切な献立を整備すること

458 千葉県 船橋市 すこやか保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.5.29 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

459 千葉県 船橋市 キッズルーム森のく
まさん

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.5.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

460 千葉県 船橋市 ナーサリーホーム
船橋

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.1 ○

461 千葉県 船橋市 グリーンベアベイサ
イド船橋夏見校

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.12.3 ○
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462 千葉県 船橋市 りりぱっと幼保園 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H31.1.8 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること

463 千葉県 船橋市 船整あおぞら保育 ・嘱託医との契約を締結すること H31.2.1 ○
464 千葉県 館山市 医療法人社団寿会

ニコニコ保育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.5.30 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

465 千葉県 木更津市 クマノミ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.8 ○
466 千葉県 松戸市 千葉ウェックス託児

所
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.5.31 ○

467 千葉県 松戸市 ゆうかり保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H31.2.8 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

468 千葉県 松戸市 みくに保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.20 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

469 千葉県 野田市 新日本ウエックス野
田託児所

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.30 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

470 千葉県 野田市 コビープリスクール
さくらのさとテラス

なし H30.11.13 指摘なし

471 千葉県 野田市 キッズルーム　のだ ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.14 ○
472 千葉県 茂原市 たけのこ保育園 なし H30.5.31 指摘なし
473 千葉県 成田市 美容室クラフト　成

田店
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.5.30 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
474 千葉県 成田市 シタカタ保育所 ・幼児用トイレを適切に整備すること H30.9.26 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

475 千葉県 成田市 久住にこにこ保育 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.6 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

476 千葉県 成田市 NAA保育ルームた
んぽぽ

なし H30.12.14 ○

477 千葉県 成田市 なりた空の保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.26 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

478 千葉県 佐倉市 こころキッズ　ワタ
キュ－佐倉ル－ム

なし H30.9.11 ○

479 千葉県 東金市 白ゆり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.12 ○
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

480 千葉県 東金市 まちの保育所　いく
りん

なし H30.11.5 ○

481 千葉県 東金市 まちの保育所　杢 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.5 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

482 千葉県 旭市 まいすたあ保育所 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.16 ○
483 千葉県 柏市 ふくしあ保育園　柏 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.12 ○
484 千葉県 柏市 株式会社新上事業

所内保育所ぽぽら
す

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

485 千葉県 柏市 りとるうぃず南柏保
育園

なし H30.7.24 ○

486 千葉県 柏市 柏みどり保育室み
どりの木

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.5 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
487 千葉県 柏市 あちーぶ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.19 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

488 千葉県 柏市 豊四季みんなの保
育園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.28 ○
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・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
489 千葉県 柏市 モラージュこばと保

育園
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.12.14 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
490 千葉県 柏市 保育ルームフェリー

チェ柏Ⅱ園
・検査用保存食材を保存すること H31.1.22 ○

491 千葉県 柏市 ひまわり保育園・か
しわ

なし H31.2.7 ○

492 千葉県 柏市 保育ルーム　ひま
わり

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.20 ○

493 千葉県 市原市 保育園めろでぃ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.13 ○
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育計画等を適切に整備すること

494 千葉県 市原市 よつば保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.10 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

495 千葉県 市原市 まごころ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.26 ○
496 千葉県 市原市 にいほり保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.9 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
497 千葉県 市原市 ごいっこ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.18 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

498 千葉県 流山市 おひさま保育園 なし H30.7.11 指摘なし
499 千葉県 流山市 子育て保育園ぽっ

ぽ園
・嘱託医との契約を締結すること H30.9.6 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
500 千葉県 流山市 おおたかの森プライ

ムスクール
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.3 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

501 千葉県 流山市 ながれやまmori保
育所

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.22 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
502 千葉県 流山市 アドバンスキッズ流

山おおたかの森
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

503 千葉県 八千代市 スケッチこどもえん なし H30.6.8 指摘なし
504 千葉県 八千代市 ドンキッズ八千代 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.31 ○
505 千葉県 八千代市 ちぐさリトルランド ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.8.16 ○
506 千葉県 八千代市 どれみ保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.6 ○
507 千葉県 八千代市 てぃだまちキッズ八

千代高津
・保育計画等を適切に整備すること H30.11.29 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
508 千葉県 八千代市 フェニックスキッズ

勝田台
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
509 千葉県 我孫子市 羽くくむ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H31.2.13 ○
510 千葉県 鴨川市 企業主導型保育所

OURS baby
・保育計画等を適切に整備すること H31.1.16 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
511 千葉県 鎌ケ谷市 DUCKナーサリー ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.14 ○
512 千葉県 鎌ケ谷市 新鎌ヶ谷のぞみ園 ・検査用保存食材を保存すること H30.11.8 ○
513 千葉県 鎌ケ谷市 ニチイキッズ新鎌ケ

谷保育園
なし H30.11.29 指摘なし

514 千葉県 君津市 かずさみどりのもり
保育園

なし H30.10.30 指摘なし

515 千葉県 浦安市 うらやすはっぴーフ
ラワー保育所

・嘱託医との契約を締結すること H30.5.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
516 千葉県 浦安市 順天堂大学医学部

附属浦安病院院内
保育所「たんぽぽ」

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.1 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
517 千葉県 四街道市 下志津病院こじか

保育園
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.7.5 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童票を整備すること

518 千葉県 四街道市 きわみ保育園 ・児童票を整備すること H30.10.16 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

519 千葉県 印西市 美容室クラフト　千
葉ニュータウン店

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.6 ○

520 千葉県 印西市 RWI事業所内保育
園カドル

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.14 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
521 千葉県 白井市 どんぐり保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.24 ○
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522 千葉県 大網白里
市

きららの星nursery ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.20 ○

・児童票を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

523 東京都 千代田区 ポピンズナーサリー
スクール大手町

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.28 ○

524 東京都 千代田区 パソナファミリー保
育園

なし H30.10.12 指摘なし

525 東京都 千代田区 ニチイキッズちよだ
水道橋保育園

なし H30.10.16 指摘なし

526 東京都 千代田区 ワイナKids秋葉原
保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.10.17 ○

527 東京都 千代田区 神田ミレーネ保育 なし H30.10.18 指摘なし
528 東京都 千代田区 Delight保育園 なし H30.10.19 ○
529 東京都 千代田区 ヒュッテ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.16 ○
530 東京都 千代田区 かけはし保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H31.1.16 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
531 東京都 千代田区 コトフィス新国際ビ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.8 ○
532 東京都 千代田区 マッシュの森保育園 ・調理室等を適切に整備すること H31.1.17 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

533 東京都 千代田区 ワイナKids大手町
保育園

なし H31.1.22 ○

534 東京都 千代田区 企業主導型保育施
設コトフィス山王
パークタワー

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H31.2.7 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
535 東京都 中央区 スプリング保育所 なし H30.7.24 ○
536 東京都 中央区 コトナキッズ保育園 ・幼児用トイレを適切に整備すること H30.8.14 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

537 東京都 中央区 MIRAI terrace ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H31.1.9 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

538 東京都 中央区 はぐみっく保育園
八丁堀園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.2.14 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

539 東京都 港区 WithKids なし H30.5.25 指摘なし
540 東京都 港区 ゆーぐりん保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.6.14 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
541 東京都 港区 COMO　EN　CASA

青山キッズクラブ
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.18 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
542 東京都 港区 KIDSLAND西麻布 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.18 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

543 東京都 港区 ちゃいるど・はっ
ぴっぴ！白金高輪

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H30.8.16 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

544 東京都 港区 のぱるキッズ東麻 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.30 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

545 東京都 港区 フェニックスキッズ
西麻布

なし H30.11.14 ○

546 東京都 港区 キッズスクウェア赤
坂見附

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.28 ○

547 東京都 港区 FR虎ノ門保育園 なし H30.12.3 指摘なし
548 東京都 港区 ひかるほし保育園 なし H31.1.16 ○
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549 東京都 港区 はなさかす保育園 なし H31.1.24 ○
550 東京都 新宿区 みどりの保育園 なし H30.5.8 指摘なし
551 東京都 新宿区 フロンティアキッズ

市ヶ谷
・保育計画等を適切に整備すること H30.6.19 ○

・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・検食簿を保管すること

552 東京都 新宿区 牛込保育園ラパン ・嘱託医との契約を締結すること H30.6.19 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

553 東京都 新宿区 ZERO Nursery ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.20 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

554 東京都 新宿区 ＳＯＭＰＯ　ＫＩＤＳ
ＰＡＲＫ（そんぽきっ
ずぱーく）

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.10.5 ○

555 東京都 新宿区 フロンティアキッズ
加賀町

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.11.27 ○

556 東京都 新宿区 繭の糸 神楽坂保育
園

なし H30.11.6 指摘なし

557 東京都 新宿区 ニチイキッズニッセ
イみらい市ケ谷保
育園

なし H30.11.29 ○

558 東京都 新宿区 東新宿安心つぼみ
保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.29 ○

・検査用保存食材を保存すること
559 東京都 文京区 繭の糸こども園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.11 ○
560 東京都 文京区 クリエイト保育園本 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.2 ○
561 東京都 文京区 ポピンズナーサリー

スクール東大本郷
さくら

なし H30.11.14 指摘なし

562 東京都 文京区 繭の糸ひよこ保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.20 ○
563 東京都 文京区 めばえ保育ルーム

春日
なし H30.12.26 ○

564 東京都 台東区 わくわく宝船保育園
御徒町

なし H30.5.8 ○

565 東京都 台東区 わくわく宝船保育園
御徒町第２

・検査用保存食材を保存すること H30.6.15 ○

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

566 東京都 台東区 ベベ・ア・パリ保育
園新御徒町

なし H30.7.10 ○

567 東京都 台東区 わんわん保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.7.24 ○
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

568 東京都 台東区 保育園めでぃぷる
北上野

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.17 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

569 東京都 墨田区 プチリック菊川園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.13 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

570 東京都 墨田区 パンダ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.11 ○
571 東京都 墨田区 フェニックスキッズ

本所
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.2.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

572 東京都 江東区 ケイ・インターナショ
ナルプリスクール

なし H30.5.9 ○

573 東京都 江東区 チューリップ保育園
千石

なし H30.6.19 ○

574 東京都 江東区 めばえ保育ルーム
亀戸

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.28 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

575 東京都 江東区 チューリップ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.31 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

576 東京都 江東区 福山みどり保育園 なし H30.9.19 ○
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577 東京都 江東区 SGH　kids　Garden ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.12 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

578 東京都 江東区 わくわくbase亀戸 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.20 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

579 東京都 江東区 ルンルンルーム ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.23 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

580 東京都 江東区 もりのもりのなかま
保育園　東砂ひよこ
園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.11.27 ○

581 東京都 江東区 潮見プライムスクー
ル

なし H30.12.27 ○

582 東京都 江東区 チューリップ保育園
亀戸

なし H31.1.11 ○

583 東京都 品川区 kidsroom にっしー
西品川園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.2 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
584 東京都 品川区 けめともの家・キッ

ズ 西大井
・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.10.19 ○

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

585 東京都 品川区 ともともらんど ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.15 ○
586 東京都 品川区 ニチイキッズ目黒駅

前保育園
なし H30.12.4 指摘なし

587 東京都 品川区 Ange Garden
Nursery & School
荏原園

なし H30.12.26 ○

588 東京都 品川区 ぽっぽランド　おお
さき

・児童票を整備すること H31.1.16 ○

589 東京都 品川区 保育所ちびっこラン
ド大井町駅前園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.11 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
590 東京都 品川区 KBCほいくえん大井

町
なし H31.1.23 ○

591 東京都 品川区 はぐみっく保育園
五反田園

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H31.2.8 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

592 東京都 目黒区 緑が丘エキナカ保
育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.9 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
593 東京都 目黒区 アロハエンジェル

ナーサリー中目黒
園

なし H30.7.18 ○

594 東京都 目黒区 みんなのほいくえん
at めぐろ

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.3 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
595 東京都 目黒区 保育ルームすまい

る　目黒　自由が丘
園

なし H30.11.27 ○

596 東京都 目黒区 中目黒保育セン ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.19 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

597 東京都 目黒区 ニチイキッズ恵比寿
保育園

なし H30.11.28 ○

598 東京都 目黒区 Ange Garden
Nursery & School
目黒本町園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.29 ○

599 東京都 目黒区 保育ルームフェリー
チェ目黒園

なし H31.2.7 ○

600 東京都 目黒区 KBCほいくえん　祐
天寺

なし H31.2.13 ○

601 東京都 大田区 平和島サニー保育 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.5.9 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

602 東京都 大田区 シルス西糀谷保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.21 ○
・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
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603 東京都 大田区 たんぽぽのこども保
育園

・検査用保存食材を保存すること H30.7.6 ○

604 東京都 大田区 東矢口 きぼうのい
ずみ保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.13 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

605 東京都 大田区 セブンなないろ保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.31 ○

606 東京都 大田区 パピエ・ミミ ・嘱託医との契約を締結すること H30.9.4 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

607 東京都 大田区 暖家きっず ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.10.24 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

608 東京都 大田区 ユニバース・ナーサ
リー蒲田

・嘱託医との契約を締結すること H30.11.19 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

609 東京都 大田区 ディルーカ　イン
ターナショナルス
クール

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.29 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

610 東京都 大田区 ニチイキッズ雪が谷
大塚駅前保育園

・児童票を整備すること H30.12.14 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
611 東京都 大田区 ぶらんでぃあ保育 なし H30.12.19 ○
612 東京都 大田区 はなひらく保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.26 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

613 東京都 大田区 ‘OHANAほいくえん
はねだ

なし H31.1.8 指摘なし

614 東京都 大田区 ぶ～ぶキッズまご ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H31.1.23 ○
615 東京都 大田区 おれんじ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H31.2.1 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
616 東京都 大田区 てらおか保育園 なし H31.2.1 ○
617 東京都 大田区 カメリアキッズ　蒲

田園
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.2.6 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
618 東京都 大田区 にじのき保育園か

また
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.22 ○

619 東京都 世田谷区 楽天ゴールデンキッ
ズ

なし H30.5.10 指摘なし

620 東京都 世田谷区 アロハエンジェル
ナーサリー世田谷
若林園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.19 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
621 東京都 世田谷区 カメリアキッズ　経

堂２号園
なし H30.6.12 ○

622 東京都 世田谷区 ニコニコ北沢保育 ・検査用保存食材を保存すること H30.6.19 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

623 東京都 世田谷区 Brighton Nursery
下高井戸

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.18 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

624 東京都 世田谷区 保育園めでぃぷる
用賀

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
625 東京都 世田谷区 ベビーズリング　世

田谷経堂ルーム
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.28 ○

626 東京都 世田谷区 こどもの杜  下高井
戸駅前保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.27 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

627 東京都 世田谷区 オークキッズ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.28 ○
・児童票を整備すること

628 東京都 世田谷区 まなびばインターナ
ショナルスクール

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.16 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

629 東京都 世田谷区 カメリアキッズ　経
堂園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.19 ○

・検査用保存食材を保存すること
630 東京都 世田谷区 めばえ保育ルーム

千歳船橋
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

631 東京都 世田谷区 カメリアキッズ　豪
徳寺園

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.10.2 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
632 東京都 世田谷区 めばえ保育ルーム

芦花公園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

633 東京都 世田谷区 めばえ保育ルーム
用賀

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.19 ○

634 東京都 世田谷区 あおぞら保育園（東
京都）

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.28 ○

635 東京都 世田谷区 ココナッツ保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.12.3 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

636 東京都 世田谷区 えすこーと保育園
三軒茶屋

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
637 東京都 世田谷区 空と虹の家保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H31.2.14 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

638 東京都 渋谷区 やしのき保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.5 ○
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

639 東京都 渋谷区 こもれび保育園千
駄ヶ谷園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.6 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

640 東京都 渋谷区 ポピンズナーサリー
スクール恵比寿
ホップキッズ

なし H30.7.10 ○

641 東京都 渋谷区 カナリヤ保育室 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.28 ○
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

642 東京都 渋谷区 新宮前アマテラス
保育園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.8.28 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

643 東京都 渋谷区 マフィス北参道 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.4 ○
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ

644 東京都 中野区 アロハエンジェル
ナーサリー中野坂
上園

なし H30.6.6 ○

645 東京都 中野区 あかつき保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.10.23 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

646 東京都 中野区 保育ルームフェリー
チェ中野新橋園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.1.23 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
647 東京都 中野区 カメリアキッズ　東

中野園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.29 ○

648 東京都 杉並区 りとるうぃず阿佐ヶ
谷駅前保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.10 ○

649 東京都 杉並区 すぎこっこ保育園 なし H30.5.11 ○
650 東京都 杉並区 高円寺ミレーネ保

育園
なし H30.5.31 ○

651 東京都 杉並区 保育所くまこぐま ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.6 ○
652 東京都 杉並区 ツクイ杉並保育園 なし H30.6.21 指摘なし
653 東京都 杉並区 もしもしのほし高円

寺保育園
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.13 ○
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654 東京都 杉並区 アロハエンジェル
ナーサリー永福町
園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.11.5 ○

655 東京都 杉並区 ばにらびぃんず高
円寺

なし H30.11.28 ○

656 東京都 杉並区 カメリアキッズ　高
円寺園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
657 東京都 杉並区 保育ルームフェリー

チェ高円寺Ⅱ園
・保育計画等を適切に整備すること H31.2.1 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
658 東京都 豊島区 りとるうぃず大塚駅

前保育園
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.8 ○

659 東京都 豊島区 りとるうぃず巣鴨駅
前保育園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.5.11 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
660 東京都 豊島区 ＢｉｃＫｉｄｓ なし H30.5.11 指摘なし
661 東京都 豊島区 保育園シラスクニ北

池袋
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.6.19 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

662 東京都 豊島区 ぬくもりのおうちマ
マサポート保育大
塚園

なし H30.9.19 ○

663 東京都 豊島区 フェニックスキッズ
目白高田

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

664 東京都 豊島区 こどもの王国保育 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.29 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

665 東京都 豊島区 ぬくもりのおうちマ
マサポート保育 巣
鴨園

なし H31.2.13 指摘なし

666 東京都 北区 たいよう保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.6.22 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

667 東京都 北区 りとるうぃず赤羽志
茂保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.5 ○

668 東京都 北区 カメリアキッズ　田
端園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
669 東京都 板橋区 エキチカ保育園Ⅱ ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
670 東京都 板橋区 こもねん保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.15 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

671 東京都 板橋区 ぼくのひみつきち ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.22 ○
672 東京都 板橋区 たいよう第二保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.3 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

673 東京都 板橋区 KIDSLAND常盤台 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H30.8.27 ○
674 東京都 板橋区 保育ルームすまい

る　板橋　ときわ台
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.27 ○

675 東京都 板橋区 タイケンインターナ
ショナルこども園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.7 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
676 東京都 板橋区 フォレスタ志村三丁

目保育園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.14 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

677 東京都 板橋区 キッズ　ドリーム園
上板橋

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.27 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

678 東京都 板橋区 慈誠会上板橋エキ
チカ保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.2 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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679 東京都 板橋区 フェニックスキッズ
向原

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.4 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

680 東京都 板橋区 ココカラデザイン保
育園　ななつ葉園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.9 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
681 東京都 板橋区 キッズドリーム園中

板橋
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.11 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

682 東京都 板橋区 フェニックスキッズ
要町

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

683 東京都 板橋区 鎮守の森城山どん
ぐり保育園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H31.2.15 ○

684 東京都 練馬区 KIDSLAND石神井
台園

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.5.29 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

685 東京都 練馬区 リンリン保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.6.5 ○
・保育計画等を適切に整備すること

686 東京都 練馬区 いちご保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.2 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

687 東京都 練馬区 みちか練馬保育園 ・保育室等の面積を適切に確保すること H30.12.27 ○
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

688 東京都 練馬区 カメリアキッズ武蔵
関園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.30 ○

689 東京都 足立区 大高病院すくすく保
育所

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.5.11 ○

690 東京都 足立区 English　School　わ
くわく　竹の塚6丁目

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.5 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

691 東京都 足立区 くすのき保育園 ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.6.22 ○

692 東京都 足立区 りとるうぃず千住大
橋駅前保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.27 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
693 東京都 足立区 昭栄キッズステー

ション
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.27 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

694 東京都 足立区 Suginoko Nursery ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.4 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

695 東京都 足立区 プレイアイランド
ナーサリー

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.28 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

696 東京都 足立区 すばる保育園 なし H30.8.17 指摘なし
697 東京都 足立区 ドンキッズ梅島 ・幼児用トイレを適切に整備すること H30.9.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
698 東京都 足立区 すまいるオンパミー

ド西新井駅前保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.26 ○

・検査用保存食材を保存すること
699 東京都 足立区 りとるうぃず北綾瀬

保育園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.19 ○

700 東京都 足立区 わくわくキッズ ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.18 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

701 東京都 足立区 ニチイキッズあだち
梅島保育園

なし H30.12.19 指摘なし

702 東京都 足立区 トータス保育園 足
立区南花畑

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.26 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
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703 東京都 足立区 スマイル・オンパ
ミード　大師駅前保
育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
704 東京都 足立区 グローバルキッズ

南花畑園
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.25 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
705 東京都 足立区 ポピンズナーサリー

スクール北千住す
みせいキッズ

なし H31.2.5 ○

706 東京都 足立区 ﾅｰｻﾘｰdeｱﾝｼﾞｪ竹
の塚幼保園

なし H31.2.15 ○

707 東京都 葛飾区 ペンギン保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H31.1.9 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

708 東京都 葛飾区 キッズガーデンきら
きら星COSMOS

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.15 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

709 東京都 江戸川区 stellar education
garden葛西駅前保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.6 ○

・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

710 東京都 江戸川区 モリモリキッズ なし H30.6.8 ○
711 東京都 江戸川区 輝きベビー保育園

瑞江
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること

712 東京都 江戸川区 stellar education
garden瑞江保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.26 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること

713 東京都 江戸川区 西葛西きらきら保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.3 ○

714 東京都 江戸川区 リブウェル保育園平
井園

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.7.3 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

715 東京都 江戸川区 KIDS ONE小岩保育
園

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.7.12 ○

716 東京都 江戸川区 stellar education
garden東葛西保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.25 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

717 東京都 江戸川区 おれんじオハナ西
葛西保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.17 ○

718 東京都 江戸川区 ベビーランドひよこ ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.4 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

719 東京都 江戸川区 CocoSmileアリオ葛
西園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

720 東京都 江戸川区 ネピア　ソダテラス なし H31.1.16 ○
721 東京都 江戸川区 輝きベビー保育園

篠崎
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.29 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

722 東京都 江戸川区 First StepⅡ ・嘱託医との契約を締結すること H31.2.5 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

723 東京都 八王子市 保育室みなみ野 なし H30.7.26 ○
724 東京都 八王子市 ことのは保育園～

ユギムラ～
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.3 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
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・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

725 東京都 八王子市 キンダー・ベル幼保
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.30 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

726 東京都 八王子市 ことのは保育園～
玉南北野～

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.11.14 ○

727 東京都 八王子市 ぽかぽか保育園
コープ高倉

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.11 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

728 東京都 八王子市 あいあい保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.8 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

729 東京都 八王子市 企業主導型保育所
かいらくえん

なし H31.2.8 ○

730 東京都 立川市 手ぶら保育園まる
まーる

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

731 東京都 立川市 はぁと＆ぽけっと保
育園

・検査用保存食材を保存すること H30.7.13 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

732 東京都 立川市 みらいのたね保育 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.9.19 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

733 東京都 立川市 みらいのたね保育
園ふたば

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.9.19 ○

・保育所児童保育要録を整備すること
734 東京都 立川市 ゆめの木保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.6 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

735 東京都 立川市 わくわく宝船保育園
立川

なし H30.11.19 ○

736 東京都 立川市 森の子ナーサリー ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.20 ○
737 東京都 立川市 Fuji赤とんぼ保育園 なし H30.12.4 ○
738 東京都 立川市 キッズランド　ペガ

サス
・保育計画等を適切に整備すること H31.1.30 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

739 東京都 武蔵野市 こどもと幼児園 ・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H30.7.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

740 東京都 武蔵野市 さかいりんごの木保
育園

・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること H30.8.16 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
741 東京都 武蔵野市 fujimuraナーサリー ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.11.6 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

742 東京都 武蔵野市 ぴかぴか保育園吉
祥寺

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.4 ○

・検査用保存食材を保存すること
743 東京都 武蔵野市 ピノキオ幼児舎吉

祥寺アネックス
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.26 ○

744 東京都 武蔵野市 りとるうぃず吉祥寺
保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.1.29 ○

745 東京都 武蔵野市 ポピンズナーサリー
スクール武蔵野中
町すみせいキッズ

なし H31.1.31 ○

746 東京都 三鷹市 めばえ保育ルーム
三鷹台

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.13 ○

・児童票を整備すること
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・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
747 東京都 三鷹市 ふぁみりあ保育園 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H31.1.25 ○
748 東京都 青梅市 どろん子の森 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.2.7 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
749 東京都 府中市 府中さくら通り保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.3 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

750 東京都 府中市 カメリアキッズ　東
府中園

なし H31.1.9 ○

751 東京都 昭島市 わくわく宝船保育園
昭島店

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.28 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
752 東京都 昭島市 保育園アルペジオ

昭島中神町園
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.11.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

753 東京都 昭島市 スマイルキッズ昭和
の森

なし H31.2.13 ○

754 東京都 調布市 icon 調布駅前園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.7.5 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

755 東京都 調布市 icon 調布仙川園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.7.6 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

756 東京都 調布市 飯野おやこ保育園+
調布のまち

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.27 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること

757 東京都 調布市 アフラックあひるひ
だまり保育園

なし H31.1.29 ○

758 東京都 調布市 JAXAそらのこ保育 ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.1 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

759 東京都 町田市 キッズアプローチ南
町田

なし H30.6.19 ○

760 東京都 町田市 アロハスマイル ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.13 ○
761 東京都 町田市 グランハートヤクル

ト保育ルーム
・嘱託医との契約を締結すること H30.6.27 ○

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

762 東京都 町田市 保育施設ポエモ ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.9.11 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

763 東京都 町田市 相原駅前保育園
ティコティコらんど

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

764 東京都 町田市 ふれあい町田保育 ・児童票を整備すること H31.2.19 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと

765 東京都 小金井市 ぬくいのもり保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H31.2.5 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

766 東京都 小金井市 プリンセスプリンス
保育園小金井

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.6 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

767 東京都 日野市 トントンキッズ・ひの なし H30.7.20 指摘なし
768 東京都 東村山市 ロンドなないろ保育

園
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.12.4 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
769 東京都 東村山市 東村山むさしの

STAFF保育園
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H31.1.16 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
770 東京都 国分寺市 キッズステーション

かがやき
なし H30.11.9 ○

771 東京都 清瀬市 救世軍きよせ保育 ・嘱託医との契約を締結すること H31.1.18 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

772 東京都 清瀬市 保育室あおいとり ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.2.8 ○
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること

773 東京都 東久留米
市

BunBun保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.9 ○
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774 東京都 稲城市 しいのみ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.18 ○
・保育計画等を適切に整備すること

775 東京都 稲城市 わかば台保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.20 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

776 東京都 あきる野
市

キッズガーデンあき
るの

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.8.1 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること

777 東京都 あきる野
市

あきる台病院保育
所 パレット

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H31.1.23 ○

778 東京都 西東京市 武蔵野大学附属慈
光保育園

なし H30.6.26 ○

779 東京都 西多摩郡
瑞穂町

i-Kidsみずほ（ＩＨＩ武
蔵地区事業所内保
育所）

なし H30.11.29 ○

780 神奈川県 横浜市神
奈川区

おはよう保育園　三
ツ沢下町

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.15 ○

781 神奈川県 横浜市神
奈川区

すくすく保育園 なし H30.5.15 ○

782 神奈川県 横浜市中
区

マフィス横濱元町 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.5.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
783 神奈川県 横浜市戸

塚区
医療生協かながわ
事業所内保育室
ぴーす

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.15 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
784 神奈川県 横浜市西

区
キッズラボ第一横
浜楠町園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.29 ○

785 神奈川県 横浜市西
区

Maple Nursery ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.15 ○

786 神奈川県 横浜市都
筑区

横浜センター北保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

787 神奈川県 横浜市西
区

キッズラボ第二横
浜楠町園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.31 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

788 神奈川県 横浜市港
北区

キッズラボ菊名園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.31 ○

789 神奈川県 横浜市都
筑区

つづきポピー仲町
台園

・児童票を整備すること H30.7.31 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

790 神奈川県 横浜市磯
子区

オリーブ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.7.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
791 神奈川県 横浜市中

区
フェアリー横浜ナー
サリー

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.10 ○

792 神奈川県 横浜市西
区

も、の保育園　みな
とみらい

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.7.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
793 神奈川県 横浜市鶴

見区
しょうじゅの里小野 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.24 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

794 神奈川県 横浜市都
筑区

ばでぃぴっころ保育
園　東山田

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.31 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
795 神奈川県 横浜市都

筑区
＆KIDS つなぐほい
くえん

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.2 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

796 神奈川県 横浜市神
奈川区

保育室太陽の家 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.7 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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797 神奈川県 横浜市緑
区

ひまわり中山町保
育園

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.8.10 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
798 神奈川県 横浜市神

奈川区
パナマリア保育園
東白楽園

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.8.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること

799 神奈川県 横浜市中
区

愛嬰幼保学園　横
浜園

なし H30.9.19 ○

800 神奈川県 横浜市港
北区

luana保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.19 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

801 神奈川県 横浜市戸
塚区

ソフィア保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
802 神奈川県 横浜市西

区
ゆめみなと保育園 なし H30.9.26 ○

803 神奈川県 横浜市中
区

Harborkids保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.10 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

804 神奈川県 横浜市中
区

キッズ　バディ　本
牧

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.12 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

805 神奈川県 横浜市旭
区

スマイルキッズ二俣
川

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.17 ○

806 神奈川県 横浜市鶴
見区

ポピンズナーサリー
スクール鶴見西　す
みせいキッズ

なし H30.10.19 指摘なし

807 神奈川県 横浜市港
北区

事業所内託児所
アットキッズ大倉山

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.10.19 ○

・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

808 神奈川県 横浜市都
筑区

フェアリーランド　横
浜センター北

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.23 ○

809 神奈川県 横浜市中
区

リトルツリーキャン
プ

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.10.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

810 神奈川県 横浜市中
区

ピクニックナーサ
リー

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

811 神奈川県 横浜市都
筑区

アロハちがさきひが
し保育園

なし H30.11.15 ○

812 神奈川県 横浜市神
奈川区

くれよん保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.19 ○

・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

813 神奈川県 横浜市港
北区

ばにらびぃんず横
浜

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.20 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
814 神奈川県 横浜市南

区
すもーるすてっぷ保
育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.28 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

815 神奈川県 横浜市港
北区

みんなのみらい日
吉園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.3 ○

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

816 神奈川県 横浜市栄
区

新大船幼稚園 ナー
サリールーム 「
Ciao (チャオ) 」

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.4 ○

817 神奈川県 横浜市西
区

ニチイキッズ横浜西
口保育園

なし H30.12.12 ○
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818 神奈川県 横浜市緑
区

アロハなかやま保
育園

なし H30.12.18 ○

819 神奈川県 横浜市緑
区

ばでぃぴっころ保育
園　長津田

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.19 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
820 神奈川県 横浜市青

葉区
キッズアプローチあ
ざみ野

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

821 神奈川県 横浜市神
奈川区

おれんじハウス反
町保育園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H31.1.31 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
822 神奈川県 横浜市港

北区
保育所ちびっこラン
ド日吉駅前園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H31.2.1 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
823 神奈川県 横浜市港

北区
トモキッズナーサ
リー綱島

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.2.8 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

824 神奈川県 川崎市高
津区

あいみーBelle新
梶ヶ谷保育園

なし H30.5.16 ○

825 神奈川県 川崎市宮
前区

マリアンナさくら保
育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.5.16 ○

826 神奈川県 川崎市川
崎区

すくすくナーサリー
ルーム

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.5.17 ○

827 神奈川県 川崎市幸
区

ばんびはうす ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.17 ○

828 神奈川県 川崎市麻
生区

どんぐり保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.5.23 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
829 神奈川県 川崎市幸

区
NCCキッズランド ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H30.6.15 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
830 神奈川県 川崎市宮

前区
ドンキッズ川崎 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.27 ○

831 神奈川県 川崎市多
摩区

第三ゆりの花保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.3 ○

832 神奈川県 川崎市中
原区

トゥインクルキッズ
保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.11 ○

833 神奈川県 川崎市川
崎区

アロハパレール保
育園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.10.4 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
834 神奈川県 川崎市多

摩区
えみのき　ほいくえ
ん

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.9 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

835 神奈川県 川崎市川
崎区

アロハおおしま保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.25 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
836 神奈川県 川崎市中

原区
みんなのほいくえん
at　むさしこすぎ

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.10.26 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

837 神奈川県 川崎市中
原区

チャイルドランド新
城園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.1 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

838 神奈川県 川崎市川
崎区

川崎どんぐりの丘
保育園

なし H30.11.15 ○

839 神奈川県 川崎市多
摩区

第二ゆりの花保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.28 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
840 神奈川県 川崎市麻

生区
あかとんぼ保育園 なし H30.12.18 ○

841 神奈川県 川崎市川
崎区

アジパンダ®KIDS なし H30.12.27 ○

842 神奈川県 川崎市多
摩区

ベネッセ登戸保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.8 ○

843 神奈川県 川崎市幸
区

地域支援保育　アッ
トキッズ鹿島田

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.22 ○

・検査用保存食材を保存すること
844 神奈川県 川崎市高

津区
てりは保育園たか
つ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.23 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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845 神奈川県 川崎市幸
区

あいみーBelle鹿島
田保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.24 ○

846 神奈川県 川崎市中
原区

地域支援保育アット
キッズ中原

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H31.1.25 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

847 神奈川県 川崎市宮
前区

フレンド神木保育園 なし H31.1.29 ○

848 神奈川県 川崎市宮
前区

すきっぷ ソラ保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.31 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
849 神奈川県 川崎市中

原区
にじのき保育園な
かはら

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.23 ○

850 神奈川県 川崎市高
津区

こころワクワク保育
園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.13 ○

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

851 神奈川県 相模原市
中央区

OHANA(オハナ) ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.5.18 ○

852 神奈川県 相模原市
中央区

保育園　幸せふくろ
うさがみはら

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.18 ○

・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

853 神奈川県 相模原市
中央区

よつば保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.2 ○

・検査用保存食材を保存すること
854 神奈川県 相模原市

中央区
きゃんばすmini淵野
辺保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.9 ○

855 神奈川県 相模原市
中央区

カメリアキッズ　相
模原園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
856 神奈川県 相模原市

緑区
とねりこ子どもの家 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

857 神奈川県 相模原市
緑区

こころキッズ　ワタ
キュー相模原ルー
ム

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.28 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
858 神奈川県 相模原市

中央区
相和交通事業所内
保育所

なし H30.11.29 ○

859 神奈川県 相模原市
南区

さいわい第二保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.25 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

860 神奈川県 横須賀市 大津保育園 なし H30.7.31 ○
861 神奈川県 横須賀市 リーベリー保育園 ・児童票を整備すること H30.8.3 ○
862 神奈川県 横須賀市 都市型保育園ポポ

ラー横須賀追浜園
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.10 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

863 神奈川県 横須賀市 岩波保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.8.10 ○
864 神奈川県 横須賀市 まーちらんど・おっ

ぱま
なし H30.11.8 ○

865 神奈川県 横須賀市 ペガサス保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.11.20 ○
866 神奈川県 横須賀市 えるむ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.4 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
867 神奈川県 横須賀市 よこすか保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.1.10 ○

・検査用保存食材を保存すること
868 神奈川県 平塚市 ニチイキッズ平塚ラ

スカ保育園
なし H30.5.18 指摘なし

869 神奈川県 平塚市 らふ・くるーbaby平 なし H30.5.22 指摘なし
870 神奈川県 平塚市 ベストキッズ平塚入

野保育園
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.8.23 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

871 神奈川県 平塚市 保育園幸せふくろう
ひらつか

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.3 ○

872 神奈川県 鎌倉市 まちの保育園 鎌倉 なし H30.12.4 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

873 神奈川県 藤沢市 ステップ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.22 ○
874 神奈川県 藤沢市 よつば保育園Ours なし H30.7.4 ○
875 神奈川県 藤沢市 ちびっこ保育園藤

沢園
・保育計画等を適切に整備すること H30.8.1 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること

876 神奈川県 藤沢市 キッズアプローチ
辻堂

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.1 ○

877 神奈川県 藤沢市 ちびっこ保育園ステ
ラコート園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.8.1 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
878 神奈川県 藤沢市 ふらっとひろばキャ

ンズ
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.8.3 ○

879 神奈川県 藤沢市 キディ湘南台2番館 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.14 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

880 神奈川県 藤沢市 ベストキッズ藤沢保
育園

・児童票を整備すること H30.8.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

881 神奈川県 藤沢市 湘南慶育病院
KIDS ONE 保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.28 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

882 神奈川県 藤沢市 つばめのこ保育園
(湘南台）

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.25 ○

883 神奈川県 藤沢市 ナーサリーどれみ ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H31.2.5 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

884 神奈川県 小田原市 バンビーノハウス ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.18 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

885 神奈川県 小田原市 ダイナシティ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.22 ○
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

886 神奈川県 小田原市 クーピーガーデン ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.12.27 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

887 神奈川県 茅ヶ崎市 マザーグース
BRANCH茅ヶ崎２

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.22 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
888 神奈川県 茅ヶ崎市 Thank you ・児童票を整備すること H30.8.23 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

889 神奈川県 茅ヶ崎市 KO☆DAKARAほい
くえん

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○

890 神奈川県 茅ヶ崎市 ちがさき・もあな保
育園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.1.11 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

891 神奈川県 茅ヶ崎市 S.Y.G Kram-Skolan
(エスワイジー ク
ラームスコーラン）

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
892 神奈川県 逗子市 YBS　逗子 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.6 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

893 神奈川県 逗子市 ココカラデザイン保
育園　山本メディカ
ルひでまり園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.24 ○

・児童票を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

894 神奈川県 秦野市 ベストキッズ秦野保
育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.18 ○

895 神奈川県 厚木市 ニチイキッズ本厚木
駅前保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.26 ○

896 神奈川県 大和市 BABY MAHALO なし H30.5.22 指摘なし
897 神奈川県 大和市 ベストキッズ南林間

保育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.7.18 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
898 神奈川県 大和市 なないろ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.10.30 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
899 神奈川県 大和市 子育てルーム　さと

いも園
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.11.14 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

900 神奈川県 大和市 ライラック保育園 なし H30.12.11 ○
901 神奈川県 大和市 ベストキッズ中央林

間保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
902 神奈川県 大和市 南林間駅前保育園 なし H31.1.9 ○
903 神奈川県 大和市 ふれあい大和保育 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.3.5 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
904 神奈川県 伊勢原市 ベストキッズ伊勢原

保育園
・保育室等の面積を適切に確保すること H31.1.11 ○

905 神奈川県 海老名市 ほほえみ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.28 ○
906 神奈川県 海老名市 ハートフルタクシー

事業所内保育所
・保育計画等を適切に整備すること H30.10.10 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
907 神奈川県 海老名市 ベストキッズ海老名

保育園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

908 神奈川県 海老名市 ふれあいさがみ野
保育園

なし H31.3.6 ○

909 神奈川県 座間市 どんぐり保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.22 ○
910 神奈川県 座間市 イオンゆめみらい保

育園 座間
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.15 ○

911 神奈川県 座間市 保育ルームフェリー
チェ座間Ⅱ園

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H31.1.30 ○

912 神奈川県 座間市 ベストキッズ相武台
保育園

なし H31.2.15 ○

913 神奈川県 綾瀬市 不二保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.22 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

914 神奈川県 綾瀬市 ドンキッズ綾瀬 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.22 ○
915 神奈川県 綾瀬市 ふれあい綾瀬保育 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H31.3.4 ○
916 神奈川県 足柄下郡

箱根町
富士屋ホテル保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.29 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
917 新潟県 新潟市中

央区
都市型保育園ポポ
ラー新潟東中通園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.7 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

918 新潟県 新潟市中
央区

ニチイキッズはくさ
んうら保育園

なし H30.6.8 指摘なし

919 新潟県 新潟市西
蒲区

巻潟東わくわくち
びっこ園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.6 ○

920 新潟県 新潟市秋
葉区

カワマツすくすくち
びっこ園

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと H30.7.13 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
921 新潟県 新潟市中

央区
ＮＳＧインターナショ
ナルこども園ふるま
ち

なし H30.9.4 ○

922 新潟県 新潟市中
央区

古町わくわくちびっ
こ園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.5 ○

923 新潟県 新潟市北
区

新潟医療福祉大学
附属 インターナショ
ナルこども園

なし H30.9.12 ○

924 新潟県 新潟市秋
葉区

みゆき保育所 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.13 ○

925 新潟県 長岡市 ニチイキッズ長岡か
わさき保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.7 ○

926 新潟県 長岡市 長岡中央綜合病院
たんぽぽ保育園

なし H30.6.8 ○

927 新潟県 長岡市 ゆにおんの杜　南
陽保育園

なし H30.9.12 ○

928 新潟県 三条市 マルソーグループ
社内託児所　月岡
わくわくちびっこ園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.14 ○

929 新潟県 三条市 企業主導型保育園
どれみっこ

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.15 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

930 新潟県 新発田市 ほっとしばた　すま
いる保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.5 ○

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

931 新潟県 新発田市 あけぼの保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.6 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと

932 新潟県 新発田市 さくら通り保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.25 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

933 新潟県 新発田市 サトウフーズ　すず
のもり保育園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.9.20 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
934 新潟県 見附市 すまいる保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.21 ○
935 新潟県 村上市 さんさん保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.13 ○
936 新潟県 燕市 燕あたごこども園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.12.18 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

937 新潟県 上越市 大日にこにこ保育 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.16 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

938 新潟県 上越市 ベビーサンクスすく
すく寺町

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.19 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
939 富山県 富山市 ニチイキッズとやま

光陽保育園
なし H30.6.8 指摘なし

940 富山県 富山市 おやとこ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.18 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

941 富山県 富山市 ウィズキッズしなが ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.12 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

942 富山県 富山市 まんまるキッズ英語
保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.30 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
943 富山県 高岡市 高岡オフィスパーク

なのはな保育園
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.5 ○

944 富山県 滑川市 彩りの杜 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.9.13 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

945 富山県 南砺市 あすなろ保育園 なし H30.6.22 指摘なし
946 富山県 射水市 富山第２オランジェ

リー
・保育計画等を適切に整備すること H30.12.18 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

947 石川県 金沢市 ＣＡＳＡ　ＤＥＩ　ＢＡ
ＭＢＩＮＩ　（カサ デ
バンビー二）

・嘱託医との契約を締結すること H30.6.8 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童票を整備すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

948 石川県 金沢市 にじいろてんし弥生 ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.12 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

949 石川県 金沢市 ニチイキッズかなざ
わ保育園

なし H30.6.13 ○

950 石川県 金沢市 にじいろてんし県庁
前

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.19 ○

951 石川県 金沢市 かなう保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.7.18 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

952 石川県 金沢市 のびのびこども園 なし H30.7.19 ○
953 石川県 金沢市 B'M　Kids　保育園 なし H30.8.23 ○
954 石川県 金沢市 saibi幼児園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.10.19 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

955 石川県 小松市 イオンゆめみらい保
育園新小松

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.8.21 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

956 石川県 白山市 小陽羽里こども園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.24 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
957 石川県 能美市 キッズベースみどり

がおか
・保育計画等を適切に整備すること H30.9.26 ○

958 石川県 河北郡内
灘町

金沢医科大学すこ
やか保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.28 ○

959 福井県 福井市 Smiley Kid’s なし H30.8.3 ○
960 福井県 福井市 たいよう保育ルーム なし H30.9.14 ○
961 福井県 福井市 企業主導型保育施

設　すくすくの森
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.8 ○

・児童票を整備すること
962 福井県 福井市 ニチイキッズふくい

北四ツ居保育園
なし H30.11.9 ○

963 福井県 越前市 まちや保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.3 ○
964 福井県 三方上中

郡若狭町
保育ルームあすいく ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
965 山梨県 甲府市 てくてく保育園 甲府

大里
・保育計画等を適切に整備すること H30.7.18 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
966 山梨県 甲府市 アソビスイッチ市場

保育園
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.22 ○

・検査用保存食材を保存すること
967 山梨県 甲府市 キッズスクエアー2 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.23 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること

968 山梨県 甲府市 アンサーキッズ ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.30 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

969 山梨県 甲府市 ニチイキッズとくぎょ
う保育園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.8.31 ○

970 山梨県 甲府市 クレイシュ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.5 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

971 山梨県 甲府市 かいkids ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.6 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

972 山梨県 甲府市 つくしんぼ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.2 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

973 山梨県 甲府市 トミタケスイッチ ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.12.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

974 山梨県 富士吉田
市

フジQキッズガーデ
ン

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.15 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
975 山梨県 山梨市 きらきら保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.31 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

976 山梨県 韮崎市 てくてく保育園 韮崎 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.13 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

977 山梨県 甲斐市 武田広告社グルー
プ託児所「たけの
こ」

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.12 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

978 山梨県 笛吹市 OLive保育園 窪中
島園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.6 ○

979 山梨県 中央市 ふれんどぱーく なし H30.7.18 指摘なし
980 山梨県 中央市 なかよしキッズ ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.20 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
981 長野県 長野市 あたご学園　星の ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.12 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

982 長野県 長野市 きらりほいくえん ・検査用保存食材を保存すること H30.6.13 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

983 長野県 長野市 高田みらいく保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.21 ○
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

984 長野県 長野市 綿半ホームエイド
事業所内託児所
「わたぴーランド」

なし H30.7.20 ○

985 長野県 長野市 みすずキッズ保育 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.22 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

986 長野県 長野市 ニチイキッズながの
石渡保育園

なし H30.8.23 ○

987 長野県 長野市 ケアビレッジ銀乃扇
託児所

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.12 ○

・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

988 長野県 長野市 イキイキ保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.13 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

989 長野県 松本市 まるのうち保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.27 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

990 長野県 松本市 イオンゆめみらい保
育園 松本

・児童票を整備すること H30.8.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
991 長野県 松本市 にこにこ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.22 ○
992 長野県 松本市 松本みらい保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.28 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
993 長野県 松本市 保育所さるびあ ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.10 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

994 長野県 上田市 丸子中央病院保育
園　あったかステー
ション　わくわく

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
995 長野県 小諸市 のぞみ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.9.5 ○
996 長野県 伊那市 アーク保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.23 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

997 長野県 塩尻市 ハートフルキッズ広
丘保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.26 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

998 長野県 佐久市 さんぴあ保育園 なし H30.9.6 ○
999 長野県 千曲市 ちくまの森保育園

genius
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.29 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1000 長野県 安曇野市 託児所　よってき家 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.8 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1001 長野県 北安曇郡
松川村

シュタイナー保育園
星の光

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.7 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1002 長野県 上高井郡
小布施町

企業主導型保育み
らいく小布施

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1003 岐阜県 岐阜市 サン・キッズ ・検査用保存食材を保存すること H30.6.28 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1004 岐阜県 岐阜市 スマイリーらんど ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.29 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1005 岐阜県 岐阜市 梅田クリニック附属
保育園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.3 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・食器等を定期的に煮沸消毒すること

1006 岐阜県 岐阜市 和光会保育園バン なし H30.8.3 ○
1007 岐阜県 岐阜市 企業主導型託児所

peace　市橋
・検査用保存食材を保存すること H30.8.3 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1008 岐阜県 岐阜市 スマイルキッズ　岐

阜西園
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.3 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
1009 岐阜県 岐阜市 おひさまのゆりかご ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.9.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1010 岐阜県 岐阜市 企業主導型託児所
peace 岐阜駅前

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1011 岐阜県 岐阜市 ニチイキッズ岐阜カ
ラフルタウン保育園

なし H30.9.6 ○

1012 岐阜県 岐阜市 キッズベア ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.12 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1013 岐阜県 岐阜市 やなぎもり花の木保
育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.19 ○

1014 岐阜県 岐阜市 キッズタウンかしま ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.20 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1015 岐阜県 岐阜市 スマイルキッズ　田
神園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.6 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1016 岐阜県 岐阜市 保育園キララ ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H31.1.10 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1017 岐阜県 大垣市 乳幼児保育所　つ
なぐ園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.6.28 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1018 岐阜県 大垣市 ルンルン ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.29 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1019 岐阜県 大垣市 おおぞら保育園　大
垣緑園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.13 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1020 岐阜県 大垣市 キートスガーデン保

育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.28 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1021 岐阜県 大垣市 タッチテラス保育所 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.10.17 ○
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1022 岐阜県 大垣市 ドリームタッチ保育 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.10.18 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1023 岐阜県 高山市 きりん保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.3 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1024 岐阜県 多治見市 かえで保育所 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.13 ○
1025 岐阜県 多治見市 キッズルーム・ケイ ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H31.2.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・検食簿を保管すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1026 岐阜県 中津川市 おひさま保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.9 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1027 岐阜県 羽島市 ほほえみキッズ園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.20 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1028 岐阜県 恵那市 森のこども園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.7.20 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1029 岐阜県 各務原市 スマイルキッズ保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.19 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1030 岐阜県 各務原市 ひまわり ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.13 ○
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

1031 岐阜県 各務原市 みらいず保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.26 ○
1032 岐阜県 各務原市 サンバレーかかみ

野事業所内保育所
それいゆ

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H31.1.16 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1033 岐阜県 可児市 スマイルネストバ
ロー広見保育園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.6.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1034 岐阜県 可児市 にののこ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.22 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1035 岐阜県 可児市 クレッシェ Rio ・検査用保存食材を保存すること H30.7.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1036 岐阜県 可児市 ぴよぴよルーム ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.4 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1037 岐阜県 可児市 りんご保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.6 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1038 岐阜県 可児市 ナーシェリ大森 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.6 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1039 岐阜県 可児市 フラワー保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.5 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1040 岐阜県 瑞穂市 いーすとはむ　きっ ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.7.19 ○
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1041 岐阜県 瑞穂市 （みずほ野田）いな
穂すくすく保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.20 ○

1042 岐阜県 瑞穂市 すみれの里 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.21 ○
1043 岐阜県 下呂市 萩原北醫院　くろす

け
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1044 岐阜県 羽島郡岐

南町
キッズガーデン　ど
んぐりの木

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.9.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1045 岐阜県 揖斐郡池

田町
おおぞら保育園　揖
斐池田

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.20 ○

・検査用保存食材を保存すること
1046 静岡県 静岡市駿

河区
なかよしだ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.5.16 ○

1047 静岡県 静岡市葵
区

ぺんぎん保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.8.31 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1048 静岡県 静岡市葵
区

セノバ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.11 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1049 静岡県 静岡市清

水区
若竹石川ナーサ
リールーム

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.12 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1050 静岡県 静岡市清
水区

ハナミズキ保育園 ・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H31.1.16 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
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1051 静岡県 静岡市葵
区

ニチイキッズニッセ
イみらい静岡葵保
育園

なし H31.1.18 ○

1052 静岡県 浜松市東
区

キッズハウスおお
かば

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.19 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1053 静岡県 浜松市東
区

さんくすキッズ なし H30.6.20 ○

1054 静岡県 浜松市中
区

保育所ぴゅあきっ
ず

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.10 ○

1055 静岡県 浜松市中
区

ぬくもりのおうちマ
マサポート保育浜
松園

なし H30.7.20 ○

1056 静岡県 浜松市中
区

遠鉄グループ保育
園かみじま

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.24 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1057 静岡県 浜松市西
区

遠鉄グループ保育
園かんざんじ

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.25 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1058 静岡県 浜松市中
区

遠鉄グループ保育
園えきまえ

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1059 静岡県 浜松市中
区

遠鉄グループ保育
園さなるだい

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.8.1 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1060 静岡県 浜松市中
区

保育所きこりのおう
ち

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.10.4 ○

1061 静岡県 浜松市東
区

ひだまり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.4 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1062 静岡県 浜松市東

区
きらきら保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.5 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
1063 静岡県 浜松市中

区
キッズハウスもとし
ろ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1064 静岡県 浜松市中

区
みみ・あんふぁんベ
ベ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.12 ○

1065 静岡県 浜松市西
区

てんとうむし東山保
育園

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.10.12 ○

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・保育所児童保育要録を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

1066 静岡県 浜松市中
区

ひろば ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.16 ○

1067 静岡県 浜松市中
区

企業主導型　はま
まつ竹の子保育園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.10.18 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1068 静岡県 浜松市東
区

都市型保育園ポポ
ラー浜松プラザフレ
スポ園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.10.18 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1069 静岡県 浜松市東
区

キッズハウスなかだ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.19 ○

1070 静岡県 浜松市東
区

半田山こもれび保
育園

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H30.10.31 ○

1071 静岡県 浜松市中
区

出雲殿グループ保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.11 ○

1072 静岡県 浜松市中
区

nino保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.12.12 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1073 静岡県 浜松市浜

北区
医療法人社団誠心
会浜北さくら台病院
保育施設

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H31.1.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
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・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1074 静岡県 浜松市中
区

託児所るれいるー
む

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.17 ○

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1075 静岡県 浜松市中
区

ぬくもりのおうちマ
マサポート保育 板
屋町園

なし H31.1.30 ○

1076 静岡県 浜松市南
区

ハミングバード保育
園

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H31.1.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ

1077 静岡県 浜松市中
区

Papilles保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H31.2.1 ○

1078 静岡県 沼津市 のぞみ託児所 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.10.24 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・検査用保存食材を保存すること

1079 静岡県 沼津市 パンダ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.10.25 ○
1080 静岡県 沼津市 サンカフェ・はらまち ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.2.8 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1081 静岡県 三島市 ぷてぃふる ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.8 ○
1082 静岡県 富士宮市 ちびっこハウスあい

あい
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1083 静岡県 富士宮市 ナーサリーOHANA ・児童票を整備すること H30.10.11 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1084 静岡県 富士宮市 ふじさん保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.31 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1085 静岡県 富士宮市 ナーサリー
OHANA　万野

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.7 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1086 静岡県 伊東市 夢きらら保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.7 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1087 静岡県 富士市 すくすく保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.25 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1088 静岡県 富士市 ひなた保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.10.4 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1089 静岡県 富士市 企業主導型保育施
設　ひまわり保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1090 静岡県 富士市 あおば保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.10.10 ○
1091 静岡県 富士市 すまいる　にじ保育 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.11 ○
1092 静岡県 富士市 むく保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.11.1 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

1093 静岡県 磐田市 遠鉄グループ保育
園いわた

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.8.2 ○

1094 静岡県 磐田市 ヤマハ発動機事業
所内託児施設　わ
いわいランド

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.10.10 ○

1095 静岡県 磐田市 あいきゅーぶ保育 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.10.11 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1096 静岡県 磐田市 ＪＡ遠州中央　とき
めき保育園

なし H30.12.12 ○

1097 静岡県 磐田市 なないろ保育園 なし H31.1.29 指摘なし
1098 静岡県 焼津市 ＪＡおおいがわ茶果

菜保育園とよだ
なし H30.7.6 ○

1099 静岡県 焼津市 岡本石井病院保育
所　ネイチャーキッ
ズ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.2 ○

1100 静岡県 焼津市 プティ焼津園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.3 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1101 静岡県 焼津市 にしやいづ保育所 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.30 ○
1102 静岡県 焼津市 保育園たぁそびさん ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.31 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1103 静岡県 焼津市 ガジュマル保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.31 ○
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1104 静岡県 掛川市 カンガルーム掛川 なし H30.10.4 ○
1105 静岡県 掛川市 アトリエ　アンサンブ

ル保育園
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.10.5 ○

1106 静岡県 掛川市 QTPメロンハウス保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.11 ○

1107 静岡県 藤枝市 企業主導型保育園
まつの実

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.1 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1108 静岡県 御殿場市 御殿場プレミアム・
アウトレット保育園

なし H30.11.8 ○

1109 静岡県 袋井市 愛ノ宮保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.5.16 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1110 静岡県 袋井市 ふくろうのもり なし H30.10.11 指摘なし
1111 静岡県 下田市 みくら保育園 なし H30.11.6 指摘なし
1112 静岡県 湖西市 PEVEモリの子保育 なし H30.10.30 ○
1113 静岡県 駿東郡清

水町
託児所　ハピネスラ
ンド

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.23 ○

1114 静岡県 駿東郡清
水町

夢咲き保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.24 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1115 静岡県 駿東郡長
泉町

ひより保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.9 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1116 愛知県 名古屋市
港区

イオンゆめみらい保
育園名古屋茶屋

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.5.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1117 愛知県 名古屋市

天白区
BLESS
International School
焼山園

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1118 愛知県 名古屋市
緑区

なごころ保育園大
高

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.8 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1119 愛知県 名古屋市
千種区

ぬくもりのおうち保
育LDK園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.12 ○

1120 愛知県 名古屋市
千種区

葉っぱのおうち ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1121 愛知県 名古屋市
南区

ウエックス　託児所 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.6.14 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1122 愛知県 名古屋市
緑区

コトノハの森　保育
園

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.6.15 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1123 愛知県 名古屋市
名東区

はぴねすキッズ ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.15 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1124 愛知県 名古屋市
中村区

保育所じょうさい ・嘱託医との契約を締結すること H30.7.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1125 愛知県 名古屋市

西区
学びメイク保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.7.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1126 愛知県 名古屋市

緑区
SukuSuku Nursery
School 浦里

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1127 愛知県 名古屋市

天白区
わいわい保育ルー
ム

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.12 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1128 愛知県 名古屋市
緑区

ぴーかぶーなるみ ・検査用保存食材を保存すること H30.7.13 ○

1129 愛知県 名古屋市
天白区

チャイルドケア
HEARTHアカデミー

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.13 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1130 愛知県 名古屋市
西区

キッズテラス浄心 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.7.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること

1131 愛知県 名古屋市
昭和区

ぽかぽか保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.27 ○

1132 愛知県 名古屋市
千種区

にじいろのへや なし H30.8.7 ○

1133 愛知県 名古屋市
千種区

キンダーガルテンイ
オンタウン千種園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.8 ○

1134 愛知県 名古屋市
守山区

REHAFIT KIDS ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.8 ○

・検査用保存食材を保存すること
1135 愛知県 名古屋市

港区
東京インテリアナー
サリー

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.23 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1136 愛知県 名古屋市

中村区
DMGMORI名古屋
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.30 ○

1137 愛知県 名古屋市
西区

すくすくパーク ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.30 ○

・検査用保存食材を保存すること
1138 愛知県 名古屋市

港区
けいわkiddy ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.30 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1139 愛知県 名古屋市
緑区

SukuSuku Nursery
School Anju

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.30 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1140 愛知県 名古屋市

中村区
めいてつ保育ス
テーション　名駅
ぽっぽ園

なし H30.9.3 ○

1141 愛知県 名古屋市
南区

ゆう保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.3 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1142 愛知県 名古屋市

中区
あんしんキッズ保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1143 愛知県 名古屋市
西区

キッズルームさっか ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1144 愛知県 名古屋市

昭和区
聖霊病院　院内保
育所　ロザリオ保育
所

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.9.19 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1145 愛知県 名古屋市
昭和区

ストロベリーキッズ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.20 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1146 愛知県 名古屋市
中区

ポピンズナーサリー
スクール栄すみせ
いキッズ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.26 ○

1147 愛知県 名古屋市
中区

PICOTTO保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1148 愛知県 名古屋市
緑区

健生ナーサリー ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.10 ○

1149 愛知県 名古屋市
緑区

memorytree大将ヶ
根保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.11 ○

1150 愛知県 名古屋市
緑区

健生キッズベア なし H30.10.17 ○

1151 愛知県 名古屋市
緑区

ほしのうた　あいば
らごう園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.10.18 ○

1152 愛知県 名古屋市
緑区

おひさま保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.11.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1153 愛知県 名古屋市
港区

キンダーフレンズ東
茶屋

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1154 愛知県 名古屋市
西区

めいてつ保育ス
テーション栄生ぽっ
ぽ園

なし H30.11.16 ○

1155 愛知県 名古屋市
名東区

WARP　ZERO ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1156 愛知県 名古屋市
中村区

ニチイキッズニッセ
イみらい栄生保育
園

なし H30.11.20 ○

1157 愛知県 名古屋市
名東区

にじのこども保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.21 ○

1158 愛知県 名古屋市
北区

ナーサリースクール
かがやき

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.29 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1159 愛知県 名古屋市

天白区
くるみナーサリー
ルーム

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.29 ○

1160 愛知県 名古屋市
東区

企業主導型事業所
内保育所
ALL4KIDSチャイル
ドケア徳川園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.12.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1161 愛知県 名古屋市
中川区

マミーズ保育園
FEEL アイアイプラ
ザ

なし H30.12.6 ○

1162 愛知県 名古屋市
天白区

UPBEAT
International School

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.9 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1163 愛知県 名古屋市
港区

ららら♪保育園港
明

・嘱託医との契約を締結すること H31.1.10 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1164 愛知県 名古屋市

緑区
マミーズ保育園  南
大高

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.1.10 ○

1165 愛知県 名古屋市
西区

マミーズ保育園　浅
間町

なし H31.1.17 指摘なし

1166 愛知県 豊橋市 保育所ベビーキッ
ズクラブ

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.6.12 ○

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること
・保育室等の面積を適切に確保すること
・検査用保存食材を保存すること

1167 愛知県 豊橋市 おひさまこども保育 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.6 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1168 愛知県 豊橋市 めいめいあけぼの ・検査用保存食材を保存すること H30.9.21 ○
・検食簿を保管すること

1169 愛知県 岡崎市 ディア・キッズおか
ざき

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.9.19 ○

1170 愛知県 岡崎市 キッズルームハグく
み岡崎大樹寺店

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.9.20 ○

1171 愛知県 岡崎市 額田ささゆりの里保
育所

・嘱託医との契約を締結すること H30.9.28 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1172 愛知県 岡崎市 三河病院保育園
mana･lino

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.11.28 ○

・嘱託医との契約を締結すること
1173 愛知県 一宮市 のびのび広場なか

まち保育園
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.7.27 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1174 愛知県 一宮市 なごみん尾西園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・検査用保存食材を保存すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1175 愛知県 一宮市 さくらゆうゆう保育 ・嘱託医との契約を締結すること H30.11.16 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・検査用保存食材を保存すること

1176 愛知県 一宮市 平安閣事業所内保
育所　すくすくパー
ク　ママエール

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.5 ○

1177 愛知県 瀬戸市 あかつきキッズラン ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.12.5 ○
1178 愛知県 瀬戸市 すくすくキッズ なし H30.12.6 ○
1179 愛知県 半田市 マミーズ保育園 C-

FESTA
なし H30.8.7 ○

1180 愛知県 半田市 どりーむハウス　ひ
よこ

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.8 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

1181 愛知県 半田市 おおきなかぶ保育 なし H30.9.6 ○
1182 愛知県 半田市 チャイルドハウス半

田
なし H30.10.10 ○

1183 愛知県 半田市 さくら保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.11 ○
・検査用保存食材を保存すること

1184 愛知県 半田市 たんぽぽ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.5 ○
1185 愛知県 半田市 エンジェルこどもの

いえ
なし H31.1.10 ○

1186 愛知県 春日井市 松河戸モグ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.7 ○
1187 愛知県 春日井市 あさひキッズ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.8 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1188 愛知県 春日井市 ベティさんの家キッ
ズルーム　高蔵寺

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.21 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

1189 愛知県 春日井市 学校法人中部大学
保育園ちゅとらのお
うち

なし H30.9.28 ○

1190 愛知県 春日井市 ロジキッズ朝宮 なし H31.1.17 ○
1191 愛知県 刈谷市 保育園　DacCo ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.11.16 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1192 愛知県 刈谷市 Pascoかりや保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.18 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1193 愛知県 豊田市 たけいちこどもの家 ・嘱託医との契約を締結すること H30.6.5 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること

1194 愛知県 豊田市 マミーズ保育園
FEEL リスタ

なし H30.9.14 ○

1195 愛知県 豊田市 キッズルーム ぷろ ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.1 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1196 愛知県 豊田市 保育所しらゆり なし H30.11.2 ○
1197 愛知県 豊田市 京和保育園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.11.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・適切な献立を整備すること

1198 愛知県 豊田市 ごんべいの里保育 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.14 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

1199 愛知県 豊田市 Aママ　応援クラブ ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.18 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1200 愛知県 豊田市 キッズルームハグく
み豊田店

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.12.19 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1201 愛知県 豊田市 ビスケッツ　梅坪 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H31.1.17 ○

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・保育計画等を適切に整備すること

1202 愛知県 豊田市 トヨタチャイルドケア
ぶぅぶフォレスト

なし H31.1.22 ○

1203 愛知県 豊田市 とよたキッズステー
ション

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.23 ○

1204 愛知県 豊田市 ニコフレンズ豊田 なし H31.1.23 ○
1205 愛知県 豊田市 ニコニコ保育園　下

林
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.24 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1206 愛知県 豊田市 豊田ほっとかん　ど
んぐり保育室

・乳児室と保育室を明確に区分すること H31.2.1 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと

1207 愛知県 安城市 企業主導型保育園
みらいここ

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.11 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1208 愛知県 安城市 プレイイングリッ

シュ安城保育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.10.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1209 愛知県 安城市 マミーズ保育園
FEELでっかいどう‼

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.12 ○

1210 愛知県 安城市 ひよこっこ ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.13 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1211 愛知県 安城市 ママサポ・テラス安
城桜井駅前園

なし H31.1.17 ○
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1212 愛知県 小牧市 ’Ｏｈａｎａ　ｎｕｒｓｅｒｙ
ｓｃｈｏｏｌ

なし H30.8.7 ○

1213 愛知県 小牧市 ルコアキッズ ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.28 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1214 愛知県 稲沢市 竜ちゃんルーム ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.29 ○
1215 愛知県 稲沢市 マミーズ保育園

FEEL ハーモニー
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.11.16 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
1216 愛知県 稲沢市 すずの郷わらべ館 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H31.1.17 ○
1217 愛知県 新城市 保育ルーム　ほうせ

い
・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.18 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1218 愛知県 東海市 インターナショナル

スクール なかよし
保育園

なし H30.10.17 ○

1219 愛知県 東海市 ベティさんの家キッ
ズルーム　太田川

なし H30.10.31 ○

1220 愛知県 東海市 Kids Land まほろば ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.1 ○
1221 愛知県 東海市 マリーアグランマ保

育園　ふしみ園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.5 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
1222 愛知県 東海市 チャイルドハウス東

海
なし H30.12.6 ○

1223 愛知県 東海市 東海さくらのみち保
育園

なし H31.1.17 ○

1224 愛知県 大府市 なごころ保育園大 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.5 ○
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1225 愛知県 知多市 マリーアグランマ保
育園にしのだい園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.3 ○

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1226 愛知県 知多市 フェリーチェチャイ
ルドスクール

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H31.1.10 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1227 愛知県 知立市 託児ルーム　ピノキ
オ

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.9.6 ○

・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
1228 愛知県 知立市 いちょう保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.29 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1229 愛知県 尾張旭市 マミーズ保育園
FEEL 三郷

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.9.21 ○

1230 愛知県 日進市 いちりん　ぽとすハ
ウス園（誠和事業所
内保育所）

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.8 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1231 愛知県 日進市 マミーズ保育園
FEEL 日進

なし H30.9.12 ○

1232 愛知県 日進市 名古屋東物流セン
ター内保育所

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.9.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1233 愛知県 日進市 memorytree梅森台
保育園

なし H30.11.28 ○

1234 愛知県 日進市 Kids　olive ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.2.19 ○
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1235 愛知県 愛西市 デイサービスアンの
家託児所

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.21 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
1236 愛知県 愛西市 にじっこ園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.1 ○
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・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1237 愛知県 清須市 みらい保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.16 ○

・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1238 愛知県 清須市 ゆめっこ園 なし H31.1.10 ○
1239 愛知県 北名古屋

市
あおぞら保育園（愛
知県）

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.28 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1240 愛知県 北名古屋
市

フラットランド ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.14 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1241 愛知県 弥富市 保育所ちびっこラン
ド弥富園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.13 ○

1242 愛知県 弥富市 たんぽぽ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.14 ○
1243 愛知県 みよし市 中央発條株式会社

企業内保育園　ば
ねっこハウス

なし H31.1.16 ○

1244 愛知県 あま市 学校法人福寿学園
ちびっこ園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.1.16 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1245 愛知県 長久手市 企業主導型保育事
業　ハートフルハウ
ス　みんなおいで！

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.9.6 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1246 愛知県 長久手市 イオンゆめみらい保
育園長久手

なし H30.10.17 ○

1247 愛知県 長久手市 IKEA長久手ダーギ なし H30.10.25 ○
1248 愛知県 長久手市 もりのくまさん託児 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.26 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1249 愛知県 長久手市 memorytree長配保
育園

なし H31.1.16 ○

1250 愛知県 知多郡東
浦町

キッズホームうのさ
と茜邸

・設備等の安全対策を適切に行うこと H31.1.9 ○

1251 愛知県 知多郡武
豊町

チャイルドハウス武
豊

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.14 ○

1252 三重県 津市 ニチイキッズさくら
ばし保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.31 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1253 三重県 津市 津やる気保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.10 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1254 三重県 津市 Baby　Care　クレッ
チェ

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.31 ○

1255 三重県 津市 グリーンヒル保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.1 ○
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1256 三重県 津市 イオンゆめみらい保
育園 津南

なし H31.1.24 ○

1257 三重県 津市 エトワール保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.25 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1258 三重県 四日市市 mimi ・嘱託医との契約を締結すること H30.9.14 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1259 三重県 四日市市 SWSこねくとキッズ
四日市

なし H30.10.23 ○

1260 三重県 四日市市 おーごえ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.24 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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1261 三重県 四日市市 あい・ときわ ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.20 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1262 三重県 四日市市 近鉄ほいくえん四
日市

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.11.21 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1263 三重県 四日市市 メルシークラブ ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.12.6 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1264 三重県 四日市市 もりのくにHAPPY親
子園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H31.1.16 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・保育計画等を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1265 三重県 伊勢市 企業主導型保育園
もりの実保育園

なし H31.1.17 指摘なし

1266 三重県 松阪市 めぐみの園保育園 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.10.18 ○
1267 三重県 松阪市 うれしのひだまり保

育園
なし H31.1.22 ○

1268 三重県 桑名市 キッズプラザながし ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.10.18 ○
・保育計画等を適切に整備すること

1269 三重県 桑名市 ベアキッズらんど桑 なし H30.10.19 ○
1270 三重県 桑名市 津田ナーサリース

クール
・児童票を整備すること H31.1.9 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1271 三重県 鈴鹿市 グリーンストック保
育園

なし H30.10.17 ○

1272 三重県 鈴鹿市 SWSこねくとキッズ
鈴鹿

なし H30.12.5 ○

1273 三重県 鈴鹿市 まーるほいくえん ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.17 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1274 三重県 名張市 名張やる気保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.15 ○
・検査用保存食材を保存すること

1275 三重県 志摩市 グローバルキッズ
ルームうがた

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.16 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1276 三重県 伊賀市 ハートランド保育園

ことりの丘
・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.8.30 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

1277 三重県 伊賀市 どんぐり保育園 なし H30.9.14 ○
1278 三重県 伊賀市 DMG MORI伊賀保

育園
なし H30.12.14 ○

1279 三重県 多気郡明
和町

企業主導型保育か
りん明和

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.8.15 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1280 滋賀県 大津市 こすもすキッズ真野 ・嘱託医との契約を締結すること H30.5.31 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1281 滋賀県 大津市 ニチイキッズ大津駅
前保育園

なし H30.6.19 指摘なし

1282 滋賀県 大津市 おーきっず なし H30.11.20 ○
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実施日

改善
報告

1283 滋賀県 大津市 （大津市）森のよう
ちえん　えくぼ保育
園

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.11.28 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1284 滋賀県 彦根市 ハグテラス彦根保
育ルーム

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.12 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1285 滋賀県 長浜市 託児所　ひまわり ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.5.25 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1286 滋賀県 長浜市 ハグテラス長浜保
育ルーム

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.20 ○

1287 滋賀県 草津市 元気ひろば保育園 なし H30.5.25 ○
1288 滋賀県 草津市 TAMランド南草津園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.3 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1289 滋賀県 草津市 どんぐりルーム草津
園

なし H30.10.31 ○

1290 滋賀県 草津市 立命館みらい保育
園びわこ

なし H31.1.10 指摘なし

1291 滋賀県 守山市 オリーブ守山保育 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.8.15 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1292 滋賀県 守山市 守山コドモの森 なし H30.8.17 ○
1293 滋賀県 守山市 コープもりのこ保育 なし H30.12.18 ○
1294 滋賀県 甲賀市 しきさい保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.10.23 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1295 滋賀県 湖南市 ロマンキッズ ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.6.19 ○
・保育計画等を適切に整備すること

1296 滋賀県 東近江市 なないろ保育ルー ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.17 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1297 滋賀県 東近江市 ぽてと園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.13 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1298 京都府 京都市中
京区

洛和イリオス保育
園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.5.25 ○

1299 京都府 京都市西
京区

桂駅西口こども園 なし H30.5.25 ○

1300 京都府 京都市南
区

きっずハウスみやこ なし H30.5.29 ○

1301 京都府 京都市西
京区

社会福祉法人京都
社会事業財団　ひ
だまり保育園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.5.29 ○

1302 京都府 京都市左
京区

めりぃ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.1 ○

1303 京都府 京都市山
科区

保育園 NOAH KIDS ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.1 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1304 京都府 京都市上
京区

学内保育所「くすの
き」

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.6.21 ○

1305 京都府 京都市山
科区

燈影ホームガーデ
ン

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.10 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1306 京都府 京都市西
京区

はるかぜキッズ ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.10 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
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1307 京都府 京都市南
区

京都テルサ保育園 なし H30.7.25 ○

1308 京都府 京都市伏
見区

にじの木保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.7.31 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1309 京都府 京都市北
区

おひさまKIDS ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.29 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1310 京都府 京都市左

京区
さとのやま保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.11 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1311 京都府 京都市中

京区
こどもの杜保育園
ワクワク

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.7 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1312 京都府 京都市伏
見区

みんと保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.21 ○

1313 京都府 京都市中
京区

ぐろうすきっず保育
園　室町錦園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.28 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1314 京都府 京都市右
京区

保育ルームOhana ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.29 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1315 京都府 京都市伏
見区

清水みぎわ保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H31.1.8 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1316 京都府 京都市右

京区
あいりす西京極保
育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.11 ○

1317 京都府 京都市右
京区

あいりす山ノ内保育
園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.12.25 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1318 京都府 京都市北
区

立命館みらい保育
園きぬがさ

なし H31.1.8 ○

1319 京都府 京都市北
区

きららインターナショ
ナル幼稚舎

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.5 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1320 京都府 京都市山
科区

くるみ保育園　山科 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H31.2.19 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

1321 京都府 福知山市 星の桜保育園　福
知山

なし H30.7.3 ○

1322 京都府 舞鶴市 星の桜保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.25 ○
1323 京都府 宇治市 なごみ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.5 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・幼児用トイレを適切に整備すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1324 京都府 向日市 洛西口キッズケア
センター

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.20 ○
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・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1325 京都府 向日市 ニチイキッズ洛西口

第二保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.18 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1326 京都府 八幡市 あゆみ歯科保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.5.29 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1327 京都府 八幡市 すまいる保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.10.30 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1328 京都府 八幡市 吉秀みぎわ保育園 なし H31.1.9 ○
1329 京都府 京田辺市 やすらぎ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.8.21 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1330 京都府 木津川市 はるみ保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.6.22 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1331 大阪府 大阪市都
島区

都島まほろ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.5.8 ○

1332 大阪府 大阪市西
区

企業主導型保育園
ＣＯＣＯＲＯＨＯＩＫＵ
ＥＮ　新町園

なし H30.5.8 ○

1333 大阪府 大阪市西
区

BELLKIDS保育園
西区

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.5.8 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

1334 大阪府 大阪市西
区

ソフィア南堀江保育
園　企業所内保育
園

なし H30.5.8 ○

1335 大阪府 大阪市港
区

企業主導型保育園
ＣＯＣＯＲＯＨＯＩＫＵ
ＥＮ　弁天町園

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.9 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1336 大阪府 大阪市天

王寺区
ＭＯＭ（マム）保育
園

なし H30.5.9 ○

1337 大阪府 大阪市東
成区

マイアクラブ ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.5.10 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1338 大阪府 大阪市城
東区

すまいる保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.5.11 ○

・検査用保存食材を保存すること
1339 大阪府 大阪市淀

川区
やすらぎ保育園 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.5.11 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1340 大阪府 大阪市淀
川区

企業主導型保育園
きららハウス

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.11 ○

1341 大阪府 大阪市鶴
見区

放出まほろ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.11 ○

1342 大阪府 大阪市北
区

同心ぴーす保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.11 ○

1343 大阪府 大阪市浪
速区

あいうえお保育園
なんば園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.5.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1344 大阪府 大阪市北
区

和音　西天満園 なし H30.5.22 ○

1345 大阪府 大阪市北
区

ななつぼし保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.23 ○

1346 大阪府 大阪市中
央区

やどりぎの森保育
園

なし H30.5.23 ○

1347 大阪府 大阪市北
区

フジオひまわり保育
園 西天満

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.15 ○

1348 大阪府 大阪市中
央区

あいある保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.5.15 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
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1349 大阪府 大阪市中
央区

テノ．キッズルーム
心斎橋

なし H30.5.15 ○

1350 大阪府 大阪市福
島区

ここはぐ つぼみ保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.29 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1351 大阪府 大阪市大
正区

東京インテリアナー
サリー大阪

なし H30.5.29 ○

1352 大阪府 大阪市天
王寺区

蓮美幼児学園夕陽
丘プリメール

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.29 ○

1353 大阪府 大阪市住
吉区

なでちゃん保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.5.29 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1354 大阪府 大阪市北
区

フジオひまわり保育
園 松ヶ枝町

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.5.29 ○

1355 大阪府 大阪市西
区

ロータス ナーサ
リー 靱公園

なし H30.5.30 ○

1356 大阪府 大阪市城
東区

まき保育園「わか
ば」

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.5.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1357 大阪府 大阪市浪
速区

保育園ツースキップ なし H30.6.5 ○

1358 大阪府 大阪市西
区

きりん保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.5 ○

1359 大阪府 大阪市生
野区

まつとかえでの保
育園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.6.7 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1360 大阪府 大阪市東
住吉区

ピュアうりわり保育
ルーム

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.7 ○

1361 大阪府 大阪市都
島区

きぼう保育園 ・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H30.6.12 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
1362 大阪府 大阪市西

区
くれよんきっず保育
園うつぼ東園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと

1363 大阪府 大阪市天
王寺区

ニチイキッズ上本町
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.12 ○

1364 大阪府 大阪市天
王寺区

寺田町保育園ナー
サリーぽっぽ

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.7.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1365 大阪府 大阪市西

区
あいのて保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.3 ○

1366 大阪府 大阪市浪
速区

もりのなかま保育園
日本橋ひよこ園

なし H30.7.3 ○

1367 大阪府 大阪市天
王寺区

チックアンドヘン鶴
橋園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.7.3 ○

1368 大阪府 大阪市城
東区

クローバー保育園
城東

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.4 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1369 大阪府 大阪市阿

倍野区
蓮美幼児学園　阿
倍野プリメール

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.4 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1370 大阪府 大阪市阿

倍野区
たんぽぽ保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.7.4 ○

1371 大阪府 大阪市住
吉区

企業主導型保育園
オハナ保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.4 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・保育所児童保育要録を整備すること

1372 大阪府 大阪市中
央区

Animo Kids 本町園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.14 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1373 大阪府 大阪市東
成区

はないろ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.15 ○

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1374 大阪府 大阪市阿
倍野区

なわしろ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.15 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
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・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1375 大阪府 大阪市北

区
フェアリーガーデン ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.6.15 ○

1376 大阪府 大阪市西
淀川区

きらら　つかもと保
育園

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.6.21 ○

1377 大阪府 大阪市西
区

グローバル北堀江
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.3 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1378 大阪府 大阪市天
王寺区

なないろ天王寺保
育園

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.7.4 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1379 大阪府 大阪市東
淀川区

ひまわり保育園　上
新庄園

なし H30.7.5 ○

1380 大阪府 大阪市生
野区

ナチュラル保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.7.6 ○

・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1381 大阪府 大阪市天
王寺区

いづる保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.7.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1382 大阪府 大阪市旭
区

茶屋大宮保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.10 ○

1383 大阪府 大阪市西
淀川区

保育園ドルフィン
キッズランド

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.11 ○

1384 大阪府 大阪市住
吉区

第二聖和保育所 なし H30.7.18 ○

1385 大阪府 大阪市城
東区

のぞみ保育園 ・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと H30.7.18 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1386 大阪府 大阪市生
野区

リソーマ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.25 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと

1387 大阪府 大阪市住
吉区

H2Oほいくえん　あ
びこ

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.25 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1388 大阪府 大阪市北
区

同心なないろ保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.26 ○

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
1389 大阪府 大阪市西

区
阿波座くまさん保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.31 ○

1390 大阪府 大阪市天
王寺区

いんくるーじょん保
育園天王寺

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.7.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1391 大阪府 大阪市西
区

堀江やまびこ保育
園

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.7.31 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・検査用保存食材を保存すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること

1392 大阪府 大阪市西
区

北堀江くまさん保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.1 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1393 大阪府 大阪市天
王寺区

近鉄ほいくえん上
本町

なし H30.8.21 ○
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1394 大阪府 大阪市東
淀川区

つばさ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.8.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1395 大阪府 大阪市都

島区
都島ゆずのき保育
園

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.8.29 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1396 大阪府 大阪市淀
川区

ＭＯＭＢ東三国保
育園

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと H30.8.29 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1397 大阪府 大阪市住

之江区
♪ドレミ保育園住之
江公園

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.8.29 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1398 大阪府 大阪市平
野区

たんぽぽ保育園（平
野北　乳児室あいう
えお）

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.11 ○

1399 大阪府 大阪市平
野区

カンガルーママ保育
園

・検査用保存食材を保存すること H30.9.11 ○

1400 大阪府 大阪市東
住吉区

保育所ピーチランド
東住吉園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.11 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること

1401 大阪府 大阪市東
住吉区

病児対応型保育所
ピーチランド

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.26 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

1402 大阪府 大阪市西
区

SunnySide新町園 ・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと H30.9.5 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1403 大阪府 大阪市城

東区
城東ゆずのき保育
園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.9.5 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
1404 大阪府 大阪市中

央区
ニチイキッズニッセ
イみらい淀屋橋保
育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.12 ○

1405 大阪府 大阪市天
王寺区

キラナ保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.9.19 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1406 大阪府 大阪市西
区

ふり～保育園　四ツ
橋園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.16 ○

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1407 大阪府 大阪市中
央区

企業主導型保育所
きゅうほうじ保育園

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと H30.9.27 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1408 大阪府 大阪市西
淀川区

西大阪保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.16 ○

1409 大阪府 大阪市都
島区

なないろ京橋保育
園

なし H30.9.26 ○

1410 大阪府 大阪市東
住吉区

キッズランド・東住
吉

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.2 ○

1411 大阪府 大阪市西
区

企業主導型保育園
COCOROHOIKUEN
南堀江園

なし H30.10.4 ○

1412 大阪府 大阪市中
央区

ふり～保育園 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.10.16 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること

1413 大阪府 大阪市中
央区

心斎橋リトルガーデ
ン

なし H30.10.16 ○

1414 大阪府 大阪市西
区

アリス保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.10.16 ○

1415 大阪府 大阪市北
区

フジオひまわり保育
園 天満

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.10.16 ○

1416 大阪府 大阪市中
央区

ハピオスインターナ
ショナル幼稚園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.10.17 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1417 大阪府 大阪市中
央区

アドキッズ なし H30.10.23 ○

1418 大阪府 大阪市北
区

平成保育園 なし H30.10.24 ○

1419 大阪府 大阪市中
央区

OBPキッズオアシス ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.10.25 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1420 大阪府 大阪市福
島区

ハートフルえびえ保
育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.2 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1421 大阪府 大阪市都
島区

ベルキッズ都島保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.8 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
1422 大阪府 大阪市天

王寺区
はばたき保育園寺
田町園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.8 ○

・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1423 大阪府 大阪市西
区

キッズルーム京町
堀

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.13 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1424 大阪府 大阪市西
淀川区

くれよんきっず保育
園塚本園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.13 ○

1425 大阪府 大阪市住
吉区

オズ保育園帝塚山 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.11.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1426 大阪府 大阪市東
住吉区

サラヤチャイルドス
テーション

なし H30.11.13 ○

1427 大阪府 大阪市住
之江区

ヤクルトかがや保
育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.14 ○

1428 大阪府 大阪市西
区

ポピンズナーサリー
スクールなんばす
みせいキッズ

なし H30.11.21 ○

1429 大阪府 大阪市旭
区

キッズ１ハート旭保
育所

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.21 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1430 大阪府 大阪市淀
川区

アメリカンアカデミー
かしま保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1431 大阪府 大阪市北
区

えがおの種保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1432 大阪府 大阪市西

成区
だいいちキッズルー
ム南津守園

なし H30.11.28 指摘なし

1433 大阪府 大阪市中
央区

保育ルーム　キッズ
もみの木

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.28 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1434 大阪府 大阪市淀
川区

さんぽう保育園
Smilia　（スマイリア）

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.21 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1435 大阪府 大阪市天
王寺区

ほまれ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.29 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1436 大阪府 大阪市住

吉区
かけはし保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.29 ○

・検査用保存食材を保存すること
1437 大阪府 大阪市東

淀川区
それいゆキッズ保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.29 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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1438 大阪府 大阪市天
王寺区

はぐみぃー保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1439 大阪府 大阪市淀

川区
ぬくもりのおうち企
業主導型保育新大
阪園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.6 ○

1440 大阪府 大阪市住
之江区

スマイルほいくえん ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.11 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1441 大阪府 大阪市福

島区
ABCほいくえん福島 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.12 ○

1442 大阪府 大阪市中
央区

はばたき保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.11.22 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

1443 大阪府 大阪市西
区

くれよんきっず保育
園うつぼ南園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.13 ○

1444 大阪府 大阪市西
区

蓮美幼児学園 南堀
江プリメール

なし H30.12.18 ○

1445 大阪府 大阪市生
野区

いらか保育園 なし H30.12.26 ○

1446 大阪府 大阪市浪
速区

JAPAN保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1447 大阪府 大阪市西
区

ニチイキッズ南堀江
保育園

なし H30.12.27 ○

1448 大阪府 大阪市西
区

ひまわり保育園く
じょう

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.27 ○

1449 大阪府 大阪市北
区

南森町ぴーす保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.27 ○

1450 大阪府 大阪市中
央区

蓮美幼児学園　上
本町ﾌﾟﾘﾒｰﾙ

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.12.27 ○

1451 大阪府 大阪市都
島区

ヤシの木保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.12.27 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1452 大阪府 大阪市生
野区

あでらんて一条通り
保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.27 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1453 大阪府 大阪市住
之江区

粉浜こころ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.27 ○

1454 大阪府 大阪市中
央区

企業主導型保育施
設mofu

・調理室等を適切に整備すること H31.1.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1455 大阪府 大阪市住
之江区

オハナ保育園　住
之江園

なし H31.1.24 ○

1456 大阪府 大阪市中
央区

森ノ宮もっきん保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.25 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1457 大阪府 大阪市中

央区
サンクサンス保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.3.12 ○

1458 大阪府 大阪市東
淀川区

くるみ保育園　相川 なし H31.2.21 ○

1459 大阪府 堺市堺区 ニチイキッズ堺駅前
保育園

なし H30.5.15 ○

1460 大阪府 堺市堺区 だいいちキッズルー
ム神南辺園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.6.1 ○

1461 大阪府 堺市東区 サニーサイド北野
田園

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.14 ○

1462 大阪府 堺市中区 こども園菩提樹 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.31 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1463 大阪府 堺市東区 スマイルキッズこど
も園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.29 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1464 大阪府 堺市南区 泉北たなごころ保育
園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.18 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1465 大阪府 堺市東区 菩提スタッフチルド
レンルーム

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.10.17 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・児童票を整備すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1466 大阪府 堺市北区 ピュアもず保育ルー
ム

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.7 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1467 大阪府 堺市西区 鳳西こどもの家 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.14 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1468 大阪府 堺市西区 あおぞら保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.21 ○
1469 大阪府 堺市中区 とうきっ子 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.29 ○
1470 大阪府 堺市西区 だいいちキッズルー

ム西堺園
なし H30.12.11 指摘なし

1471 大阪府 堺市中区 第二陵南保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.29 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1472 大阪府 岸和田市 にじいろ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.26 ○
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1473 大阪府 豊中市 ＳｈｉｎｙＫｉｄｓ　グラン
デ

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1474 大阪府 豊中市 ほうせんかキッズク

ラブ桃山台
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.29 ○

1475 大阪府 豊中市 ＳｈｉｎｙＫｉｄｓ　ピッコ ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.1 ○
1476 大阪府 豊中市 はらだ保育園「ねい

ろ」
・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.7.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・幼児用トイレを適切に整備すること

1477 大阪府 豊中市 豊中小路保育園 なし H30.7.19 ○
1478 大阪府 豊中市 そらやん保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.17 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1479 大阪府 豊中市 えいじゅ・とよなか
保育園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.10.17 ○

1480 大阪府 豊中市 てしま保育園　あひ
るクラブ

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.18 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1481 大阪府 豊中市 あけぼのこもれび ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1482 大阪府 豊中市 みらい保育園（大阪

府）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.29 ○

1483 大阪府 豊中市 保育所ちびっこラン
ド西緑丘園

なし H31.3.12 ○

1484 大阪府 池田市 ダイハツグループ
企業内保育園　だ
いはつのもり保育
園

なし H31.2.19 指摘なし

1485 大阪府 吹田市 ツリーハウス保育 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.5.16 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1486 大阪府 吹田市 ぬくもりのおうちマ
マサポート保育　江
坂園

なし H30.8.1 ○

1487 大阪府 吹田市 企業主導型保育所
ohana

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.1 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
1488 大阪府 泉大津市 ほいくRoomベビー

ローズ泉大津
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.7 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1489 大阪府 高槻市 RICホープ高槻保育
園

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.5.22 ○

60



文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1490 大阪府 高槻市 大塚わくわく園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.5.23 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1491 大阪府 高槻市 みらい保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.22 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1492 大阪府 高槻市 きっずべーす保育 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.18 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1493 大阪府 高槻市 高槻さくら保育園 ・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.11.22 ○
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1494 大阪府 高槻市 みどりわかば保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.6 ○
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1495 大阪府 高槻市 春日つばさ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H31.1.22 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育所児童保育要録を整備すること

1496 大阪府 貝塚市 こうのとり保育園
（旧あいうえお貝塚
園）

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.22 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・適切な献立を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1497 大阪府 貝塚市 そよ風保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.5 ○
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1498 大阪府 守口市 愛泉保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.26 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1499 大阪府 守口市 トモエこぐま保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.10.11 ○
1500 大阪府 守口市 きらぼし保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.6 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1501 大阪府 守口市 みゆきっこ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H31.2.26 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1502 大阪府 枚方市 吉泉さくら保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.30 ○
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1503 大阪府 枚方市 はなまる保育園　田
口

・幼児用トイレを適切に整備すること H30.7.11 ○

・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1504 大阪府 枚方市 がじゅまる木第二保
育園

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.7.31 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1505 大阪府 枚方市 ♪ドレミ保育園枚方
東船橋

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.5 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1506 大阪府 枚方市 エムケイほのぼの
保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.2 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1507 大阪府 枚方市 ひかり保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.1 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1508 大阪府 枚方市 いまここ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.11.28 ○
・保育室等の面積を適切に確保すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1509 大阪府 枚方市 はなまる保育園　山
之上

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.27 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
1510 大阪府 茨木市 スマイルキッズ茨木 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.25 ○
1511 大阪府 茨木市 済生会茨木病院な

でしこキッズ保育所
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.8.29 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1512 大阪府 茨木市 こどもの森ほいく舎

AMO茨木園
なし H30.12.11 ○

1513 大阪府 茨木市 都市型保育園ポポ
ラー大阪茨木園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.12.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1514 大阪府 茨木市 ぽっぽふれあい保
育園

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H30.12.26 ○

1515 大阪府 茨木市 保育所ちびっこラン
ド東茨木園

・保育計画等を適切に整備すること H31.3.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1516 大阪府 八尾市 Shalom Kids保育園 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.5.25 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
1517 大阪府 八尾市 バンビ ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1518 大阪府 八尾市 いんくるーじょん久
宝寺

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.19 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1519 大阪府 八尾市 保育所ちびっこラン
ド八尾園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.9.26 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1520 大阪府 八尾市 すまいる保育園八
尾南

なし H30.10.11 ○

1521 大阪府 八尾市 きっずらんど愛和 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.24 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1522 大阪府 八尾市 たまご保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.6 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1523 大阪府 泉佐野市 ポピンズナーサリー
スクール関西空港

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.10 ○

1524 大阪府 富田林市 大阪府済生会富田
林病院なでしこ保育
園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.7.18 - H31.2.12
取りやめ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・幼児用トイレを適切に整備すること

1525 大阪府 寝屋川市 でゅっか保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.16 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

1526 大阪府 寝屋川市 茶屋寝屋川大利保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.18 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
1527 大阪府 寝屋川市 ねやがわ くこの木

保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.28 ○
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1528 大阪府 河内長野
市

グリーンキッズクラ
ブ

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.29 ○

1529 大阪府 大東市 チャレンジキッズ保
育園

なし H30.8.21 ○

1530 大阪府 大東市 すばる保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.21 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1531 大阪府 大東市 四條畷学園保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.22 ○
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1532 大阪府 大東市 大東中央学園　さく
らんぼナーサリー

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.9 ○

1533 大阪府 大東市 だいとうSAKURA保
育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1534 大阪府 和泉市 ♪ドレミ保育園光明
池

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.10 ○

1535 大阪府 箕面市 リトカ知育保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.11 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1536 大阪府 箕面市 ひじりきっずるーむ ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.10.25 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1537 大阪府 羽曳野市 企業主導型保育園
リリット

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1538 大阪府 羽曳野市 チビッコハウスひま
わり

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.11 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1539 大阪府 門真市 企業主導型保育園
Ｂａｂｙｌｅａｆ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・調理室等を適切に整備すること

1540 大阪府 門真市 大阪あいとく保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.21 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1541 大阪府 門真市 たぬきの子保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.14 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1542 大阪府 門真市 リールキッズ門真保
育園

なし H30.11.29 ○

1543 大阪府 門真市 スマイル保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.12.26 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1544 大阪府 藤井寺市 ゆうわ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.12 ○
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1545 大阪府 藤井寺市 グルービーインター
ナショナルベイビー
ズスクール

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.19 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1546 大阪府 藤井寺市 ひじり保育園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H31.2.14 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1547 大阪府 東大阪市 企業主導型保育園
いけしま

・保育計画等を適切に整備すること H30.5.17 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1548 大阪府 東大阪市 ゆうあいＭキッズラ
ンド

なし H30.6.1 ○
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1549 大阪府 東大阪市 かわちのキッズ
ルーム

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.1 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1550 大阪府 東大阪市 そらいろ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.7 ○
・保育室等の面積を適切に確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1551 大阪府 東大阪市 わくわくげんきッズ
二条通り園

・保育所児童保育要録を整備すること H30.9.12 ○

1552 大阪府 東大阪市 あいうえお保育園
鴻池ぱんだ園

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.9.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
1553 大阪府 東大阪市 あいうえお保育園

鴻池うさぎ園
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.9.12 ○

1554 大阪府 東大阪市 ぷちまっしゅ ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.10.16 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1555 大阪府 東大阪市 鴻池カルガモ保育 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.11.22 ○
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

1556 大阪府 東大阪市 リトカ知育保育園水
走WEST

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.11.1 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1557 大阪府 東大阪市 ニコニコ保育園　と
くあん

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.20 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1558 大阪府 東大阪市 リトカ知育保育園
水走　EAST

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.11.21 ○

1559 大阪府 東大阪市 企業主導型保育所
いけしま あやめ保
育園

・嘱託医との契約を締結すること H30.12.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1560 大阪府 東大阪市 プレジャー・キッズ ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.25 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1561 大阪府 東大阪市 あいうえお保育園
鴻池こあら園

なし H31.2.5 ○

1562 大阪府 東大阪市 芸術みらい保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.27 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1563 大阪府 東大阪市 ふかえキッズ ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.8 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1564 大阪府 泉南市 みらい☆えみふる
キッズ

なし H30.12.26 ○

1565 大阪府 四條畷市 梛の木保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.10 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1566 大阪府 四條畷市 迦の森こども保育 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.7 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1567 大阪府 四條畷市 かがやき保育園 なし H30.11.20 ○
1568 大阪府 交野市 スマイルキッズ交野 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切

に実施すること
H30.8.21 ○

1569 大阪府 交野市 千成ヤクルト ほし
のこ保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1570 大阪府 交野市 にじいろ保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.18 ○
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・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1571 大阪府 阪南市 あいうえお保育園
尾崎園

なし H31.2.6 ○

1572 大阪府 泉南郡岬
町

花水木保育園 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.5.23 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・嘱託医との契約を締結すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1573 兵庫県 神戸市兵
庫区

HOPE　PICTURE保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.18 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1574 兵庫県 神戸市中
央区

TicTac保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.5.18 ○

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1575 兵庫県 神戸市灘
区

灘ステーション保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.30 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1576 兵庫県 神戸市兵

庫区
ひまわり保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.31 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・嘱託医との契約を締結すること

1577 兵庫県 神戸市東
灘区

茶屋本庄保育園 ・幼児用トイレを適切に整備すること H30.6.1 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1578 兵庫県 神戸市中
央区

エミリアプリスクー
ル神戸元町

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.1 ○

1579 兵庫県 神戸市中
央区

ニチイキッズニッセ
イみらい神戸三宮
保育園

なし H30.6.8 ○

1580 兵庫県 神戸市中
央区

こぐまえん ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.19 ○

1581 兵庫県 神戸市西
区

保育所　かたつむり
ランド　明石伊川谷
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.25 ○

・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1582 兵庫県 神戸市須
磨区

ドキドキキッズ☆き
らきら園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.25 ○

1583 兵庫県 神戸市東
灘区

ひよっこ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.6.27 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1584 兵庫県 神戸市中
央区

FIGO ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.27 ○

1585 兵庫県 神戸市中
央区

ＮＤＣにこにこ保育
園

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.7.31 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1586 兵庫県 神戸市東
灘区

あおとみどりの保育
園

なし H30.8.1 ○

1587 兵庫県 神戸市長
田区

あい保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.7 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1588 兵庫県 神戸市垂
水区

キッズエクレ ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.8.21 ○
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・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1589 兵庫県 神戸市東

灘区
♪ドレミ保育園深江
北町

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.30 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1590 兵庫県 神戸市中

央区
スマイルもとまち保
育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.6 ○

1591 兵庫県 神戸市須
磨区

キティ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1592 兵庫県 神戸市中
央区

元町オリーブ保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.26 ○

1593 兵庫県 神戸市中
央区

東京インテリアナー
サリー神戸

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.10 ○

1594 兵庫県 神戸市兵
庫区

イオンゆめみらい保
育園 神戸南

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.21 ○

・適切な献立を整備すること
1595 兵庫県 神戸市北

区
保育所　かたつむり
ランド　道場南口園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.21 ○

1596 兵庫県 神戸市中
央区

すぎのこ保育園 なし H30.10.24 ○

1597 兵庫県 神戸市灘
区

灘ひまわりこどもの
家

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.8 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1598 兵庫県 神戸市中
央区

キムラタン保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.11.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1599 兵庫県 神戸市中
央区

ほいくしょSprout ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.28 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1600 兵庫県 神戸市西
区

センコー西神戸保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.11 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1601 兵庫県 神戸市西

区
なでしこ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.11 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1602 兵庫県 神戸市中
央区

北野オリーブ保育
園

なし H30.12.13 指摘なし

1603 兵庫県 神戸市東
灘区

保育ルーム　まん
ぷく御影園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.12.26 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1604 兵庫県 神戸市垂
水区

チャイルドハート保
育サロン　舞子園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.26 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1605 兵庫県 神戸市北
区

しあわせの村保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1606 兵庫県 神戸市北

区
みのり保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.12.26 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1607 兵庫県 神戸市東
灘区

みのり保育園深江 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1608 兵庫県 神戸市垂

水区
キッズブライト・
ジェームス山・プリ
スクール

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.5 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1609 兵庫県 姫路市 保育施設misato ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.18 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・幼児用トイレを適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1610 兵庫県 姫路市 南駅前フレッサ保
育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.24 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1611 兵庫県 姫路市 姫路フレッサ保育 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.7.24 ○
1612 兵庫県 姫路市 飾磨フレッサ保育

園上野田
・保育計画等を適切に整備すること H30.7.24 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1613 兵庫県 姫路市 しらさぎ保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.6.29 ○
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1614 兵庫県 姫路市 タノシキッズ姫路園
インターナショナル
プリスクール

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.31 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1615 兵庫県 姫路市 たまえ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.8.17 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1616 兵庫県 姫路市 もく保育園プラス ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.8.21 ○
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1617 兵庫県 姫路市 アイランド保育所 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.12.5 ○
1618 兵庫県 姫路市 リコルス保育園 なし H30.12.26 ○
1619 兵庫県 姫路市 ひより ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.12.26 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1620 兵庫県 姫路市 保育所ちびっこラン
ド阿保園

・保育所児童保育要録を整備すること H31.1.8 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1621 兵庫県 姫路市 煌保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.10 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1622 兵庫県 姫路市 姫路駅前保育園 ニ
コパらんど

・適切な献立を整備すること H31.1.10 ○

1623 兵庫県 姫路市 グローリーキッズ
ホーム

なし H31.1.17 指摘なし

1624 兵庫県 姫路市 クララ保育園 ・保育室等の面積を適切に確保すること H31.1.22 ○
・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1625 兵庫県 尼崎市 くいせ こどもの駅 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.22 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1626 兵庫県 尼崎市 武庫之荘キッズサ
ポート保育園

・調理室等を適切に整備すること H30.5.22 ○

1627 兵庫県 尼崎市 ハルム保育園 なし H30.6.1 ○
1628 兵庫県 尼崎市 キッズパーク桂木

保育園
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.7.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1629 兵庫県 尼崎市 OOG保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.7.25 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

1630 兵庫県 尼崎市 くれよんきっず保育
園　阪神尼崎園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.1 ○

1631 兵庫県 尼崎市 くれよんきっず保育
園　南塚口園

・検査用保存食材を保存すること H30.8.8 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

1632 兵庫県 尼崎市 保育所ちびっこラン
ドＪＲ尼崎園

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.8.29 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育所児童保育要録を整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1633 兵庫県 尼崎市 スマイル☆キッズ ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.10.25 ○
・検査用保存食材を保存すること

1634 兵庫県 尼崎市 はまようちえんナー
サリールーム

・幼児用トイレを適切に整備すること H30.10.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1635 兵庫県 尼崎市 にこママこのは保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1636 兵庫県 尼崎市 にこママみらい保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.14 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1637 兵庫県 明石市 こぐま保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.18 ○

・保育室等の面積を適切に確保すること
・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1638 兵庫県 明石市 こぐまキッズルーム ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.8 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理室等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1639 兵庫県 明石市 もっちゃんくらぶ ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.6.22 ○
1640 兵庫県 明石市 保育所　かたつむり

ランド　西明石園
・児童票を整備すること H30.7.25 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1641 兵庫県 明石市 ヤクルトキッズス

クール大久保「ひま
わり保育園」

・嘱託医との契約を締結すること H30.7.18 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1642 兵庫県 明石市 ノーリツキッズパー
ク　わくわくすまいる
保育園

なし H30.9.12 ○

1643 兵庫県 明石市 こぐまのお庭 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.19 ○
1644 兵庫県 明石市 たっち２ ・検査用保存食材を保存すること H30.10.2 ○
1645 兵庫県 明石市 保育所　かたつむり

ランド　西明石駅前
園

なし H30.11.21 ○

1646 兵庫県 西宮市 アイリスプライベー
トスクール　ミル
ティーユ

・児童票を整備すること H30.5.18 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

1647 兵庫県 西宮市 すくすく保育わたな ・保育計画等を適切に整備すること H30.5.22 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1648 兵庫県 西宮市 アイリスプライベー
トスクール　ルミ
エール

・嘱託医との契約を締結すること H30.5.23 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
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実施日

改善
報告

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1649 兵庫県 西宮市 関西学院内保育施

設ぽぷら保育園
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.5.31 ○

1650 兵庫県 西宮市 ♪ドレミ保育園武庫
川団地

・嘱託医との契約を締結すること H30.6.20 ○

1651 兵庫県 西宮市 保育所　かたつむり
ランド　西宮園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.25 ○

・保育所児童保育要録を整備すること
1652 兵庫県 西宮市 神門さんの保育園

甲東園
なし H30.7.11 ○

1653 兵庫県 西宮市 西宮山水保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.18 ○
1654 兵庫県 西宮市 はま保育所 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.25 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1655 兵庫県 西宮市 西宮どれみ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.25 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1656 兵庫県 西宮市 わくわくげんきッズ
西宮園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.9.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1657 兵庫県 西宮市 うみとそらの保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.9.27 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・幼児用トイレを適切に整備すること

1658 兵庫県 西宮市 ほいくRoomベビー
ローズ甲子園

なし H30.8.29 ○

1659 兵庫県 西宮市 スマイル保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.30 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

1660 兵庫県 西宮市 用海山水保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.9.7 ○
1661 兵庫県 西宮市 リッツ企業主導型保

育園
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.11.13 ○

・児童票を整備すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1662 兵庫県 西宮市 ぽぽおうちぐみ ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.11.21 ○
1663 兵庫県 洲本市 洲本オリーブ保育 なし H30.5.22 ○
1664 兵庫県 洲本市 ホテルニューアワジ

保育所
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H31.1.10 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1665 兵庫県 芦屋市 チャイルドハート保
育サロン　芦屋園

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.5.22 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1666 兵庫県 芦屋市 茶屋芦屋保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.22 ○
1667 兵庫県 芦屋市 茶屋呉川保育園 なし H30.5.24 ○
1668 兵庫県 芦屋市 みのり保育園芦屋 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.11 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること

1669 兵庫県 芦屋市 茶屋高浜保育園 ・児童票を整備すること H31.1.8 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1670 兵庫県 伊丹市 はるかぜ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.18 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1671 兵庫県 伊丹市 稲野　森のほいくえ
ん

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.4 ○

1672 兵庫県 伊丹市 伊丹ひかりの木保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.1 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1673 兵庫県 豊岡市 えんとつ町のプぺ
ル保育園 とよおか

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.17 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・適切な献立を整備すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

1674 兵庫県 加古川市 ニチイキッズ加古川
野口保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.22 ○

1675 兵庫県 加古川市 えんとつ町のプぺ
ル保育園

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと H30.10.18 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・適切な献立を整備すること

1676 兵庫県 加古川市 タノシキッズ加古川
園インターナショナ
ルプリスクール

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・嘱託医との契約を締結すること

1677 兵庫県 西脇市 西脇市上野保育園 なし H30.5.22 ○
1678 兵庫県 西脇市 西脇市小坂保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.12.27 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1679 兵庫県 西脇市 西脇さくら保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.29 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1680 兵庫県 宝塚市 宝塚すみれ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.23 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1681 兵庫県 宝塚市 保育所　かたつむり
ランド　宝塚南口園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.9.19 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1682 兵庫県 高砂市 わくわくキッズ　は
んぎ

なし H30.5.23 ○

1683 兵庫県 高砂市 保育所ちびっこラン
ド高砂北園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1684 兵庫県 川西市 ハートフルキッズか
わにし

なし H30.7.31 ○

1685 兵庫県 川西市 保育所　かたつむり
ランド　川西能勢口
駅前園

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.8.1 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1686 兵庫県 川西市 川西フレッサ保育 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1687 兵庫県 川西市 宝塚医療大学附属

保育園
なし H30.9.25 ○

1688 兵庫県 川西市 アマナ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.10.2 ○
1689 兵庫県 三田市 保育施設そらいろ ・嘱託医との契約を締結すること H30.5.31 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1690 兵庫県 三田市 保育所　ちびっこラ
ンド　さんだ南が丘
園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.9.27 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1691 兵庫県 篠山市 ささやま　めばえ保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.12 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1692 兵庫県 丹波市 ベビーキンダーラン ・保育計画等を適切に整備すること H31.2.1 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・適切な献立を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1693 兵庫県 淡路市 島と暮らす保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.15 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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実施日

改善
報告

1694 兵庫県 加東市 ヒノデキッズとうじょ
う保育園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H31.1.10 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1695 兵庫県 たつの市 キッズ☆オアシス ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.16 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1696 兵庫県 川辺郡猪
名川町

光の子どもプレス
クール

なし H30.5.23 ○

1697 兵庫県 揖保郡太
子町

トイボックス太子 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.24 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1698 兵庫県 揖保郡太
子町

保育所ちびっこラン
ド太子東園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.10.17 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること

1699 兵庫県 揖保郡太
子町

あすかの保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.18 ○

・検査用保存食材を保存すること
1700 奈良県 奈良市 一条保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.5.24 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・嘱託医との契約を締結すること

1701 奈良県 奈良市 トィンクル中山町保
育園「星の子園」

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.24 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・保育室等の面積を適切に確保すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1702 奈良県 奈良市 のぞみ保育園 ・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと H30.6.8 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1703 奈良県 奈良市 リールキッズ奈良保
育園

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.6.14 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1704 奈良県 奈良市 おひさま保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.10 ○
1705 奈良県 奈良市 ニチイキッズ奈良三

条保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.12 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1706 奈良県 奈良市 都市型保育園ポポ

ラー奈良西大寺園
・児童票を整備すること H30.9.13 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1707 奈良県 奈良市 企業主導型保育園

みどりの家
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.7 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1708 奈良県 奈良市 やまと西大寺ＫＥＣ
保育園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.28 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1709 奈良県 奈良市 ミ・ナーラさくら保育 ・嘱託医との契約を締結すること H30.12.5 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1710 奈良県 奈良市 たけのこ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.11 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1711 奈良県 奈良市 こじかの森保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.26 ○
・保育計画等を適切に整備すること

1712 奈良県 奈良市 きんならニコニコ保
育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.10 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1713 奈良県 大和郡山

市
あゆみ保育園 なし H30.8.1 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

1714 奈良県 大和郡山
市

ＤＭＧ　ＭＯＲＩ奈良
保育園

なし H30.10.30 ○

1715 奈良県 天理市 花音保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.13 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1716 奈良県 橿原市 事業所内保育所
わくわく保育園

・嘱託医との契約を締結すること H30.5.24 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
1717 奈良県 橿原市 奈良県立医科大学

なかよし保育園　新
館

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.8 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1718 奈良県 生駒市 いこいの家NRS ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.12.27 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・検食簿を保管すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1719 奈良県 香芝市 医療法人藤井会
香芝生喜病院附属
すみれ保育園

・嘱託医との契約を締結すること H30.5.25 ○

・保育計画等を適切に整備すること
1720 奈良県 香芝市 いろは保育園 なし H30.7.10 ○
1721 奈良県 生駒郡三

郷町
ハートランド保育園
こうさぎの森

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.5.25 ○

・嘱託医との契約を締結すること
1722 奈良県 生駒郡斑

鳩町
一樹の響 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.27 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1723 和歌山県 和歌山市 エスポBABY ・嘱託医との契約を締結すること H30.7.20 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1724 和歌山県 和歌山市 かもめ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.27 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1725 和歌山県 和歌山市 ニチイキッズみきま
ち保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.30 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1726 和歌山県 和歌山市 奏保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.8.30 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1727 和歌山県 和歌山市 しまキッズランド なし H30.8.31 指摘なし
1728 和歌山県 和歌山市 楽ナーサリースクー

ル
・保育計画等を適切に整備すること H30.10.4 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1729 和歌山県 和歌山市 夢いっぱい保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.23 ○
1730 和歌山県 和歌山市 マリーナ保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.10.25 ○
1731 和歌山県 和歌山市 わっしょい保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H31.1.8 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・児童票を整備すること

1732 和歌山県 和歌山市 クレヨン保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.16 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1733 和歌山県 紀の川市 ひかり保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.7.27 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1734 和歌山県 紀の川市 ふたば保育園 なし H30.8.23 ○
1735 和歌山県 紀の川市 そらな保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.26 ○
1736 和歌山県 西牟婁郡

上富田町
あやとり保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.15 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1737 鳥取県 鳥取市 くまのこ保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.22 ○
1738 鳥取県 鳥取市 ニチイキッズ吉成第

二保育園
なし H30.9.21 ○

1739 鳥取県 米子市 プチトマト保育園 なし H30.6.12 ○
1740 鳥取県 米子市 東クローバー保育 なし H30.6.26 ○
1741 鳥取県 米子市 北クローバー保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1742 鳥取県 米子市 南クローバー保育 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.6.26 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1743 鳥取県 米子市 角盤にじいろ保育 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.8.7 ○
1744 鳥取県 米子市 あいぐらん保育園

米子
・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.8.8 ○

1745 鳥取県 米子市 住吉クローバー保
育園

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.10.30 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

1746 鳥取県 米子市 皆生第２クローバー
保育園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.10.30 ○

1747 鳥取県 米子市 上福原クローバー
保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.30 ○

1748 鳥取県 米子市 たいそう　さん☆さ
ん保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.8 ○

1749 鳥取県 米子市 企業・地域型　きら
☆きら保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.9 ○

1750 鳥取県 米子市 こころキッズ　ワタ
キュー米子ルーム

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.20 ○

1751 鳥取県 米子市 米子第2ナーサ
リー・スクール

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.31 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1752 鳥取県 境港市 境ひまわり保育園 ・児童票を整備すること H30.12.14 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1753 島根県 松江市 ニチイキッズまつえ
上乃木保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.13 ○

1754 島根県 松江市 キッズいちばた ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.24 ○
1755 島根県 松江市 松江南ひまわり保

育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.10.25 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1756 島根県 松江市 つむぎ保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.19 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1757 島根県 松江市 松江北ひまわり保
育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.20 ○

1758 島根県 出雲市 キッズプラス出雲園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.3 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・乳児室と保育室を明確に区分すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1759 島根県 出雲市 あいぐらん保育園
出雲

なし H30.10.4 指摘なし

1760 島根県 出雲市 おひさま保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.11 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

1761 島根県 出雲市 キッズプラスＶｉＶａ ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.12 ○
・検査用保存食材を保存すること

1762 島根県 益田市 益田赤十字病院院
内保育所

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.22 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1763 岡山県 岡山市北

区
イタミ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.6.12 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

1764 岡山県 岡山市北
区

都市型保育園ポポ
ラー岡山表町園

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H30.6.12 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1765 岡山県 岡山市南
区

ちるりら保育園 ・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H30.6.15 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

1766 岡山県 岡山市北
区

よつば保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.6.27 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1767 岡山県 岡山市北

区
あいら保育園 大安
寺

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.28 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1768 岡山県 岡山市北
区

あいら保育園 岡山
駅前

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.6.29 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1769 岡山県 岡山市北
区

ニチイキッズつしま
新野保育園

なし H30.7.3 ○

1770 岡山県 岡山市中
区

ぽっぽ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.4 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1771 岡山県 岡山市北
区

つくし保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.7.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること

1772 岡山県 岡山市中
区

いちご保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.13 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1773 岡山県 岡山市北
区

ポストメイト保育園・
ホテルグランヴィア
岡山

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.8.7 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1774 岡山県 岡山市中
区

第２せいな保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.7 ○

1775 岡山県 岡山市東
区

ひまわり Ｋｉｄ’ｓ Ｌａ
ｎｄ

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.7 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・児童票を整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

1776 岡山県 岡山市北
区

北長瀬表町保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.8 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
1777 岡山県 岡山市北

区
ドルフィン・メイトこ
ども園　中山下

なし H30.8.8 ○

1778 岡山県 岡山市東
区

ハートフル多聞　ス
マイルキッズ

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.8 ○

1779 岡山県 岡山市北
区

スマイル ・嘱託医との契約を締結すること H30.9.19 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1780 岡山県 岡山市北
区

聖さくら学院　よつ
ば保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.20 ○
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1781 岡山県 岡山市北
区

はぐはぐ第二保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.20 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1782 岡山県 岡山市北
区

つしまひまわり保育
園

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.9.21 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1783 岡山県 岡山市東
区

ハートフル多聞
キッズルーム

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.10 ○

1784 岡山県 岡山市北
区

聖さくら学院イン
ターナショナルプレ
スクール

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.12.12 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1785 岡山県 岡山市南

区
ほがらか西市保育
園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.12.13 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1786 岡山県 岡山市北

区
足守もみの木保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.19 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1787 岡山県 岡山市北

区
くんぺる　こどもの
へや　保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.20 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1788 岡山県 岡山市南
区

かもめ保育園 なし H31.1.10 ○

1789 岡山県 岡山市中
区

オージーキッズ
フィールド

なし H31.2.13 ○

1790 岡山県 倉敷市 ドルフィン・メイトこ
ども園

・検査用保存食材を保存すること H30.6.19 ○

・検食簿を保管すること
1791 岡山県 倉敷市 KMCすまいる保育 ・嘱託医との契約を締結すること H30.6.20 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること

1792 岡山県 倉敷市 都市型保育園ポポ
ラー岡山倉敷園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.17 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1793 岡山県 倉敷市 ＪＦＥそらいろ保育
園倉敷

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.18 ○

1794 岡山県 新見市 さくらんぼ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.6.13 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1795 岡山県 備前市 くまのこ保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.11.16 ○
1796 岡山県 瀬戸内市 キッズあじさい ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1797 岡山県 赤磐市 のびのびぞうさん保
育園

なし H30.10.11 ○

1798 岡山県 真庭市 ひなた保育園 なし H30.9.28 ○
1799 岡山県 勝田郡勝

央町
東和ほほえみ保育
園　岡山

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.10.4 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること

1800 広島県 広島市安
佐南区

おうち保育ももの家 ・検査用保存食材を保存すること H30.6.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1801 広島県 広島市西
区

アラキッズルーム ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

1802 広島県 広島市安
佐南区

ふれあい保育園東
原

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること H30.6.15 ○

・検査用保存食材を保存すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1803 広島県 広島市安
芸区

ペンストンキッズ
ガーデン

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.15 ○
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1804 広島県 広島市東
区

レインボー光明 なし H30.6.15 ○

1805 広島県 広島市西
区

成和ベビーアカデ
ミー

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.28 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1806 広島県 広島市中
区

チアキッズ保育園
白島

なし H30.6.29 ○

1807 広島県 広島市西
区

ニックストゥモローラ
ンド　西

・検査用保存食材を保存すること H30.6.29 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1808 広島県 広島市安
佐南区

緑井よつば保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.3 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1809 広島県 広島市安
芸区

すくすく保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.4 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
1810 広島県 広島市中

区
こどな保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.12 ○

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

1811 広島県 広島市西
区

ふたばすくすく保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.27 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1812 広島県 広島市安
佐南区

Peekabooせせらぎ
保育園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.9.11 ○

1813 広島県 広島市中
区

peekaboo保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.9.26 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1814 広島県 広島市安

芸区
たいようすくすく保
育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.9.26 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1815 広島県 広島市安
佐南区

メリィ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.28 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1816 広島県 広島市西
区

セブンなないろ保育
園～広島中広～

・嘱託医との契約を締結すること H30.10.10 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

1817 広島県 広島市中
区

ニチイキッズ十日市
保育園

なし H30.10.11 ○

1818 広島県 広島市中
区

ひろでんまめっこ保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.18 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1819 広島県 広島市佐

伯区
あいぐらん保育園
五日市

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.10.24 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1820 広島県 広島市 ニックストゥモローラ
ンド　佐伯

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.10.25 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
1821 広島県 広島市安

佐南区
サンセリテアカデ
ミー

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.10.25 ○

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1822 広島県 広島市中
区

MIE ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.11.15 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・児童票を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1823 広島県 広島市中
区

中央通り保育所 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.16 ○
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1824 広島県 広島市安
芸区

あんしんすぽっとマ
ツダロジ

なし H30.12.5 ○

1825 広島県 広島市中
区

ヤマナ会なないろ
第Ⅱ託児室

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.6 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1826 広島県 広島市東
区

のぞみ保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1827 広島県 広島市西
区

成和キッズアカデ
ミー

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.6 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1828 広島県 広島市安
佐南区

イオンゆめみらい保
育園 広島祇園

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.12.19 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること

1829 広島県 広島市西
区

ハートフルキッズ南
観音保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.20 ○

1830 広島県 広島市佐
伯区

イオンゆめみらい保
育園 西風新都

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.1.30 ○

1831 広島県 広島市佐
伯区

ふたばすくすく保育
園こころ

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.9 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1832 広島県 広島市西
区

あいぐらん保育園
庚午

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.10 ○

1833 広島県 呉市 さくら託児所 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.26 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

1834 広島県 呉市 にいたにゆめのお ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.5 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

1835 広島県 福山市 グッドライフ東町保
育園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.6.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・適切な献立を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1836 広島県 福山市 みつば保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.6.13 ○
・検食簿を保管すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1837 広島県 福山市 ありがとう保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.7.20 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1838 広島県 福山市 あなかれほいくえん
福山

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.11 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1839 広島県 福山市 ＪＦＥそらいろ保育
園福山

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.12 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1840 広島県 福山市 すこやか保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.8 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1841 広島県 福山市 たんぽぽ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.9 ○
・嘱託医との契約を締結すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1842 広島県 福山市 松風会　こども園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.14 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1843 広島県 福山市 あいぐらん保育園
福山

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.15 ○

1844 広島県 府中市 きらめき保育園 なし H30.9.21 ○
1845 広島県 東広島市 なつめ託児所 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.26 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・検査用保存食材を保存すること

1846 広島県 東広島市 のぞみの森保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.11.1 ○
1847 広島県 東広島市 愛和保育園　西条 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.2 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・適切な献立を整備すること

1848 広島県 東広島市 ふれあい保育園西 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.8 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1849 広島県 東広島市 あいぐらん保育園
西条

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.9 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1850 広島県 東広島市 愛和保育園　八本 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.16 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1851 広島県 廿日市市 にこにこキッズ　くし

ど保育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.13 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1852 広島県 廿日市市 にこにこキッズ　み
やじま保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.15 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1853 広島県 廿日市市 ひだまり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.30 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1854 広島県 安芸高田

市
清風会そらはる保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.18 ○

1855 広島県 安芸郡海
田町

わいわい保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.17 ○

1856 山口県 下関市 りすさんの保育室
第２園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1857 山口県 下関市 りすさんの保育室 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.7.5 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1858 山口県 下関市 やすおかＫＩＤＳ ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.7.13 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

1859 山口県 下関市 ひなぎく保育園 なし H30.9.27 ○
1860 山口県 下関市 みなとあひるっ子園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.28 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1861 山口県 宇部市 YICキッズ ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.20 ○
1862 山口県 宇部市 うべ　岬こども園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.3 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

1863 山口県 宇部市 ぷてぃっと保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.2 ○
1864 山口県 宇部市 コロン保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.3 ○
1865 山口県 宇部市 ひのやま保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.3 ○
1866 山口県 宇部市 ＹＩＣキッズテクノ

パーク
なし H30.10.4 ○

1867 山口県 宇部市 協立こぐま保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H31.1.9 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1868 山口県 山口市 U NURSERY（ユー・
ナーサリー）新山口

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.2 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1869 山口県 山口市 まえば小児科保育 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.8.3 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育計画等を適切に整備すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1870 山口県 山口市 ハッピーランド ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.9 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

1871 山口県 山口市 もりもり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.14 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1872 山口県 防府市 キッズステーション
（駅南ルーム）

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.20 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1873 山口県 防府市 青空保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.8 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1874 山口県 防府市 ペンストンキッズ
ガーデン防府

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.30 ○

・嘱託医との契約を締結すること
1875 山口県 下松市 さくらのテラス ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1876 山口県 下松市 ひだまり保育園えき

みなみ
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.16 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1877 山口県 下松市 HUG GARDEN ほし
のさとKids

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.28 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1878 山口県 下松市 花の子保育園北斗 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.11.29 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育計画等を適切に整備すること

1879 山口県 下松市 あいぐらん保育園
下松

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと H30.12.12 ○

1880 山口県 周南市 TOMONI保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.8 ○
1881 山口県 周南市 ニチイキッズひば

りヶ丘保育園
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.9 ○

1882 山口県 周南市 イオンゆめみらい保
育園周南

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.12.13 ○

1883 山口県 山陽小野
田市

きららキッズ ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.7.13 ○

1884 山口県 山陽小野
田市

企業内保育園
ピーチ・ツリー

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.12.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1885 徳島県 徳島市 協立病院事業所内
保育所

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.6.5 ○

1886 徳島県 徳島市 ヨコミネ式保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.6.5 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること

1887 徳島県 徳島市 ビーンスターク保育
園とくしま

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.6 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

1888 徳島県 徳島市 イオンゆめみらい保
育園 徳島

なし H30.8.7 ○

1889 徳島県 徳島市 あなかれほいくえん
徳島

なし H30.7.20 ○

1890 徳島県 徳島市 ニチイキッズ北たみ
や保育園

なし H30.8.2 ○

1891 徳島県 徳島市 あいぐらん保育園
徳島

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.3 ○

1892 徳島県 徳島市 ソーレ・インターナ
ショナル保育園 三
軒屋園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.17 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1893 徳島県 小松島市 ひまわりルーム ・嘱託医との契約を締結すること H30.7.3 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1894 徳島県 小松島市 カラーズインターナ
ショナル小松島園

なし H30.12.19 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

1895 徳島県 阿南市 Starry保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.6.6 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・幼児用トイレを適切に整備すること

1896 徳島県 美馬市 ソーレ・インターナ
ショナル保育園 脇
町園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.16 ○

1897 徳島県 板野郡松
茂町

Ｋids　center
Akamatsu

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.20 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1898 徳島県 板野郡北
島町

カラーズインターナ
ショナル 北島園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.29 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1899 徳島県 板野郡北
島町

ソーレ・インターナ
ショナル保育園 北
島

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.16 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1900 徳島県 板野郡藍

住町
ソーレ・インターナ
ショナル保育園 藍
住

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.11.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1901 香川県 高松市 あどみっく花園保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
1902 香川県 高松市 保育園アルペジオ

高松宮脇町園
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.5 ○

1903 香川県 高松市 ニチイキッズ高松天
神前保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.6 ○

1904 香川県 高松市 保育園アルペジオ
高松松縄町園

なし H30.6.8 ○

1905 香川県 高松市 松縄なちゅれ保育 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.21 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1906 香川県 高松市 あなかれほいくえん
高松

なし H30.6.22 指摘なし

1907 香川県 高松市 都市型保育園ポポ
ラー高松瓦町園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.27 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1908 香川県 高松市 わくわく保育所 なし H30.7.27 ○
1909 香川県 高松市 スマはぴ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.27 ○
1910 香川県 高松市 アドミック福岡保育 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.9.27 ○
1911 香川県 高松市 百十四ももっこらん ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.9.28 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
1912 香川県 高松市 企業主導型事業所

内保育所和光保育
園

なし H30.11.1 ○

1913 香川県 高松市 くじらの杜保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.2 ○
1914 香川県 高松市 あじの里保育園 ・保育所児童保育要録を整備すること H30.12.11 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1915 香川県 高松市 壱番街ドーム保育 ・保育所児童保育要録を整備すること H30.12.12 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1916 香川県 高松市 さくらの杜保育園 なし H30.12.13 ○
1917 香川県 高松市 トモニスマイル保育

園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.31 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1918 香川県 坂出市 バンビーノ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.6 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1919 香川県 坂出市 にじいろ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.21 ○
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

1920 香川県 善通寺市 わくわくチャイルド ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.20 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1921 香川県 観音寺市 ネムの木保育園と
よはま

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.12.19 ○

1922 香川県 さぬき市 志度木の香保育園 なし H31.1.24 ○
1923 香川県 三豊市 愛幸こども園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.22 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1924 香川県 三豊市 ちぬやキッズ ・乳児室と保育室を明確に区分すること H31.1.22 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1925 香川県 小豆郡土
庄町

清見保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.19 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1926 香川県 小豆郡小
豆島町

草壁保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.20 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1927 香川県 木田郡三
木町

託児所　くすの木 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.6 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

1928 香川県 綾歌郡宇
多津町

123 for BABYs! なし H31.1.23 ○

1929 愛媛県 松山市 いよぎんきっずらん なし H30.6.5 ○
1930 愛媛県 松山市 ハーモニー保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.7 ○

・検査用保存食材を保存すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1931 愛媛県 松山市 ジャックと豆の木園
あそうだ園

・検査用保存食材を保存すること H30.6.8 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
1932 愛媛県 松山市 松山リエール保育 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.8 ○
1933 愛媛県 松山市 エルパティオ保育園 なし H30.6.8 ○
1934 愛媛県 松山市 ゆめみいよ保育園 なし H30.7.3 指摘なし
1935 愛媛県 松山市 アロハエンジェルス

クール空港園
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.8.7 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1936 愛媛県 松山市 アロハエンジェルス

クール　つばき園
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.8.7 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1937 愛媛県 松山市 チアキッズ保育園
保免

なし H30.7.4 ○

1938 愛媛県 松山市 あゆみ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.5 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1939 愛媛県 松山市 めぐみ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.19 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1940 愛媛県 松山市 ここしあ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.20 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1941 愛媛県 松山市 いよてつ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.27 ○
1942 愛媛県 松山市 君子園 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.9.27 ○
1943 愛媛県 松山市 南高井病院保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.9.28 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1944 愛媛県 松山市 ジャックと豆の木園
どいだ園

なし H30.10.18 ○

1945 愛媛県 松山市 三福5starプリス
クール和泉北

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.19 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1946 愛媛県 松山市 あいぐらん保育園

松山
・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.11.15 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1947 愛媛県 松山市 ニチイキッズひめや

ま保育園
なし H30.11.16 ○

1948 愛媛県 松山市 余戸おとのわ保育 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.11.28 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1949 愛媛県 松山市 みその保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.11.29 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1950 愛媛県 松山市 三福5starプリス
クール中村

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.12.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
1951 愛媛県 松山市 いよてつ保育園　松

山市駅
なし H30.12.14 ○

1952 愛媛県 松山市 ひがしの保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.12.18 - H31.3.31
取りやめ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1953 愛媛県 松山市 松山ベテル病院保

育園
なし H30.12.19 ○

1954 愛媛県 松山市 フジにじいろ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.21 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1955 愛媛県 松山市 さかのうえ保育園
小坂園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.22 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1956 愛媛県 松山市 松山しののめ学園
附属保育園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H31.1.23 ○

1957 愛媛県 松山市 キッズパオ道後あ
おぞら園

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H31.1.24 ○

1958 愛媛県 今治市 企業主導型保育園
ナーサリースクー
ル・ガジャ

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.20 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

1959 愛媛県 新居浜市 王子キッズ ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.6 ○
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1960 愛媛県 新居浜市 キッズパオ　イオン
モール新居浜園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.30 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1961 愛媛県 西条市 さくら保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.8 ○
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

1962 愛媛県 四国中央
市

GOO.N すくすくはう
す

・検査用保存食材を保存すること H30.12.20 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1963 高知県 高知市 キッズルーム　あい

あい
なし H30.8.2 ○

1964 高知県 高知市 夢工房　しろみ ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.8.3 ○

1965 高知県 高知市 ニチイキッズニッセ
イみらい南御座保
育園

なし H30.11.8 指摘なし

1966 高知県 高知市 さくら保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.9 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1967 高知県 高知市 都市型保育園ポポ
ラー高知はりまや
園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.12.19 ○

1968 高知県 高知市 ふくのたね保育園
久万

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.12.20 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1969 高知県 高知市 ふくのたね保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.16 ○
1970 高知県 高知市 ふくのたね保育園

薊野
・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H31.1.17 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1971 福岡県 北九州市

小倉北区
キッズ・キッズ　アイ
ム

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.5 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
1972 福岡県 北九州市

小倉南区
タカギキッズ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.6.5 ○

1973 福岡県 北九州市
若松区

Hibikinada Green
Farm トマトの森保
育園

なし H30.6.13 ○

1974 福岡県 北九州市
戸畑区

ぷあぷあ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.13 ○

・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

1975 福岡県 北九州市
戸畑区

鞘ケ谷ほたるの里
保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.14 ○

1976 福岡県 北九州市
若松区

もりのなかま保育園
二島ひよこ園

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること H30.8.7 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

1977 福岡県 北九州市
小倉南区

おりーぶ小倉南保
育園

・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること H30.7.26 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
1978 福岡県 北九州市

小倉北区
さくら保育園　小倉 なし H30.7.27 ○

1979 福岡県 北九州市
八幡西区

あじや保育園Rei〜
レイ〜

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.27 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

1980 福岡県 北九州市
小倉北区

湯川こいこい保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.13 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1981 福岡県 北九州市
小倉北区

ダイイチキッズラン
ド小倉

なし H30.9.14 ○

1982 福岡県 北九州市
八幡西区

菜の花保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.10.17 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1983 福岡県 北九州市
門司区

あゆみ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.10.18 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

1984 福岡県 北九州市
小倉北区

創造館くりくり保育
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.20 ○

1985 福岡県 北九州市
八幡西区

かぜの子保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.6 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

1986 福岡県 北九州市
小倉南区

こころ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H31.1.24 ○

・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
1987 福岡県 北九州市

小倉北区
医療法人社団天翠
会保育所ぽっぽ
ルーム

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.2.6 ○

1988 福岡県 福岡市博
多区

キッズランドコマー
シャルモール博多
園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.6.5 ○

・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

1989 福岡県 福岡市西
区

あじや保育園
OHANA

なし H30.6.5 ○

1990 福岡県 福岡市博
多区

とみよ保育園
HAKATA

なし H30.6.6 ○

1991 福岡県 福岡市東
区

とみよ保育園
HAKOZAKI

なし H30.6.6 ○

1992 福岡県 福岡市中
央区

ゆかり保育園 なし H30.6.5 ○

1993 福岡県 福岡市中
央区

だいみょう保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.6.7 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
1994 福岡県 福岡市中

央区
キッズ　くれよん ・検査用保存食材を保存すること H30.6.7 ○

1995 福岡県 福岡市南
区

グリーンケア子ども
の家

・幼児用トイレを適切に整備すること H30.6.7 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

1996 福岡県 福岡市南
区

光川会保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.7 ○

・嘱託医との契約を締結すること
1997 福岡県 福岡市南

区
えがおのはな保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.7 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・調理室等を適切に整備すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

1998 福岡県 福岡市早
良区

託児所スキップキッ
ズさわら園

・嘱託医との契約を締結すること H30.6.7 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
1999 福岡県 福岡市博

多区
リトルワールド博多
駅南園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.14 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2000 福岡県 福岡市博
多区

Kuukids福岡 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.6.14 ○

2001 福岡県 福岡市中
央区

あいずスポーツ保
育園

・幼児用トイレを適切に整備すること H30.6.14 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
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報告

・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2002 福岡県 福岡市中
央区

ひじり保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.27 ○

2003 福岡県 福岡市中
央区

いふくまち保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.6.28 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2004 福岡県 福岡市東
区

ピノッキオ名島 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2005 福岡県 福岡市博

多区
四季のいろ保育園
博多園

なし H30.7.3 ○

2006 福岡県 福岡市東
区

第2ポケット保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.4 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・児童票を整備すること

2007 福岡県 福岡市博
多区

スマイル保育園　南
福岡園

・嘱託医との契約を締結すること H30.7.4 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

2008 福岡県 福岡市東
区

Ｃａｒｅｎ保育園名島 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.7.5 ○

2009 福岡県 福岡市博
多区

すいーと・なーさ
りー

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
と

H30.7.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
2010 福岡県 福岡市博

多区
ニチイキッズニッセ
イみらい博多保育
園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.11 ○

2011 福岡県 福岡市城
南区

中村学園あけぼの
保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.11 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2012 福岡県 福岡市早

良区
サニーサイドナーサ
リーPlus+

なし H30.7.11 ○

2013 福岡県 福岡市中
央区

Kids Creative Room
からふる　六本松
保育園

・嘱託医との契約を締結すること H30.7.12 ○

2014 福岡県 福岡市早
良区

ニチイキッズ福岡百
道浜保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.12 ○

2015 福岡県 福岡市博
多区

シシィ保育園　博多
園

なし H30.7.12 ○

2016 福岡県 福岡市南
区

オリーブ保育園桧
原

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H30.7.13 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
2017 福岡県 福岡市博

多区
さくら保育園　博多 なし H30.7.13 ○

2018 福岡県 福岡市博
多区

あじや保育園Anera
〜アネラ〜

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.13 ○

2019 福岡県 福岡市城
南区

都市型保育園ポポ
ラー福岡七隈園

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H30.7.13 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

2020 福岡県 福岡市南
区

りんりん保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.19 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2021 福岡県 福岡市東
区

リッコひかり子ども
の家

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.20 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

2022 福岡県 福岡市中
央区

ニチイキッズ福岡渡
辺通保育園

なし H30.7.20 ○

2023 福岡県 福岡市西
区

かがやき保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.1 ○
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2024 福岡県 福岡市西
区

今宿ひまわり保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.2 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
2025 福岡県 福岡市西

区
あかり保育園今宿
園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.3 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2026 福岡県 福岡市東
区

スマイル保育園　香
椎園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.17 ○

2027 福岡県 福岡市博
多区

Baby Love ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.22 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・午睡時の児童の間隔を十分に確保すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

2028 福岡県 福岡市東
区

香住ケ丘コスモス
保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.23 ○

2029 福岡県 福岡市博
多区

マミーハウス ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.23 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2030 福岡県 福岡市博
多区

ひなた保育園 なし H30.8.23 ○

2031 福岡県 福岡市東
区

保育園テトテちはや ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.9.5 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2032 福岡県 福岡市中
央区

Kids Creative Room
からふる

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.9.5 ○

・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること
・検査用保存食材を保存すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2033 福岡県 福岡市中
央区

メデイアファイブ保
育園　薬院

なし H30.9.5 ○

2034 福岡県 福岡市南
区

すぎのこ保育所 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.5 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

2035 福岡県 福岡市早
良区

ぺんぎん保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.9.5 ○

2036 福岡県 福岡市南
区

花畑幼稚舎 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.5 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2037 福岡県 福岡市東
区

みらい園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.9.6 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

2038 福岡県 福岡市中
央区

四季のいろ保育園
舞鶴園

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.9.6 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

2039 福岡県 福岡市中
央区

オリジン保育園 なし H30.9.6 ○
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2040 福岡県 福岡市南
区

ブロッサム保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.6 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること

2041 福岡県 福岡市南
区

キッズクロス ・嘱託医との契約を締結すること H30.9.6 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2042 福岡県 福岡市早

良区
第２星の木保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.6 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと

2043 福岡県 福岡市博
多区

ほっとおひさまてら
す

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.20 ○

2044 福岡県 福岡市博
多区

あかり保育園東比
恵

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.9.21 ○

2045 福岡県 福岡市中
央区

平丘町保育園　ホ
レおばさんの家

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.27 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

2046 福岡県 福岡市中
央区

ふくふく西通り保育
園

なし H30.9.28 ○

2047 福岡県 福岡市博
多区

TACかわばた保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.3 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
2048 福岡県 福岡市博

多区
NPO法人みらい
キッズ　はかた保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.3 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2049 福岡県 福岡市早

良区
イクモ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.3 ○

2050 福岡県 福岡市博
多区

ぱぴよん保育園 なし H30.10.4 ○

2051 福岡県 福岡市中
央区

保育園テトテやくい
ん

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.4 ○

2052 福岡県 福岡市早
良区

西新ぶんか保育園 ・保育室等の面積を適切に確保すること H30.10.4 ○

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2053 福岡県 福岡市博
多区

あい・桜丘保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.10.12 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2054 福岡県 福岡市早
良区

ファミリー保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.17 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

2055 福岡県 福岡市西
区

クオーレ リッコ　す
せんじ保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.17 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2056 福岡県 福岡市中
央区

保育園テトテひらお ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.18 ○

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2057 福岡県 福岡市中
央区

ベルキッズてんじん
保育園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.10.18 ○

2058 福岡県 福岡市早
良区

保育所ちびっこラン
ド飯倉園

・保育室等の面積を適切に確保すること H30.10.18 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
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・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・検査用保存食材を保存すること

2059 福岡県 福岡市西
区

アイリードほいくえ
ん

・嘱託医との契約を締結すること H30.12.4 ○

2060 福岡県 福岡市博
多区

キッズランド那珂店 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.12.4 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

2061 福岡県 福岡市中
央区

キッズランド六本松
店

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.5 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2062 福岡県 福岡市西
区

サンサン保育園 なし H30.11.9 ○

2063 福岡県 福岡市東
区

クオーレ　リッコ保
育園　あおば

なし H30.11.13 ○

2064 福岡県 福岡市早
良区

西新こども保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.14 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・適切な献立を整備すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2065 福岡県 福岡市中
央区

あいずスポーツ保
育園大名

・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.11.15 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
2066 福岡県 福岡市西

区
かえで保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.11.15 ○

2067 福岡県 福岡市博
多区

七星　保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.15 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2068 福岡県 福岡市博
多区

保育所ちびっこラン
ド西春町園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2069 福岡県 福岡市南

区
わんわん保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.21 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2070 福岡県 福岡市東

区
みらい保育園（福岡
県）

なし H30.11.29 ○

2071 福岡県 福岡市南
区

やよい坂ひまわり
保育園

なし H30.12.12 ○

2072 福岡県 福岡市東
区

福岡千早保育園
ちょうちょ

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.12.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2073 福岡県 福岡市南
区

ふくぎんきっずらん
どpetit petit

なし H30.12.13 ○

2074 福岡県 福岡市博
多区

キャナルキッズラン
ド保育園

・保育所児童保育要録を整備すること H31.2.5 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
2075 福岡県 福岡市東

区
バンビ保育園 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切

に実施すること
H30.12.27 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

2076 福岡県 福岡市城
南区

福岡大学ななくまの
もり保育園

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと H31.1.8 ○

2077 福岡県 福岡市博
多区

四季のいろ保育園
吉塚園

なし H31.1.24 ○

2078 福岡県 福岡市東
区

名島コスモス保育
園

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H31.1.29 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
2079 福岡県 福岡市城

南区
のぎ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.31 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2080 福岡県 福岡市早

良区
小笠木観光ひかり
保育園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.31 ○

2081 福岡県 福岡市東
区

Bee Pop
international
Preschool

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.2.6 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
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2082 福岡県 大牟田市 大牟田市立病院院
内保育所　さくら
キッズ

なし H30.6.12 ○

2083 福岡県 大牟田市 すこやか保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.6.20 ○
2084 福岡県 大牟田市 てとてのたまご ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.13 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
2085 福岡県 大牟田市 ありじゅくきっず ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.14 ○
2086 福岡県 大牟田市 マリアゆめのもり保

育園
・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.10.18 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

2087 福岡県 久留米市 クルメキッズランド ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.8.7 ○
・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2088 福岡県 久留米市 あじや保育園
Mahalo〜マハロ〜

なし H30.8.29 ○

2089 福岡県 久留米市 天神キッズ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.24 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2090 福岡県 久留米市 合川みらい保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.25 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2091 福岡県 久留米市 丸信インターナショ
ナル保育園

なし H31.1.22 ○

2092 福岡県 久留米市 ハイジア乳児保育 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H31.1.30 ○
2093 福岡県 久留米市 たからプレスクール ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

2094 福岡県 直方市 株式会社もち吉企
業内保育所もちだ
んご村保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.16 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2095 福岡県 直方市 医療法人　健明会

ひなた保育所
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.21 ○

2096 福岡県 飯塚市 ゆうき保育園 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H30.6.12 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2097 福岡県 飯塚市 花梨保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.11 ○
2098 福岡県 飯塚市 くぬぎ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.18 ○
2099 福岡県 飯塚市 さくら保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.2.7 ○

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2100 福岡県 柳川市 みつばち保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.11.8 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2101 福岡県 柳川市 いきいき保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.11.9 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・調理室等を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

2102 福岡県 八女市 陽だまり保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.22 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2103 福岡県 筑後市 そおう保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.19 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

2104 福岡県 筑後市 ぶどうの樹げんき なし H30.7.20 ○
2105 福岡県 筑後市 太陽の家　にじいろ

こども園筑後
・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.29 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2106 福岡県 大川市 ここ和保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.12 ○
・検査用保存食材を保存すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・嘱託医との契約を締結すること

2107 福岡県 豊前市 福の樹保育園 なし H30.12.7 ○
2108 福岡県 中間市 ウエルキッズ なし H30.7.25 ○
2109 福岡県 小郡市 小郡みすずの森保

育園
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.20 ○

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2110 福岡県 小郡市 こぐま子どもの家 ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.11.20 ○
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2111 福岡県 筑紫野市 キッズ・キッズ筑紫 なし H30.7.19 ○
2112 福岡県 筑紫野市 Chibiharu ZERO-

ONE
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.16 ○

2113 福岡県 筑紫野市 せいわの杜　おとの
わ保育園

なし H30.8.22 ○

2114 福岡県 筑紫野市 にこにこ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.23 ○
2115 福岡県 筑紫野市 木馬こども園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.30 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2116 福岡県 春日市 （仮称）風の谷保育
園乳児部

・調理室等を適切に整備すること H30.6.6 ○

・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

2117 福岡県 春日市 風の谷保育園　白
水ヶ丘

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.12 ○

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2118 福岡県 春日市 春日駅前なないろ
保育園

なし H30.6.27 ○

2119 福岡県 春日市 春日あおぞら保育 ・児童票を整備すること H30.6.28 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2120 福岡県 春日市 オハナ保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.12 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・児童票を整備すること
・保育所児童保育要録を整備すること

2121 福岡県 春日市 春日保育所 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.22 ○
2122 福岡県 春日市 こもれび保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.11 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2123 福岡県 春日市 上白水保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.17 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2124 福岡県 春日市 風の谷はらっぱ保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.4 ○

・保育所児童保育要録を整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2125 福岡県 春日市 梨の実保育園 ・児童票を整備すること H30.12.7 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2126 福岡県 大野城市 イオンゆめみらい保
育園乙金

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること H30.6.12 ○

2127 福岡県 大野城市 おおりん保育園 なし H30.6.21 ○
2128 福岡県 大野城市 大池さんしょう保育 なし H30.7.11 ○
2129 福岡県 大野城市 東大利保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.7.12 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2130 福岡県 大野城市 ふよう保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.10.31 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
2131 福岡県 大野城市 クオーレ リッコ　しも

おおり保育園
・保育計画等を適切に整備すること H30.11.1 ○

2132 福岡県 大野城市 ぽかぽか保育園
大野城園

・保育計画等を適切に整備すること H30.11.13 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・児童票を整備すること
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
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2133 福岡県 大野城市 月の浦保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.12 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2134 福岡県 大野城市 第2このみ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.20 ○
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2135 福岡県 大野城市 なないろ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H31.1.16 ○
2136 福岡県 大野城市 リョーユー保育園 なし H31.1.17 ○
2137 福岡県 宗像市 なかよし保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.27 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2138 福岡県 宗像市 スター保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.27 ○
2139 福岡県 太宰府市 おひさまがおかほ

いくえん
・保育計画等を適切に整備すること H30.6.27 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2140 福岡県 太宰府市 はっぴぃ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.28 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・検査用保存食材を保存すること
・調理・調乳に携わる職員の検便を実施すること

2141 福岡県 太宰府市 大宰府ひまわり保
育園

なし H30.11.28 ○

2142 福岡県 古賀市 森のぽかぽか保育
園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
2143 福岡県 古賀市 大富保育園 なし H30.11.13 ○
2144 福岡県 古賀市 はにかむ保育園 なし H30.11.14 ○
2145 福岡県 福津市 すわ保育園本館 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.19 ○

・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

2146 福岡県 福津市 すわ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.26 ○
・保育計画等を適切に整備すること

2147 福岡県 福津市 医療法人社団水光
会　保育施設　ひま
きのの森

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.9.28 ○

2148 福岡県 福津市 日蒔野うみがめ保
育園

・検査用保存食材を保存すること H30.12.19 ○

2149 福岡県 うきは市 クローバー保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.28 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2150 福岡県 朝倉市 ドラモリ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.5 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

2151 福岡県 糸島市 あっぷる保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.20 ○
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2152 福岡県 糸島市 ひまり保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.23 ○
2153 福岡県 筑紫郡那

珂川町
ふくろうの森保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.27 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育室等の面積を適切に確保すること
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること

2154 福岡県 筑紫郡那
珂川町

ひとは保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.28 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2155 福岡県 筑紫郡那

珂川町
くりのみ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.11 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2156 福岡県 筑紫郡那

珂川町
クオーレ リッコ　な
かがわ保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.7.13 ○

2157 福岡県 筑紫郡那
珂川町

風の谷のはら保育
園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.12.5 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

2158 福岡県 糟屋郡志
免町

ラズリ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.6.6 ○
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2159 福岡県 糟屋郡志
免町

ワンダー保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.27 ○

・マニュアルに基づく感染症対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること

2160 福岡県 糟屋郡志
免町

みなみの風花と緑
の保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.28 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2161 福岡県 糟屋郡志
免町

みなみの風ファミ
リー保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.2 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
2162 福岡県 糟屋郡志

免町
くじら保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.3 ○

2163 福岡県 糟屋郡志
免町

イオンゆめみらい保
育園福岡東

・検査用保存食材を保存すること H30.8.22 ○

2164 福岡県 糟屋郡志
免町

シティーラインにじ
いろ保育園

・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.23 ○

2165 福岡県 糟屋郡志
免町

鉄道公園前保育所 ・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.9.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2166 福岡県 糟屋郡志
免町

第二みなみざと保
育園

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること H30.9.14 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2167 福岡県 糟屋郡志
免町

とみよ保育園
KASUYA

・児童票を整備すること H30.12.4 ○

2168 福岡県 糟屋郡須
惠町

ナサ保育園 なし H30.11.14 ○

2169 福岡県 糟屋郡新
宮町

東京インテリアナー
サリー福岡新宮

なし H30.7.31 ○

2170 福岡県 糟屋郡新
宮町

あじや保育園
ALOHA〜アロハ〜

なし H30.12.5 指摘なし

2171 福岡県 糟屋郡粕
屋町

桃梨保育園 ・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H30.6.13 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること

2172 福岡県 糟屋郡粕
屋町

ポケット保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.24 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
2173 福岡県 糟屋郡粕

屋町
クレイン保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.10.25 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
2174 福岡県 糟屋郡粕

屋町
粕屋仲原コスモス
保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.11 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2175 福岡県 遠賀郡芦
屋町

このは保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.23 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2176 福岡県 遠賀郡水

巻町
マリア子どもの家 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.28 ○

2177 福岡県 遠賀郡遠
賀町

キッズステーション
ひびき

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.27 ○

2178 福岡県 朝倉郡筑
前町

じょんやま保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.27 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2179 福岡県 八女郡広
川町

はなまる保育園 なし H30.12.26 ○

2180 佐賀県 佐賀市 保育所　ぴっころ ・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H30.6.20 ○
2181 佐賀県 佐賀市 ニチイキッズ佐賀医

大通り保育園
なし H30.6.21 指摘なし

2182 佐賀県 佐賀市 あさぎり保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.4 ○
2183 佐賀県 佐賀市 おへそつながり ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.15 ○
2184 佐賀県 佐賀市 しゅしゅの森保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.16 ○

・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2185 佐賀県 佐賀市 すこやか保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.13 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
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2186 佐賀県 佐賀市 ココロ保育園 ・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.9.14 ○
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2187 佐賀県 佐賀市 平成会かもめ保育 ・幼児用トイレを適切に整備すること H30.11.9 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2188 佐賀県 唐津市 キッズテラス ・保育計画等を適切に整備すること H30.7.5 ○
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2189 佐賀県 唐津市 は～とふるほいくえ
ん

・保育計画等を適切に整備すること H30.9.21 ○

・嘱託医との契約を締結すること
2190 佐賀県 唐津市 あかみず保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.16 ○

・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
2191 佐賀県 鳥栖市 とみよ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.6.5 ○
2192 佐賀県 鳥栖市 みなくる保育園 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切

に実施すること
H30.8.29 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2193 佐賀県 鳥栖市 ひよ子保育園とどろ
き

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.30 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・嘱託医との契約を締結すること

2194 佐賀県 鳥栖市 SBIキッズガーデン なし H30.8.31 ○
2195 佐賀県 鳥栖市 まごころ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.16 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
2196 佐賀県 伊万里市 Stepeer伊万里 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.8 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・保育計画等を適切に整備すること
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・検査用保存食材を保存すること

2197 佐賀県 武雄市 Stepeer武雄 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.8 ○
2198 佐賀県 小城市 すまいる保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.8 ○

・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
2199 長崎県 長崎市 長崎大学文教おも

やい保育園
なし H30.6.8 ○

2200 長崎県 長崎市 ニチイキッズ長崎新
地保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.4 ○

2201 長崎県 長崎市 ひこみのほし保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.5 ○
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2202 長崎県 長崎市 みなとの丘保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.9.20 ○
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2203 長崎県 長崎市 ごとうまち保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.21 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2204 長崎県 長崎市 みなみのかぜ保育 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.16 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2205 長崎県 佐世保市 長崎工場 わかば保
育園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.1.30 ○

2206 長崎県 佐世保市 ハウステンボス保
育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.1.31 ○

2207 長崎県 諫早市 みらいの保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.1.17 ○
2208 長崎県 大村市 みなみの保育園 なし H30.8.16 ○
2209 長崎県 西彼杵郡

長与町
もりのほいくえん
のぞみの杜

・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

H30.8.15 ○

2210 熊本県 熊本市中
央区

鶴屋保育園エン
ジェリア

・検査用保存食材を保存すること H30.6.13 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

2211 熊本県 熊本市東
区

ニコ保育園 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.6.13 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
・検査用保存食材を保存すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

2212 熊本県 熊本市中
央区

コアラ保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.7.3 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2213 熊本県 熊本市中
央区

ゆうすい保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.7.4 ○

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
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2214 熊本県 熊本市東
区

白川の里保育園 なし H30.7.5 ○

2215 熊本県 熊本市東
区

長嶺あい保育園
シャローム

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.11 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2216 熊本県 熊本市南
区

第二ムジカ保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.7.13 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
2217 熊本県 熊本市東

区
赤とんぼ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.8.22 ○

2218 熊本県 熊本市中
央区

都市型保育園ポポ
ラー熊本水前寺公
園

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.29 ○

・児童票を整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2219 熊本県 熊本市中
央区

ニチイキッズほたく
ぼ保育園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.8.29 ○

2220 熊本県 熊本市西
区

大同スマイル保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.29 ○

2221 熊本県 熊本市南
区

チャレッジ保育園 ・児童票を整備すること H30.8.29 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2222 熊本県 熊本市中
央区

託児所MoMo ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.30 ○

2223 熊本県 熊本市東
区

保育所ちびっこラン
ド神水園

なし H30.8.30 ○

2224 熊本県 熊本市東
区

あいな保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.8.30 ○

2225 熊本県 熊本市南
区

りんな保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.8.30 ○

・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること
2226 熊本県 熊本市中

央区
託児所　スキップ
キッズ

・幼児用トイレを適切に整備すること H30.9.27 ○

2227 熊本県 熊本市東
区

熊本赤十字病院院
内保育所「オリー
ブ」

なし H30.11.9 ○

2228 熊本県 熊本市中
央区

大江の森保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.15 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2229 熊本県 熊本市東

区
くまのこ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.11.14 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2230 熊本県 熊本市中
央区

かごまち保育舎
ぴーかーぶー

・検査用保存食材を保存すること H31.2.14 ○

2231 熊本県 熊本市中
央区

いろは保育園 なし H31.1.25 ○

2232 熊本県 熊本市西
区

らっこ保育園 なし H31.2.14 ○

2233 熊本県 八代市 あすなろ保育園 ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.11.13 ○

・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2234 熊本県 人吉市 燕商工保育園 ・園だより、連絡帳等により保護者との連絡体制を整えること H30.12.12 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2235 熊本県 玉名市 IQキッズゆうき園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.17 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2236 熊本県 菊池市 社会福祉法人菊愛
会　企業主導型保
育所　りとる♡まむ

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.8 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2237 熊本県 宇城市 キッズランド　こころ ・検査用保存食材を保存すること H30.6.5 ○
2238 熊本県 天草市 美野里保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.30 ○

・児童票を整備すること
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・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2239 熊本県 合志市 ぞうさんのはな保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2240 熊本県 菊池郡大
津町

ぴちゅの森子ども園 ・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.10.16 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

2241 熊本県 菊池郡大
津町

未来の森保育所 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H31.1.24 ○

・保育計画等を適切に整備すること
2242 熊本県 菊池郡菊

陽町
あおぞら保育園 ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保

すること
H30.7.12 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

2243 熊本県 菊池郡菊
陽町

ちゃれんじ保育園 ・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること H31.1.30 ○

2244 熊本県 上益城郡
嘉島町

保育所ちびっこラン
ド嘉島園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.7.26 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること

2245 熊本県 上益城郡
嘉島町

熊本回生会病院に
じいろ保育園

・嘱託医との契約を締結すること H30.9.28 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

2246 熊本県 上益城郡
嘉島町

イオンゆめみらい保
育園 熊本

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること

H30.12.13 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・児童相談所等の専門的機関の一覧表を整備すること

2247 大分県 大分市 あいむ保育園おお
いた園

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H30.6.20 ○

2248 大分県 大分市 はなはなこどもルー
ム

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.21 ○

2249 大分県 大分市 マジカルガーデン ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.3 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2250 大分県 大分市 なかよしバンビーノ
保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.7.4 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2251 大分県 大分市 みなはる保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.5 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・保育計画等を適切に整備すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2252 大分県 大分市 ひだまりのおか保
育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.7.26 ○

2253 大分県 大分市 パイナップル保育 なし H30.8.1 ○
2254 大分県 大分市 ごえん保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.8.2 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2255 大分県 大分市 あおぞら保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.8.7 ○
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること

2256 大分県 大分市 保育所ちびっこラン
ド大分高砂園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.8.8 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2257 大分県 大分市 こーず保育園 なし H30.9.20 ○
2258 大分県 大分市 ニチイキッズ羽屋保

育園
なし H30.9.21 ○

2259 大分県 大分市 公園通り保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.8 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2260 大分県 大分市 ハーネス保育園 ・嘱託医との契約を締結すること H30.11.9 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

2261 大分県 大分市 スマイスセレソンス
ポーツ保育園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.1.10 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2262 大分県 大分市 ぽっぽ保育園 ・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと H31.1.17 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

2263 大分県 大分市 わかばこどもルー ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H31.2.6 ○
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

2264 大分県 別府市 つばめ保育園 なし H30.8.7 ○
2265 大分県 別府市 あいむ保育園　いし

がき園
・嘱託医との契約を締結すること H30.8.8 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2266 大分県 別府市 ひまわり保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.9.20 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2267 大分県 別府市 B-kids なし H31.1.17 ○
2268 大分県 中津市 とみよ保育園　ＮＡ

ＫＡＴＳＵ
なし H31.1.30 ○

2269 大分県 中津市 あおぞら保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H31.1.16 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2270 大分県 宇佐市 九州工場 わかば保
育園

なし H30.12.6 ○

2271 大分県 速見郡日
出町

キッズステーション
ようこくえん

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.3 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2272 大分県 速見郡日

出町
すずらん保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.9.21 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

2273 宮崎県 宮崎市 さんこうこどもえん ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.24 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2274 宮崎県 宮崎市 ニチイキッズ宮崎駅
前保育園

なし H30.10.25 ○

2275 宮崎県 宮崎市 フェニックスキッズ
ボンベルタ橘

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること H31.1.22 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2276 宮崎県 宮崎市 フェニックスキッズ

宮交シティ
・保育所児童保育要録を整備すること H31.1.23 ○

2277 宮崎県 宮崎市 サティ子ども園 ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H31.1.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2278 宮崎県 宮崎市 はなの保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.23 ○
2279 宮崎県 宮崎市 サンキッズ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.24 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

2280 宮崎県 宮崎市 フェニックスキッズ
おおはし

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H31.2.26 ○

2281 宮崎県 宮崎市 フェニックスキッズ
つるのしま

なし H31.2.27 ○

2282 宮崎県 日南市 キッズルームはな
たて

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.10.31 ○
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
2283 宮崎県 日向市 はらぺこあおむし保

育園
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.1 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2284 鹿児島県 鹿児島市 ほいくえんよしよし ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.6 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと

2285 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島厚生連病院
わかばっこ保育園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.6.14 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・乳児室と保育室を明確に区分すること

2286 鹿児島県 鹿児島市 むぎっこ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.6.20 ○
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・保育計画等を適切に整備すること

2287 鹿児島県 鹿児島市 かぎん保育園ゆめ
いろ

・保育計画等を適切に整備すること H30.6.21 ○

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2288 鹿児島県 鹿児島市 七福保育所 なし H30.7.19 ○
2289 鹿児島県 鹿児島市 ニチイキッズあらた

保育園
なし H30.7.20 ○

2290 鹿児島県 鹿児島市 パピー保育園 ・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.8.1 ○

・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ

2291 鹿児島県 鹿児島市 きのみ保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.8.2 ○
2292 鹿児島県 鹿児島市 あおぞら吉野保育 ・保育計画等を適切に整備すること H30.8.3 ○
2293 鹿児島県 鹿児島市 すこやか保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.10.16 ○
2294 鹿児島県 鹿児島市 なないろ保育園 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H30.10.17 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2295 鹿児島県 鹿児島市 Fキッズ保育園 ・保育室等の面積を適切に確保すること H30.10.18 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2296 鹿児島県 鹿児島市 ゆあ保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.10.24 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2297 鹿児島県 鹿児島市 ナーサリースクール
えがおのてんとうむ
し鹿児島天文館

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.31 ○

2298 鹿児島県 鹿児島市 そらのまちほいくえ ・幼児用トイレを適切に整備すること H30.11.1 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2299 鹿児島県 鹿児島市 企業主導型保育事
業所 ちびっこハウ
ス保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.12.12 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
2300 鹿児島県 鹿児島市 あいぐらん保育園

鹿児島
・保育計画等を適切に整備すること H30.11.9 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2301 鹿児島県 鹿児島市 ぴよぴよ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.11 ○
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・適切な献立を整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2302 鹿児島県 鹿児島市 宇宿チェリー保育園 ・乳児室と保育室を明確に区分すること H30.11.13 ○
・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと

2303 鹿児島県 鹿児島市 もりのこ保育所 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.11.14 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

2304 鹿児島県 鹿児島市 チャチャチャキッズ
保育園

なし H30.11.15 ○

2305 鹿児島県 鹿児島市 CRAYON KIDS ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.11.28 ○
・病児保育事業の実施に当たり適切なスペースを確保すること
・保育計画等を適切に整備すること
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文書指摘項目のうち職員配置や保育内容に関するもの（抜粋） 備考No 都道府県名 市町村名 施設名 指導・監査
実施日

改善
報告

・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・適切な献立を整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2306 鹿児島県 鹿児島市 ラジャ・インターナ
ショナル保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.11.29 ○

2307 鹿児島県 鹿児島市 おしろ保育園 ・検査用保存食材を保存すること H30.12.11 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2308 鹿児島県 鹿児島市 わいずの杜保育園 なし H30.12.12 ○
2309 鹿児島県 鹿児島市 あっぷるキッズ保育

園
・保育計画等を適切に整備すること H31.1.22 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること
・児童票を整備すること

2310 鹿児島県 鹿児島市 つなぐ手保育園 ・設備等の安全対策を適切に行うこと H30.12.13 ○
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2311 鹿児島県 鹿児島市 ちゅーりっぷ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.19 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2312 鹿児島県 鹿児島市 かいせい保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.25 ○
2313 鹿児島県 鹿児島市 オリーブキッズ保育

園
・保育計画等を適切に整備すること H31.1.25 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2314 鹿児島県 鹿児島市 中山バイパス保育 なし H31.1.30 ○
2315 鹿児島県 鹿児島市 たにっこ保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.31 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2316 鹿児島県 鹿児島市 Angel Kids ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.31 ○
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2317 鹿児島県 鹿児島市 鹿児島大学さっつ
ん保育園

・嘱託医との契約を締結すること H31.2.6 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
2318 鹿児島県 鹿児島市 天文館てんてん保

育園
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.2.21 ○

2319 鹿児島県 鹿屋市 キッズハウスりんり ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.24 ○
・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2320 鹿児島県 鹿屋市 アレグリアファーム
こども園かのやKid’
s保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.25 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2321 鹿児島県 鹿屋市 ひいらぎ保育園 ・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H31.1.31 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること

2322 鹿児島県 鹿屋市 COCO保育園 なし H31.1.31 ○
2323 鹿児島県 指宿市 ひまわりこども園 ・保育計画等を適切に整備すること H31.1.30 ○

・検査用保存食材を保存すること
2324 鹿児島県 薩摩川内

市
なでしこ保育園 ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.11.8 ○

2325 鹿児島県 霧島市 ひより保育園 ・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.10.31 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2326 鹿児島県 霧島市 院内保育所おひさ ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.1 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2327 鹿児島県 霧島市 保育園にこ＆はう ・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.19 ○
・検査用保存食材を保存すること

2328 鹿児島県 霧島市 みゆき保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.20 ○
2329 鹿児島県 南さつま キッズ野の花 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.24 ○
2330 鹿児島県 志布志市 さくら保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H31.1.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2331 鹿児島県 姶良市 たちばなこどもラン なし H31.1.23 ○
2332 鹿児島県 姶良市 イオンゆめみらい保

育園あいら
なし H30.12.18 ○
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2333 鹿児島県 姶良市 あいらの保育園　の
いぎーあ

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.24 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2334 鹿児島県 肝属郡肝
付町

みなみのたいよう保
育園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.1.30 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること

2335 鹿児島県 大島郡徳
之島町

ゆりかご保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.22 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・屋上の屋外遊戯場の設備基準を遵守すること

2336 沖縄県 那覇市 サニーハート保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.20 ○
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2337 沖縄県 那覇市 めばえーる ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.27 ○
2338 沖縄県 那覇市 第２にじいろ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.6.27 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
2339 沖縄県 那覇市 ちゅらさん保育園 ・病児保育事業の実施に当たり専任職員を確保すること H30.6.28 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
2340 沖縄県 那覇市 企業主導型保育事

業所　かなさ保育園
・一時預かり事業（一般型)の実施に当たり適切なスペースを確保
すること

H30.7.27 ○

・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2341 沖縄県 那覇市 なないろキッズ保育
園

・保育計画等を適切に整備すること H30.8.3 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・定期的なブレスチェックを適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2342 沖縄県 那覇市 ハイブリッドマムオ
キナワインターナ
ショナルスクール

・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H30.12.11 ○

・設備等の安全対策を適切に行うこと
2343 沖縄県 那覇市 オレンジキッズラン ・検査用保存食材を保存すること H30.11.20 ○

・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
2344 沖縄県 那覇市 アスクあけぼの海

宝保育園
なし H31.1.17 ○

2345 沖縄県 那覇市 しゅりそら保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.24 ○
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2346 沖縄県 那覇市 ニチイキッズニッセ
イみらい小禄保育
園

なし H31.1.24 ○

2347 沖縄県 那覇市 てぃんがーら保育 ・嘱託医との契約を締結すること H31.1.31 ○
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・適切な献立を整備すること

2348 沖縄県 那覇市 チャイルドハート保
育サロン　沖縄園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.2.7 ○

2349 沖縄県 那覇市 ＫＢＣみらい保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.2.7 ○
2350 沖縄県 那覇市 OHANAほいくえん

なは
なし H31.2.20 ○

2351 沖縄県 宜野湾市 もりのなかま真志喜
園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.12.12 ○

2352 沖縄県 宜野湾市 もりのなかま保育園
佐真下園

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期） H30.12.12 ○

2353 沖縄県 宜野湾市 キラキラすまいる保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.23 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・検査用保存食材を保存すること

2354 沖縄県 宜野湾市 さつき企業内保育 ・一時預かり事業（一般型）の実施に当たり専任職員を確保するこ H31.1.24 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2355 沖縄県 石垣市 ひばりの保育　石垣
のいえ

なし H30.6.21 ○

2356 沖縄県 石垣市 クローバーキッズク
ラブ （石垣エスエス
グループ事業所内
保育所）

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.6 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
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・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

2357 沖縄県 浦添市 クオーレ　リッコ　う
らそえ保育園

・保育計画等を適切に整備すること H30.10.24 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2358 沖縄県 浦添市 社会医療法人仁愛
会　にこにこ保育園

なし H30.10.25 ○

2359 沖縄県 浦添市 お山保育園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H30.10.30 ○
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2360 沖縄県 浦添市 ライオンの子保育 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.10.31 ○
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること

2361 沖縄県 浦添市 みらい保育園　おお
ひら園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.24 ○

2362 沖縄県 浦添市 みらい保育園　じっ
ちゃく園

なし H31.2.7 ○

2363 沖縄県 浦添市 ライオンの子保育
園分園

・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと H31.2.19 ○

2364 沖縄県 浦添市 はぐくみ保育園マチ
ナト園

・保育計画等を適切に整備すること H31.2.20 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと

2365 沖縄県 名護市 カヌチャベイリゾート
保育園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.22 ○

・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2366 沖縄県 名護市 ちゅらうみ保育園 ・苦情処理規程を整備し職員へ周知すること H31.1.23 ○
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・検査用保存食材を保存すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること

2367 沖縄県 糸満市 めぶき園 ・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと H31.1.30 ○
・午睡時のうつぶせ寝への対応を適切に行うこと
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・開所時間のすべてにおいて、必要な保育従事者数の半数以上
の保育士を確保すること
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・適切な献立を整備すること

2368 沖縄県 沖縄市 一般社団法人きら
ら　きらら保育園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.8.1 ○

・乳児室と保育室を明確に区分すること
・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること
・嘱託医との契約を締結すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の提供は自園調理等により適切に行うこと

2369 沖縄県 沖縄市 みらい保育園　プラ
ザハウス園

・児童票を整備すること H30.8.2 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること

2370 沖縄県 沖縄市 もりのなかま保育園
宮里園

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H30.12.11 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
2371 沖縄県 沖縄市 もりのなかま保育園

古謝園
・児童票を整備すること H31.1.22 ○

2372 沖縄県 沖縄市 もりのなかま保育園
美里ひよこ園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.23 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
2373 沖縄県 沖縄市 あいあい保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.22 ○

・幼児用トイレを適切に整備すること
・保育計画等を適切に整備すること

2374 沖縄県 沖縄市 アスクのぼりかわ保
育園

なし H31.1.23 ○

2375 沖縄県 豊見城市 すたあキッズトヨプ
ラ保育園

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.6.20 ○

2376 沖縄県 豊見城市 ベルキッズとよさき
保育園

なし H30.6.21 ○

2377 沖縄県 豊見城市 ゆうあいキッズ園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.19 ○
・非常災害に対する具体的計画（消防計画）の策定・訓練等を適切
に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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・検査用保存食材を保存すること
2378 沖縄県 豊見城市 豊見城の星保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.12.20 ○

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2379 沖縄県 うるま市 城の森保育園 ・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H30.10.31 ○
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2380 沖縄県 うるま市 ちきーと保育園 ・保育計画等を適切に整備すること H30.11.1 ○
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2381 沖縄県 南城市 しののめnursery
school（Ⅱ）

・定員20名以上に必要な医務室を適切に整備すること H31.1.31 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・アレルギー対応マニュアルを適切に整備すること
・マニュアルに基づく食事のアレルギー対策を適切に行うこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2382 沖縄県 中頭郡読
谷村

光の子幼児学園
読谷園

・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.22 ○

・検査用保存食材を保存すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと

2383 沖縄県 中頭郡北
谷町

Hope　International
Academy　シーサイ
ド保育園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.16 ○

・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと

2384 沖縄県 中頭郡北
谷町

ビーチサイド保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H31.1.23 ○

2385 沖縄県 中頭郡中
城村

社会医療法人かり
ゆし会　はーとらい
ふ保育園

なし H31.1.30 ○

2386 沖縄県 中頭郡西
原町

うえはら（きらら）保
育園

・保育計画等を適切に整備すること H31.1.31 ○

・マニュアルに基づく虐待防止対策を適切に行うこと
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
・食事の外部搬入業務については書面で契約を交わすこと
・保育内容及び利用料金等を適切に掲示（提示）すること

2387 沖縄県 島尻郡南
風原町

イオンゆめみらい保
育園はえばる

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること H30.7.20 ○

・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
2388 沖縄県 島尻郡南

風原町
ゆかぜ保育園 ・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること H30.7.19 ○

・保育計画等を適切に整備すること
・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）

2389 沖縄県 島尻郡南
風原町

みらい保育園つか
ざん園

・事業計画に沿って病児保育事業の実施に努めること H31.1.30 ○

・乳幼児の利用開始時に健康診断結果を確認すること
・乳幼児の健康診断を適切に実施すること
・開所時間の全てにおいて必要な保育従事者数を配置すること
・設備等の安全対策を適切に行うこと
・職員の健康診断を適切に実施すること（採用時又は定期）
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